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は じ め に

秋田県健康環境センターは、平成１８年度に旧衛生科学研究所と旧環境セン

ターが統合して設立され、現在８年目を迎えています。平成２２年度には、保

健所でも行われていた試験検査業務が当センターに移管され、本県の保健・環

境に関する試験検査体制が一元化されました。

現在当センターは、今後の方向性を定めた「中長期計画」に基づき、秋田県

における「健康の保持及び増進」、「健康被害の防止」、「環境の保全」の３つ

を基本方針として、これらに向けた業務に取り組んでいます。

具体的には、生活習慣病予防、感染症対策、食の安全・安心、八郎湖や田沢

湖の水質改善などについての調査研究と試験検査を行っているほか、平成23

年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故に関わる食品、環境中の放射性物

質の濃度などの測定・監視にも力を入れているところです。

また、これらの業務を横断的に下支えするため、職員は日頃から分析技術の

向上、行政や県民ニーズの把握、緊急時の迅速な対応に心がけるとともに、そ

の成果を確実に還元することによって、県民の皆様の安全・安心が確保できる

よう努めています。

この年報は、主に平成２４年度に当センターが行った、感染症、食中毒、化

学物質、放射能、大気・水質環境などの分野に関する調査研究や業務実績の概

要についてとりまとめたものです。本書を通じて多くの県民の皆様に当センタ

ーの活動への御理解と関心を高めていただくとともに、率直な御意見を頂戴す

ることにより、今後の業務に生かしていきたいと考えています。

県民の皆様の温かい御支援、御協力をお願いいたします。

平成２５年１２月

秋田県健康環境センター所長

高 橋 浩
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Ⅰ 健康環境センターの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 



1. 沿 革 

 年 月 事    項 

明治35. 7 衛生試験所を秋田市牛島町に設立。  
明治末期 庁舎を秋田市土手長町に移転。  
昭和28. 1 衛生研究所に改称。  

39. 4 衛生科学研究所に改称。  
39. 6 庁舎を秋田市古川堀反町（現千秋明徳

町）に新築移転。 
 

45. 7  公害技術センターを秋田市茨島の工業試験場内
に設立。 

48. 7  庁舎を秋田市八橋に新築移転。 
56. 4  環境技術センターに改称。 
61. 8 庁舎を秋田市千秋久保田町に新築移

転  
 

平成12. 4   環境センターに改称。 
秋田市山王の県庁第二庁舎に総務班及び監視･情
報班を置く。 

14. 3  八橋分室敷地内にダイオキシン類分析棟を新築。 

18. 4 
 

衛生科学研究所と環境センターを組織統合し，健康環境センターとして発足。 
千秋庁舎に企画管理室及び保健衛生部を，八橋庁舎に環境部を設置。 

21. 4 
 

八橋庁舎の環境部を千秋庁舎に移転し，庁舎を統合。保健衛生部の理化学部門と環境部の
化学物質部門を統合した理化学班を環境・理化学部内に設置。組織を企画管理室，保健衛
生部及び環境･理化学部とする。 

  22. 4 保健所の試験検査課を統合。保健衛生部の微生物班を細菌班とウイルス班に再編し，健康
科学班を健康科学・管理班に名称変更。環境・理化学部を理化学部と環境保全部に再編。
理化学部には，理化学班を再編した食品理化学班と環境理化学班を設置。環境保全部には
環境調査班を名称変更した環境保全班を設置。 
 
 
 
 
 

24. 4 
 

企画管理室の総務・企画班を再編し、総務管理班と企画情報班を設置。保健衛生部の健康
科学・管理班を廃止。理化学部の食品理化学班と環境理化学班を統合し、理化学班を設置。 

 
2. 庁舎の概要 

1)  所在地 秋田市千秋久保田町 6 番 6 号 
2)  敷 地 867.75 ㎡（建物建床面積）   
3)  建 物 鉄筋コンクリート造 5 階建  延床面積 4,553.52 ㎡ 

  
3．組織                              

         
所  長  

 
（平成 25 年 4 月 1 日現在） 

           
   

            
              

 
           

  
企画管理室長 

    
保健衛生部長  

  
理化学部長 

 
環境保全部長 

    
  

      
   

    
  

    
  

 
総務管理班 企画情報班 

 
細菌班 ウイルス班 

 
理化学班 

 
環境保全班 

主幹 2 主任研究員 2 
 

上席研究員 2 上席研究員 1 
 

上席研究員 1 
 

主任研究員 4 

副主幹 1 専門員 1 
 

主任研究員 1 主任研究員 4 
 

主任研究員 2 
 

専門員 2 

技能主任 1 研究員 2 
 

研究員 3 研究員 2 
 

専門員 1 
 

研究員 2 

臨時職員 1     
 

非常勤職員 1     
 

研究員 
 

5 
 

技師 2 

  
 

    
 

臨時職員 1     
 

非常勤職員 1 
 

臨時職員 1 

  
 

    
 

  
 

    
 

臨時職員 1 
 

    

計 5 計 5 
 

計 8 計 7 
 

計 11 
 

計 11 

総職員数 52 名（正職員 42 名, 専門員 4 名，非常勤職員 2 名, 臨時職員 4 名） 
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4. 職員名簿                         （平成 25 年 4 月 1 日現在）   

     職 名   氏          名    
     所 長   高 橋   浩   
 企 画 管 理 室    室 長   瀬 尾 和 雄   

 

  
  総 務 管 理 班   主 幹 （兼） 班 長   近 江   進 

 

  
     主 幹   佐 藤 則 子 

 

  
     副 主 幹   黒 政   太   
     技 能 主 任   佐 藤 博 之   
  企 画 情 報 班   主任研究員（兼）班長   田 村 高  志   
     主 任 研 究 員   藤 谷 陽 子   
 

 

    専 門 員   佐 藤   穣   
     研   究   員   村 山 力 則   
     研   究   員   鈴 木 純 恵   
 保 健 衛 生 部    部 長   齊 藤 志保子   
  細 菌 班      上席研究員（兼）班長   八 柳   潤   
     上 席 研 究 員   和 田 恵理子   
     主 任 研 究 員   熊 谷 優 子   
     研 究 員   髙 橋 志 保   
     研 究 員   今 野 貴 之   
     研 究 員   樫 尾 拓 子   
  ウ イ ル ス 班   上席研究員（兼）班長   安 部 真理子   

     主 任 研 究 員   田 中 貴 子

   

  
     主 任 研 究 員   斎 藤 博 之   
     主 任 研 究 員   秋 野 和華子   
     主 任 研 究 員   佐 藤 寛 子   
     研 究 員   柴 田 ちひろ   
     研 究 員   佐 藤 由衣子   
     （ 兼 ） 研 究 員   村 山 力 則   
 理 化 学 部    部       長 

 

  岩 谷 金 仁 

 

  
  理 化 学 班   主任研究員（兼）班長   小 林 貴 司   
     上 席 研 究 員   佐 藤 晴 美   
     主 任 研 究 員   珍 田 尚 俊   
     専 門 員   大 友 久 利   
     研 究 員   松 渕 亜希子   
     研 究 員   中 村 淳 子 

 

  
     研 究 員 

 

  菅 原   剛   
     研 究 員   小 川 千 春   
     研 究 員   天 明 さおり

 

 

  
 環 境 保 全 部   部              長 

 

 大 渕 志 伸   
  環 境 保 全 班   主任研究員（兼）班長    鈴 木 忠 之   
     主 任 研 究 員   石 垣   修   
     主 任 研 究 員   清 水   匠   
     主 任 研 究 員   成 田 修 司   
     専 門 員   大 畑 博 正   
     専 門 員   高 嶋   司   
     研 究 員   玉 田 将 文   
     研 究 員   高 橋 英 之   
     技 師   佐 藤   健   
     技 師   生 魚 利 治   
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5. 業務内容 

（平成 25 年 4 月 1 日現在） 

企
画
管
理
室 

総 務 管 理 班 

・人事，服務 

・予算，決算 

・庁舎管理，庶務一般 

企 画 情 報 班 

・研究の企画・評価・進行管理 

・センター中長期計画の進行管理 

・広報，研修 

・検査業務管理 

・精度管理 

保
健
衛
生
部 

細 菌 班 

・感染症発生動向調査にともなう病原体検査業務 
・細菌感染症と食中毒の試験検査及び調査研究 
・薬剤耐性菌に関する調査研究 
・医薬品等に関する検査 
・収去食品及び環境検体等に関する細菌検査 

ウ イ ル ス 班 

・感染症発生動向調査にともなう病原体検査業務 
・ウイルス感染症と食中毒の試験検査及び調査研究 
・エイズ・性感染症・B 型肝炎・C 型肝炎の抗体検査 
・つつが虫病の抗体検査及び調査研究 
・新生児マス・スクリーニング検査及び調査研究 
・結核登録者情報調査 
・健康づくりに関する調査研究 
・感染症情報センター業務 

理
化
学
部 

理 化 学 班 
 

・食品の安全性に係る試験検査及び調査研究 
・食品放射能の測定 
・有害家庭用品試買検査 
・収去食品の理化学的検査 
・工場・事業場排水中の化学物質の検査 
・廃棄物関係検査 
・環境中の化学物質に関する調査研究 

環
境
保
全
部 

環 境 保 全 班 

 
・公共用水域水質調査 
・工場・事業場排水基準検査 
・工場・事業場ばい煙排出基準検査 
・廃棄物関係検査 
・生活衛生関係検査 
・環境放射能の測定 
・大気汚染常時監視 
・航空機騒音調査 
・酸性雨調査 
・アスベスト環境調査 
・環境保全に関する調査研究 
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6. 主要機器                          （平成 25 年 4 月 1 日現在）

機　　器　　名 規　　　　　格

 電子顕微鏡  日本電子　JEM-1010
 偏光ゼーマン原子吸光光度計  日立製作所　Z-5000
 原子吸光分光光度計  バリアン・テクトロン　AA-220FS
 原子吸光分光光度計  バリアン・テクノロジーズ　AA-280FS
 ＩＣＰ発光分光分析装置  サーモフィシャー　iCAP6300Duo
 分離用超遠心機  日立工機　CP70MX
 ガスクロマトグラフ質量分析計  島津　QP5000
 ガスクロマトグラフ質量分析計  島津　QP5050A
 ガスクロマトグラフ質量分析計システム  日本電子社　JMS-700Dほか

 ガスクロマトグラフ質量分析計  アジレント・テクノロジー　6890N/5973N
 超臨界流体抽出装置  ISCO　SFX220
 ガスクロマトグラフ質量分析計  島津　GCMS-QP2010 Plus
 ガスクロマトグラフタンデム型質量分析計  サーモフィシャー　TSQ QuantumGC
 キャピラリーガスクロマトグラフ  ヒューレットパッカード　HP6890
 ガスクロマトグラフ  アジレント・テクノロジー　6890N
 ＦＩＤ付ガスクロマトグラフ  アジレント・テクノロジー　7890A
 FPD・ECD付ガスクロマトグラフ  アジレント・テクノロジー　7890A
 高速液体クロマトグラフ  日立製作所　D-7000
 高速液体クロマトグラフ  日立製作所　L-7000
 高速液体クロマトグラフ  日立製作所　L-7000
 高速液体クロマトグラフ  日本ウォーターズ　2695
 高速液体クロマトグラフ  日本ウォーターズ　996アライアンスシステム

 高速液体クロマトグラフ  アジレント・テクノロジーDAD・FLD検出器付 1200シリーズ

 液体クロマトグラフタンデム質量分析計  ABサイエックス　API4000
 ノルマルヘキサン自動抽出装置  ラボテック　HX-1000-8
 イオンクロマトグラフ  日本ダイオネクス　DX-120
 イオンクロマトグラフ  日本ダイオネクス　DX-320
 高速溶媒抽出装置  DIONEX社　ASE-200
 高速溶媒抽出装置  DIONEX社　ASE-300
 大量注入溶媒除去システム  SGE社　SCLV
 オートアナライザー  日立メディコ　7020
 オートアナライザー  ビーエルテック　QuAAtro 2-HR
 Ge半導体検出器付波高分析装置  セイコー EG&G　GEM20P，MCA7700
 Ge半導体検出器付波高分析装置  セイコー EG&G  　GEM25-70，MCA7600
 PCRプロダクト検出定量システム  アプライドバイオシステムズ　ABI PRISM 7000
 遺伝子増幅装置  日本ロシュ　ライトサイクラーシステム3
 自動核酸精製装置  日本ロシュ MagNA Pure LC2.0

 先天性甲状腺機能低下症等スクリーニング

 システム
 BSD600

 低バックグランド放射能自動測定装置  アロカ　LBC-4201B
 モニタリングポスト  アロカ　MAR-22
 空間放射線量モニタリングシステム  東芝　SD22-T
 大型高圧蒸気滅菌装置  平山製作所　HK-530E
 大気汚染常時監視テレメータシステム  NEC他
 マイクロウェーブ分解装置  マイルストーンゼネラル　ETHOS900
 航空機騒音自動測定装置  リオン　NA-37  
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1．試験検査実績
1.1 保健衛生部行政依頼検査

項　目
年　度

平成22 平成23 平成24

ウイルス分離検査 638 737 850

細菌検査 854 739 1,078

インフルエンザ感染源調査 100 100 100

日本脳炎感染源調査 70 70 70

ノロウイルス検査 240 286 407

細菌検査 1,065 2,969 2,699

6 7 4

HIV抗体確認検査 6 4 4

192 156 155

190 154 155

155 159 133

154 159 133

47 2 2

麻疹PCR 17 28 23

風疹PCR
*1 0 0 3

56 10 29

16 43 0

1,108 589 499

カンピロ血清型別 0 0 0

カンピロ感受性試験 32 66 61

ジフテリア・百日咳・ボツリヌス 45 83 223

5 11 96

110 108 87

15 330 826

食品収去検査 1,089 1,021 1,013

食中毒菌汚染実態調査 325 275 190

精度管理 1 3 3

32 34 32

32 32 32

59 67 56

公共用水域水質環境調査 222 215 243

八郎湖水質保全調査 79 79 84

工場・事業場排水基準検査 281 266 244

廃棄物対策 産業廃棄物等基準検査 21 20 20

マス・スクリーニング 7,741 7,777 7,362

医薬品等監視指導業務に係る検査 8 5 5

栄養調査・解析 － 871 828

食生活状況調査・解析 － 823 －

身体状況調査・解析*3 － － 627

生活習慣調査・解析*3 － － 775

血液検査*3 － － 389

塩分濃度測定 － 281 120

15,011 18,579 19,660

*1 風疹PCRについては，平成24年度から新たに項目を起こした。

B型肝炎抗原検査

C型肝炎抗体検査

*3 身体状況調査・解析，生活習慣 調査・解析，血液検査については，平成24年度から新たに項目を起こした。

合　　　　計

水質汚濁対策

食品衛生に係る検査

新型インフルエンザタミフル耐性検査

医薬品，医薬部外品，医療機器（細菌）

先天性代謝異常，内分泌疾患

生活衛生に係る検査

（件数）

感染症発生動向調査病原体
別検査数

結核菌RFLP検査，VNTR検査

性器クラミジア抗体検査

梅毒抗体検査

地研レファレンスセンター
　　　　　　　　　　業務

新型インフルエンザ

細菌・ウイルス等の試験検査

感染症流行予測調査

食中毒等検査

3類感染症に係わる病原微生物検査

HIV抗体検査

麻疹抗体価検査

つつが虫病血清検査

その他微生物学的検査

*2 平成23年度は県民健康･栄養調査を実施したが，平成24年度は国民健康・栄養調査を実施した。

公衆浴場等レジオネラ属菌検査

公衆浴場水，遊泳プール水の大腸菌検査

国民健康・栄養調査*2

貸しおしぼり検査
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1.2 保健衛生部一般依頼検査

項　目
平成22 平成23 平成24

感染症発生動向調査に関わる検査 215 340 410
0 9 3
4 0 0

13 0 1
1 0 0
1 0 0
3 0 0

真菌否定検査 18 0 0
細菌否定検査 18 0 0

0 0 2
273 349 416

1.3 情報提供業務

項　目
平成22 平成23 平成24

収集 468 468 468

報告 52 52 52

還元 52 52 52

解析 52 52 52

提供 468 468 468

収集 108 108 108

報告 12 12 12

還元 12 12 12

解析 12 12 12

提供 108 108 108

収集 350 350 501

報告 350 350 501

還元 350 350 501

解析 350 350 501

6 6 6

収集 108 108 108

報告 12 12 12

還元 12 12 12

解析 12 12 12

提供 108 108 108

収集 9 9 9

報告 1 1 1

還元 1 1 1

解析 1 1 1

提供 9 9 9

53 53 52

206 202 221
15 15 15
85 85 80

3,382 3,378 3,995

結核登録者情報調査依頼業務 患者情報

新型インフルエンザ

新型インフルエンザタミフル耐性検査

花粉症予防対策依頼業務 スギ花粉測定数

スギ雄花芽調査数

ウイルス分離等検査

食中毒関係等ノロウイルス検査

細菌遺伝子解析検査

合　　　　計

月報

病原体情報

解析評価委員会資料提供

（件数）

秋田市保健所依頼分（再掲）

細菌・ウイルス等の試験検査

　　　　　　　年　度

血液製剤無菌試験

細菌培養同定検査

HIV抗体確認検査

月報

花粉症患者調査票数

年報

合　　　　計

（件数）
              年　度

基幹・地方感染症情報センター
（感染症発生動向調査依頼業務）

患者情報

スギ花粉予報作成提供

週報
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1.4 理化学部行政依頼検査

平成22 平成23 平成24

540 926 324

7,379 7,985 7,782

808 720 657

16 21 36

医薬品等監視指導業務に係る検査 2 0 0

家庭用品試買検査 61 53 55

地熱開発地域環境調査 252 0 0

365 366 2,190

156 52 139

84 82 143

55 55 55

460 9,328 12

降下物 14 813 －

蛇口水*1,2 17 831 －

環境試料*1,2 － 638 －

食品試料*2 － 324 942

畜産試料*1,2 － 573 717

公共用水域水質調査 62 48 35

地下水調査 121 0 0

緊急調査 179 59 0

111 98 67

土壌汚染対策 汚染土壌処理事業所検査 32 32 22

化学物質対策 143 167 －

364 262 198

能代地区周辺環境調査 489 599 860

能代産業廃棄物処理
センター関連調査

3,456 3,194 1,833

15,166 27,226 16,067

産業廃棄物等基準検査

（件数）

水質汚濁対策

残留抗生物質・残留合成抗菌剤検査

残留農薬実態検査

医薬品，医薬部外品，医療機器（理化学）

環境放射能水準調査

空間線量

核種分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

*1 福島原子力発電所事故に伴う緊急環境放射能調査の蛇口水，環境試料，畜産試料の一部及び化学物質環境調査

   については，平成24年度より理化学部から環境保全部に業務移行した。

分析確認

空間線量

精度管理

温泉分析

福島原子力発電所事故に伴う
緊急環境放射能調査

全ベータ線

核種分析

工場排水基準検査

有害物質

環境調査

食品収去検査（食品添加物等）

*2 福島原子力発電所事故に伴う緊急環境放射能調査については，平成23年度から新たに環境試料・食品試料・畜

     産試料の 項目を起こした。

食品監視業務に係る検査

合　　　　計

廃棄物対策
能代産業廃棄物処理セン
ター環境保全対策

化学物質環境調査*1
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1.5 環境保全部行政依頼検査

平成22 平成23 平成24

一般環境大気測定局
55

(463,449)
56

(462,149)
57

(477,729)

自動車排出ガス測定局
15

(118,250)
15

(129,504)
15

(129,750)

工場局
74

(462,620)
74

(540,341)
74

(584,893)

ばい煙排出基準検査 29 25 0

酸性雨調査 酸性雨実態調査 1,420 1,380 1,420

アスベスト対策 石綿飛散調査 59 43 36

蛇口水*2 － － 36

環境試料*2 － － 1251

畜産試料*2 － － 38

降下物*3 － － 30

浮遊じん*3 － － 30

公共用水域水質調査 4,016 4,171 4,107

地下水調査 137 47 0

緊急調査 24 91 519

工場排水 2514 2,383 2,189

水浴場水 475 288 336

底質調査 36 36 36

緊急調査 0 80 158

玉川酸性水影響調査 216 304 336

十和田湖水質生態系調査 256 256 240

十和田湖流入河川調査 0 0 0

土壌汚染対策 汚染土壌処理事業所検査 36 36 36

遊泳用プール水質検査 40 18 16

公衆浴場水質検査 64 64 64

食肉衛生検査所自主検査 20 20 20

騒音対策 航空機騒音調査 735 758 758

化学物質対策*2 143 167 137

産業廃棄物等基準検査 508 731 543

1179 1,351 1322

緊急調査 387 0 0

12,294 12,249 13,658

*3 その他緊急環境放射能調査については，平成24年度から新たに項目を起こした。

生活衛生に係る検査

*1 大気汚染常時監視は，測定対象項目数（実測データ数）を表す。

（件数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

核種分析
福島原子力発電所事故に伴う

緊急環境放射能調査*2

能代産業廃棄物処理センター関連調査

化学物質環境調査*2

核種分析

廃棄物対策

八郎湖水質保全対策調査

十和田湖水質保全対策調査

大気汚染対策

大気汚染常時監視*1

合　　　　計　（大気汚染常時監視を除く）

工場・事業場排水基準検査

水質汚濁対策

環境調査

*2 福島原子力発電所事故に伴う緊急環境放射能調査の蛇口水，環境試料，畜産試料の一部及び化学物質環境調査については，平成

     24年度より 理化学部から環境保全部に業務移行した。

その他緊急環境放射能調査
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2．研修・学会等 

2.1 研修等参加 

年 月 日 研 修 名 参 加 者 開催地 

24.04.13 平成 24 年度食品安全行政講習会 松渕亜希子 東京都 

24.04.23 感染症発生動向調査等においてゆうパックにより検体を送付するための研修会 齊藤志保子 宮城県 

24.05.10 2012HPC セミナー 天明さおり 東京都 

24.07.09～10 アイソトープ・放射線研究発表会 高橋英之 東京都 

24.07.13 環境測定分析統一精度管理ブロック会議 生魚利治 山形県 

24.07.24～08.02 放射能分析研修 玉田将文 千葉県 

24.09.06～07 東北ブロック食品衛生・環境監視員研修会 高橋英之 岩手県 

24.09.11 第 19 回全国越境大気汚染・酸性雨対策連絡会議 清水 匠 東京都 

24.10.05 平成 24 年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会 中村淳子 東京都 

24.10.10～12 石綿位相差顕微鏡研修 生魚利治 埼玉県 

24.10.16 食品中残留農薬セミナー 2012 天明さおり 宮城県 

24.10.18 全国疫学情報ネットワーク構築会議 村山力則 東京都 

24.10.25～26 全国環境研協議会北海道・東北支部研究連絡会議 鈴木純恵 福島県 

24.11.01 地方感染症情報センター担当者向けブロック疫学研修会・連携会議 村山力則 福島県 

24.11.01～02 平成 24 年度北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会研修会 村山力則 福島県 

24.12.11 上級管理者向け放射能研修 菅原 剛 千葉県 

25.01.10～11 平成 24 年度食品衛生監視員研修会 

佐藤晴美 
熊谷優子 
松渕亜希子 
天明さおり 

秋田市 

25.01.17～18 環境省環境科学セミナー 玉田将文 東京都 

25.02.01 平成 24 年度地方衛生研究所全国協議会・衛生理化学分野研修会 松渕亜希子 
天明さおり 東京都 

25.02.06 食品分析ソリューションセミナー 2013 松田恵理子 東京都 

25.02.12～15 健康・栄養調査の企画・運営・評価に関する研修 栗盛寿美子 埼玉県 

25.02.14～15 国立環境研究所シンポジウム 玉田将文 茨城県 

25.02.16 独立行政法人国立健康・栄養研究所一般公開セミナー 栗盛寿美子 東京都 

25.02.22 平成 24 年度指定薬物分析研修会議 菅原 剛 東京都 

25.02.25 産業廃棄物の検定方法に係る金属等の検定方法 告示改正説明会 高橋英之 宮城県 

25.02.26～27 平成 24 年度希少感染症技術者講習会 髙橋志保 
柴田ちひろ 東京都 

25.02.28 全環研北海道・東北支部酸性雨広域大気汚染調査研究専門部会 清水 匠 北海道 

25.03.01 排水管理等に用いる生物応答手法に関する技術セミナー 玉田将文 茨城県 

25.03.07～08 第 18 回国際結核セミナー 田中貴子 東京都 

25.03.15 腸管出血性大腸菌 O26 の MLVA 法による分子疫学的解析法に係る技術研修 髙橋志保 
今野貴之 岩手県 

25.03.27 平成 24 年度放射能監視結果収集調査検討会 玉田将文 東京都 
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2.2学会等出席 

年 月 日 学 会 名 出  席 者 
（○発表者） 開催地 

24.05.06～09 
8th International Symposium on Shiga Toxin-Producing Escherichia coli 

Infections (VTEC2012) 
○八柳 潤 オランダ 

24.05.10～11 第 103 回日本食品衛生学会学術講演会 

○齊藤志保子 

松田恵理子 

天明さおり 

東京都 

24.06.15～17 第 53 回日本臨床ウイルス学会 
○斎藤博之 

○佐藤寛子 
大阪府 

24.06.28～29 衛生微生物技術協議会第 33 回研究会 

○八柳 潤   

今野貴之 

斎藤博之 

柴田ちひろ 

神奈川県 

24.07.06～08 ダニと疾患のインターフェース ○佐藤寛子 徳島県 

24.07.11～13 第 21 回環境化学討論会 
○小林貴司 

○小川千春 
愛媛県 

24.07.19～20 第 16 回腸管出血性大腸菌感染症研究会 八柳 潤 秋田市 

24.07.27 第 61 回東北公衆衛生学会 安部真理子 宮城県 

24.08.22 東北食中毒研究会第 25 回全体会議・研修会 
齋藤志保子 

八柳 潤 
宮城県 

24.08.23～24 第 66 回日本細菌学会東北支部総会 ○今野貴之 宮城県 

24.08.24～25 第 39 回日本マス・スクリーニング学会 秋野和華子 東京都 

24.09.10～12 高病原性鳥インフルエンザウイルス同定技術研究会 秋野和華子 東京都 

24.09.12～14 第 59 回日本栄養改善学会 ○栗盛寿美子 愛知県 

24.09.12～14 大気環境学会 生魚利治 神奈川県 

24.09.20～21 第 104 回日本食品衛生学会学術講演会 中村淳子 岡山県 

24.10.03 第 10 回秋田県公衆衛生学会学術大会 ○田中貴子 秋田市 

24.10.05～06 第 58 回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会北日本支部合同大会 ○佐藤寛子 北海道 

24.10.10 平成 24 年度東北地区獣医師大会・日本獣医公衆衛生学会（東北地区） 齊藤志保子 山形県 

24.10.10～12 第 61 回日本感染症学会東日本地方会 ○今野貴之 東京都 

24.10.17～18 
平成 24 年度地方衛生研究所全国協議会北海道・東北・新潟支部微生物

研究部会・研修会 

齊藤志保子 

斎藤博之 
北海道 

24.10.22～23 第 23 回廃棄物資源循環学会 小林貴司 宮城県 

24.10.23～26 日本公衆衛生学会 田中貴子 山口県 

24.10.24～26 第 33 回日本食品微生物学会学術総会 

○斎藤博之 

齊藤志保子 

熊谷優子 

福岡県 

秋田県健康環境センター年報　2012

－10－



24.10.25～27 第 64 回日本生物工学会大会 菅原 剛 兵庫県 

24.11.08～09 第 35 回農薬残留分析研究会 天明さおり 奈良県 

24.11.12 第 24 回ウイルス性下痢症研究会 斎藤博之 大阪府 

24.11.13～15 第 60 回日本ウイルス学会 ○斎藤博之 大阪府 

24.11.15～16 第 46 回腸炎ビブリオシンポジウム 八柳  潤 大分県 

24.11.21～22 第 49 回全国衛生化学技術協議会年会 
松田恵理子 

天明さおり 
香川県 

24.11.21～22 第 39 回環境保全・公害研究発表会 ○成田修司 熊本県 

24.11.30～12.01 第 5 回日本カンピロバクター研究会 
齊藤志保子 

髙橋志保 
大阪府 

24.12.07 第 21 回応用生命科学研究会 ○斎藤博之 秋田市 

24.12.08～09 第 5 回日本リケッチア臨床研究会・第 19 回リケッチア研究会 ○佐藤寛子 滋賀県 

25.01.23 第 26 回公衆衛生情報協議会 村山力則 沖縄県 

25.02.26 平成 25 年度下痢症研究会 斎藤博之 東京都 

25.03.11～13 第 47 回日本水環境学会 

○小林貴司 

○成田修司 

生魚利治 

大阪府 

 

 

 

2.3 健康環境センター主催研究発表会 

 
   開 催 日： 平成 24 年 6 月 19 日（火）   

開催場所：  秋田県総合保健センター  

  演  題  名 発 表 者 

1 母子健康手帳改正にともなう胆道閉鎖症早期発見に向けた便色カラーカードの導入 安部真理子 

2 感染症発生動向調査 週報・月報・ホームページに関するアンケート調査について 村山力則 

3 秋田県における腸管出血性大腸菌（EHEC）感染症発生状況（1991-2011 年） 八柳 潤 

4 インフルエンザ菌の莢膜血清型別法の問題点と血液から分離された e 型菌について 今野貴之 

5 
結核菌分子疫学解析法 JATA12 の概要と県内某施設において発生した結核集団感染事例におけ

る JATA12 の応用実例 
八柳 潤 

6 食品検体中の病原ウイルス検出を可能にした汎用型パンソルビン・トラップ法の開発 斎藤博之 

7 福島第一原子力発電所事故に伴う秋田県における放射能調査 菅原 剛 

8 県内の空間放射線量率に関する新モニタリングポストシステムの概要 玉田将文 

9 もみ殻を原料とした選択的リン回収材の利活用 成田修司 
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2.4 その他の口頭発表 

年 月 日 発 表 会 名 ・ 演 題 名 発 表 者 開 催 地 

25.01.25 平成 24 年度保健環境業務研究発表会 
・ノロウイルス研究をめぐる最新の話題 
・新規制物質 1，4－ジオキサンの分析方法の検討 
・玉川上流域及び田沢湖における渇水時調査報告 

斎藤博之 
小川千春 
生魚利治 

 
潟上市 

 

 

2.5 講師派遣等 

2.5.1 技術支援 

実施日 主 な 内 容 講師氏名 対 象 参加者数 

24.04.27 つつが虫病（検査資料） 佐藤寛子 県立博物館 資料提供 

24.05.30 つつが虫病（啓発ポスター） 佐藤寛子 埼玉医科大学 
パンフレット 

送付 
24.06.01 
～08.31 

もみ殻炭リン回収材の製造工程の改良 成田修司 東北ビル管材（株） 1 名 

24.06.14 ボツリヌス菌検査 八柳 潤 新潟県保健環境科学研究所 2 名 

24.06.20 パンソルビン・トラップ法について 斎藤博之 宮崎県衛生環境研究所 メール対応 

24.08.01 つつが虫病（啓発ポスター） 佐藤寛子 県立博物館 資料提供 

24.09.20 
パンソルビン・トラップ法について 
（実技指導） 

斎藤博之 
大分県生活衛生部中堅技術

職員 
20 名 

24.10.18 
パンソルビン・トラップ法について 
（実技指導） 

斎藤博之 
北海道立衛生研究所，青森

県環境保健センター，福島

県衛生研究所 
3 名 

24.10.23 
つつが虫病（血清抗体価測定用抗原の培養

と調整の実技指導） 
佐藤寛子 福島県衛生研究所 1 名 

24.11.01 
つつが虫病（血清抗体価測定用抗原の調整

および IP 法の実技指導） 
佐藤寛子 

福島県衛生研究所 
青森県環境保健センター 

2 名 

24.11.02 パンソルビン・トラップ法について 斎藤博之 広島大学大学院 メール対応 

24.12.01 
  ～03 

リケッチア媒介種調査のための技術支援 佐藤寛子 
福島県衛生研究所 
青森県環境保健センター 

2 名 

25.02.14 
  ～15 

赤痢菌同定，下痢原性大腸菌検査等 八柳 潤 宇都宮市衛生環境試験所 2 名 

25.02.21 
  ～22 

諫早湾水質浄化試験へのもみ殻炭リン回

収材の利用等 
成田修司 

長崎県環境保健研究センタ

ー 
10 名 

   
       合  計 43 名 
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2.5.2 出前講座 

       出 前 講 座  講師氏名 実施回数 延べ参加者数 

 感染症の発生状況について 村山力則 2 回 105 名 

 油断できない結核 田中貴子 6 回 225 名 

 細菌感染症・食中毒について 髙橋志保 2 回 90 名 

   今野貴之 2 回 60 名 

 ウイルス性食中毒について 斎藤博之 2 回 50 名 

 ウイルス性感染症について 斎藤博之 1 回 150 名 

   佐藤寛子 1 回 20 名 

 環境放射能について 松田恵理子 4 回 214 名 

   高嶋 司 8 回 448 名 

                           合  計 28 回 1,362 名 

 

2.5.3 その他講師派遣 

主 な 内 容 実施日 講師氏名 依 頼 元 参加者数 
福島原発事故による秋田県内環境放射能

への影響 
24.05.25 松田恵理子 秋田化学工学懇話会 40 名 

耐性菌について 24.06.23 八柳 潤 秋田県感染症対策協議会 200 名 

人由来 ESBL 産生菌 24.06.29 八柳 潤 衛生微生物技術協議会 100 名 

県民健康・栄養調査の概況について 24.07.26 栗盛寿美子 秋田県栄養士会 50 名 

秋田県の食生活の課題とその解決のため

に 
24.08.06 栗盛寿美子 秋田市教育委員会 32 名 

放射性物質災害 24.08.20 斎藤博之 消防学校 87 名 

秋田県の環境について 24.09.04 成田修司 秋田県神社中央支部 80 名 

特定給食施設等研修会 24.09.06 栗盛寿美子 県北地区福祉環境部 88 名 

H24 年度秋田県結核対策全県研修会にお

ける情報提供について 
24.09.18 田中貴子 秋田県健康福祉部 200 名 

個体の反応「生体と微生物」 24.09.24 八柳 潤 秋田大学 130 名 

危険性物質に係わる基礎知識及び関係法

令 
24.10.03 斎藤博之 消防学校 17 名 

県民健康・栄養調査結果からみる食生活

の状況 
24.10.09 栗盛寿美子 

大曲仙北食生活改善推進

協議会 
123 名 

平成 23 年度県民健康・栄養調査報告につ

いて 
24.10.11 栗盛寿美子 栄養・食生活分科会 13 名 

平成 23 年度県民健康・栄養調査聞き取り

手法について 
24.10.19 栗盛寿美子 秋田中央・由利本荘保健所 22 名 
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平成 24 年度調理師等食育推進者研修会 24.10.25 栗盛寿美子 
秋田県雄勝地域振興局福

祉環境部 
52 名 

放射性物質による汚染状況 24.10.29 松田恵理子 
秋田県生活衛生営業指導

センター 
80 名 

早め早めの感染症研修会 24.11.16 斎藤博之 
秋田県由利地域振興局福

祉環境部 
64 名 

保健情報学 1 
（保健衛生ニーズ，死亡統計） 

25.01.10 田中貴子 秋田大学医学部保健学科 80 名 

保健情報学 2 
（生活習慣病対策の保健情報） 

25.01.17 田中貴子 秋田大学医学部保健学科 80 名 

保健情報学 3 
（結核の情報管理・統計） 

25.01.24 田中貴子 秋田大学医学部保健学科 80 名 

母子健康手帳改正に伴う便色カラーカー

ドの導入 
25.02.17 安部真理子 健康推進課 66 名 

      合計 22 回 1,684 名 

 

2.6 視察・見学等受入 

参 加 者 区 分 平成 22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

小・中学生 0   2 (1) 2 (2) 
秋田大学付属中学校，秋田市立河辺中学

校 3 年生 

インターンシップ 10 (2) 13 (3) 11 (3) 東北薬科大学，秋田県立大学，秋田高専 

その他の学生 14 (1) 13 (2) 37 (4) 

秋大社会医学実習，聖霊女子短期大学専

攻課健康栄養専攻 2 年生，秋田中央保健

所管理栄養士臨地実習生，秋田県立大学

生物科学部応用生物科学科 4 年生 

一般県民 0   0   0     

業務関係者 
(医師臨床研修含む) 

1 (1) 20 (1) 9 (3) 秋田県総合保健事業団，食肉衛生検査所 

県外 3 (1) 4 (1) 10 (7) 
新潟県保健環境科学研究所，長崎県環境

政策課，長崎県県境保健研究センター 

国外 9 (2) 3 (2) 3 (2) 
吉林省長白山管委会・資源保護局副局長、

吉林省白城市鎮山県環境保護局局長 

合   計 37 (7) 55 (10) 72 (21)   

      
注）括弧内の数字は団体数 

 

2.7 受賞・表彰等 

受 賞 日 表 彰 名 受 賞 者 授 与 機 関 

24.05.24 
平成 24 年度全国環境研協議会 
北海道東北支部長表彰 

松田恵理子 全国環境研協議会北海道東北支部 

24.11.01 平成 24 年度生活環境改善功労者表彰 柴田義明 生活と環境全国大会 
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3．研究業務実績 

 

細菌班 

 

食用牛の腸管出血性大腸菌保菌状況と分離

株の菌学的性状に関する研究  
（平成 24 年度～25 年度）  
 

研究概要 

 腸管出血性大腸菌（EHEC）の感染源として

牛などの反芻動物が重要であるが，当センター

では平成 15 年以降牛の EHEC 保菌率の調査を

実施していない。一方，欧州ではこれまで知ら

れていない病原因子の組み合わせを有する

EHEC O104 による感染事例が 2011 年に多発し，

多数の死者が発生したが，県内における EHEC 
O104 類似株の侵淫実態は不明である。また，

O104 の抗血清は市販品がなく，O104 の確認に

は時間を要することが問題である。このため，

本研究では県内でと殺される肉牛の EHEC 保菌

実態を解明するとともに，分離株の菌学的デー

タを集積する。また，EHEC O104 確認用の遺伝

子診断法を確立すると共に，EHEC O104 と同様

な病原因子を保有する EHEC も重点的に検索す

ることにより，県内における当該菌による感染

事例発生のリスクに関しても検討する。  
結果 

 54 頭について EHEC を検索した結果，EHEC 
O157 が 2 頭，EHEC O113 が 2 頭，O152，O168
が各 1 頭，Out が 3 頭から分離同定され，平成

15 年までの調査と同様に秋田県内でと殺され

ている牛が EHEC O157 を現在でも保菌してい

ることが確認された。また，県内でと殺された

牛がオーストラリアで重篤な感染症を惹起した

EHEC O113 を保菌していることが確認され，県

内における EHEC O113 による感染症発生のリ

スクが示唆された。一方，EHEC O104 及び EHEC 
O104 と同様に aggR 遺伝子を保有する EHEC は

検出されなかった。  
国立感染症研究所から分与された腸管凝集付

着性大腸菌  O104 2342 株の DNA 溶液から E. 
coli O104 の O-antigen polymerase gene (wzy)の全

長（1,113 bp）を増幅して E. coli JM109 にクロ

ーニングし，O104wzyORF 1,113 bp を保有する

JM109/O104-KI/AKITA20110616 を作出した。

O104 特異的 PCR 用プライマーとして O104wzy
の 470 bp を増幅する O104wzy_F： ttt act tca cga 
ggt gtc aag，O104wzy_R：  att aac att aat gca gat 
aaa tgg を設計し，2342 株の抽出 DNA 溶液と

JM109/O104-KI/AKITA20110616 のいずれもか

ら 470 bp の断片が増幅されることを確認した。 
食品衛生法改正により生食用牛肉の規格基準が

定められ，牛レバーの生食が禁止されたことに

より EHEC 感染症発生が減少したとされている

が，EHEC 感染症発生のリスクファクターとし

ての牛の EHEC 保菌実態については詳細に検討

する必要がある。  
 

百日咳とマクロライド耐性マイコプラズマ

の流行及び百日咳様呼吸器疾患の病原微生

物検索結果－地方衛生研究所技術協議会百

日咳，ジフテリア，ボツリヌスレファレン

スセンター業務－  
 

研究概要 

平成 20 年 8 月 12 日付けで健康福祉部長から

県医師会会長等宛に健第 1515 号「健康環境セン

ターが実施する LAMP 法による百日咳菌検査の

利用について（通知）」が発出され，秋田県で

は LAMP 法による百日咳迅速検査技術を県内医

療機関に提供している。一方，全国的にも百日

咳様臨床症状を呈する疾患が流行しているにも

かかわらず，その多くが百日咳菌，マイコプラ

ズマ共に陰性であった。このため，国立感染症

研究所と連携してこれらの患者にどのような呼

吸器系病原微生物が関与しているか詳細に検討

した。  
結果 

百日咳 LAMP 法検査陽性者は 2012 年 3 月か

ら 9 月まで毎月確認され，2012 年 1 月と 2013
年 2月に確認された陽性者を含み計 19名の陽性

者が確認された。これは，2008 年に本事業を開

始して以来，1 年あたりの陽性者数では最多と

なる。更に，2012 年 6 月から 2013 年 1 月まで

毎月マイコプラズマ陽性者が確認され，陽性者

数は計 30 名となった。検出されたマイコプラズ

マは，シークエンスが可能であった検体全てに

おいてマクロライド耐性に関与する 23S rRNA
の A2063G 変異が確認され，マクロライド耐性

マイコプラズマが秋田県において流行していた
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事実が初めて確認された。  
一方，百日咳様呼吸器症状を呈する患者の多

くが百日咳・マイコプラズマ陰性であることか

ら，百日咳菌とマイコプラズマ以外の微生物が

発症に関与する可能性が想定されていたが，そ

の実態は不明であった。そのため，2012 年 7 月

か ら 2013 年 6 月 に 128 検 体 に つ い て

Parainfluenza Virus (PIV)，Human Metapneumo 
Virus (MpV)，Bocavirus (BoV)，Rhinovirus の検

出を試行した。その結果，27 検体が Rhinovirus
陽性（21.1％），8 検体が PIV 陽性（6.3％），6
検体が BoV 陽性（4.7％），2 検体が hMpV 陽性

（1.6％）であった。Rhinovirus は検出頻度も高

く，10 月と 11 月の秋季と 4 月と 5 月の春季に

検出頻度が高まる傾向がみられ，百日咳様呼吸

器疾患の病原微生物として重要な位置を占める

可能性が示された。2013 年 4 月以降の 15 検体

について Bordetella parapertussis と Chlamydia 
pneumoniae の検出を試みた結果， Chlamydia 
pneumoniae 陽性検体が１検体確認された。な

お，本事業において Chlamydia pneumoniae 陽性

検体が確認されたのはこれが初めてである。  
Bordetella parapertussis，Chlamydia pneumoniae

ともに秋田県ではこれまで病原体検索が行われ

たことはほとんど無く，その感染疫学解明のた

めに検討を継続する必要がある。（国立感染症

研究所細菌第 2 部 蒲池一成室長と共同実施）  
 

地方衛生研究所における薬剤耐性菌等に関

する細菌学的，疫学的調査解析機能の強化

に関する研究「アシネトバクター属菌の感

染疫学解明に関する研究」  
（平成 24 年度～）  
 

研究概要 

アシネトバクター（Acinetobacter）属菌は湿

潤環境を好み，自然環境中に広く分布する。医

療機関等で汎用されている自動同定機器や従来

の生化学的性状試験ではアシネトバクターの種

を正しく同定することは困難であり，このこと

がアシネトバクター感染対策上の問題の一つと

なっている。アシネトバクターは，既に国内で

深刻な健康被害を伴う院内感染を惹起してお

り，健康被害発生予防対策を講じる必要がある

が，国内におけるアシネトバクター属菌の分離

実態さえも正確に把握されているとは言い難い

のが現状である。本研究は，国内におけるアシ

ネトバクター属菌の感染疫学に関する知見を得

ることを目的として実施した。  
結果 

 秋田県で分離された 148 株中 A. baumanii が
68 株（45.9%）と最も多く，A.nosocomialis が

34 株（23.0％），A.pittii が 22 株（14.9％），菌

種未定の Acinetobacter sp. Close to 13TU が 13 株

（9.1％）と続いた。分離株の由来では喀痰由来

株が 69 株と最も多く，尿由来株が 20 株，咽頭

由来株が 11 株と続いた。血液由来株は 7 株であ

り，その内訳は A.nosocomialis が 6 株，A.baumanii
が 1 株であった。  
 A.baumanii では 5 剤，6 剤，7 剤，8 剤耐性株

がそれぞれ 4 株，7 株，5 株，1 株認められたの

に対して，A.baumanii 以外のアシネトバクター

属菌では 6 剤耐性株が 1 株（A.nosocomialis）認

められたが 5 剤，7 剤，8 剤耐性株は認められな

かった。感染症法に定める多剤耐性アシネトバ

クター（MDRA)の届出基準を満たす IPM，AMK，

CPFX 耐性を獲得した株は認められなかった

が，AMK と CPFX 耐性を示す株が 9 株認められ，

これらは全て 6 剤以上耐性の A.baumanii であっ

た。血液由来株では AZT，PIPC 耐性株が 1 株，

AZT 耐性株が 1 株，感受性株が 5 株 A.baumanii 
1 株を含む）であった。  
 rpoB 遺伝子の解析はアシネトバクター属菌

の同定に有用であった。今回，感染症法に定め

る MDRA は検出されなかったが，5 剤以上の薬

剤に耐性を獲得した A.baumanii が検出され，こ

れらの菌は医療機関において院内感染原因菌な

どとして問題になる可能性が高い。重篤な感染

症に発展する可能性が高いアシネトバクター属

菌による血液感染の発生状況について，今後も

データを集積する必要がある。  
 

カンピロバクターレファレンスセンター業

務（平成元年度～）  
 

研究概要 

 地方衛生研究所技術協議会の北海道・東北・

新潟ブロックのカンピロバクターレファレンス

センター支部としてカンピロバクター分離株の

血清型別依頼に対応している。平成 24 年は県内
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の散発下痢症患者由来の 31 株（C. jejuni 30 株，

C. coli 1 株）について Penner 法と Lior 法の比較

検討を行った。更に，そのうち再培養可能であ

った 30 株（C. jejuni 29 株，C. coli 1 株）につい

ては，薬剤耐性化の傾向を把握するため，テト

ラサイクリン，エリスロマイシン，ナリジクス

酸，ノルフロキサシン，オフロキサシン，シプ

ロフロキサシンの 6 剤について感受性試験を実

施した。また，同様にして収去食品の検査及び

厚生労働省からの依頼で行っている食品の汚染

実態調査において分離された 10 株（C. jejuni 9
株，C. jejuni 1 株），生活衛生課の依頼で実施

した行政検査で死亡したツキノワグマの腸内容

物から分離した C. jejuni 2 株についても調査し

た。  
結果 

 散発下痢症患者由来の C. jejuni 30 株のうち，

Penner 法で単一の血清型に型別可能であったも

のは 10 株（33.3%），Lior 法では 19 株（63.3%）

であった。C. coli1 株はいずれの手法でも型別不

能であった。また，散発下痢症患者由来の C. 
jejuni 29 株中 14 株（48.3%）がキノロン系薬剤

に耐性を示した。C. jejuni におけるキノロン系

薬剤への耐性は，以前は 30～40%程度であった

がここ数年その割合が高くなっており，耐性化

の進行が危惧される。一方，C. coli 1 株はいず

れの薬剤にも感受性であった。  
また，鶏肉由来の株の中には，患者由来株と

同一の血清型を示した株もあり，鶏がカンピロ

バクターの汚染源として重要であることが改め

て示された。ツキノワグマの腸内容物から分離

した C. jejuni については，1 株が Penner 法で P
群，Lior 法で LIO18，もう 1 株が Penner 法では

型別不能であったが，Lior 法で LIO60 であるこ

とを確認した。  
 

インフルエンザ菌の遺伝子型別法の検討と

分離実態の解明  
（平成 23 年度～平成 24 年度）  
 

研究概要 

 インフルエンザ菌には，莢膜型と無莢膜型が

あり，莢膜型は更に 6 つの血清型（a～f）に分

けられる。b 型に代表される莢膜型では重症化

の危険があるため，血清型を明らかにすること

は本菌による感染症の発生動向を把握する上で

極めて重要である。しかしながら，従来の血清

型別法では型別が難しい場合が多かった。そこ

で血清型別法に代わる方法として，PCR 法によ

る莢膜遺伝子の型別法を検討した。更に，県内

の分離株を用いて，莢膜遺伝子の型別法を試行

し，秋田県内における分離実態を調査した。  
平成 23 年度から 24 年度にかけて，平成 20

年～24 年に県内で分離された菌株 666 株につい

て従来法と遺伝子型別法の比較を行った。また，

莢膜型のインフルエンザ菌については，薬剤耐

性に関わる遺伝子を調査した。  
結果 

 従来法と遺伝子型別法で結果が一致しない例

が 32 例（4.8%），従来法では複数の血清型に

陽性反応を示し型別不能であったが遺伝子型別

法で型別された例が 38 例（5.7%）確認された。

一方，遺伝子型別法で型別不能であったのは 1
例のみであり，遺伝子型別法の有用性が示され

た。  
遺伝子型別法により，43 株の莢膜型インフル

エンザ菌を確認し，秋田県では b 型と共に e 型

の分離が多い実態を明らかにした。また，今回

確認された莢膜型インフルエンザ菌の多くが薬

剤の作用するペニシリン結合タンパク質に変異

を有しており，薬剤耐性菌であることが分かっ

た。  
 

ウイルス班  
 
食品中のウイルス検査実施に向けてのパン

ソルビン・トラップ法の汎用化（厚生労働

科学研究費補助金「食品中の病原ウイルス

のリスク管理に関する研究」）  
（平成 22 年度～平成 24 年度）  
 

研究概要 

 パンソルビン・トラップ法は，食品検体に含

まれるウイルス粒子を黄色ブドウ球菌の表面に

吸着させて回収することを基本原理としてい

る。その性質上，抽出された RNA には大量の

黄色ブドウ球菌由来の遺伝子が混入し，遺伝子

解析の障害となることが前年度の研究で明らか

となった。黄色ブドウ球菌の遺伝子そのものは，

極微量のウイルス RNA を安定的に保持するキ
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ャリアーとして働くため，検出感度に対しては

プラスの効果が見込める。従って，それを排除

するのではなく，遺伝子解析に影響が及ばない

ようにする解決策が求められた。  
結果  
 本研究では，逆転写反応時に PCR で用いるも

のとは異なる専用プライマーを使うことで，遺

伝子解析可能な PCR 増幅産物を得ることに成

功した。更に，増幅プロセスにホットスタート

&タッチダウン PCR を用いることで一層の改善

が認められた。また，ノロウイルス GI/4 及びノ

ロウイルス GII/4 で汚染させたポテトサラダに

おける本法の検出限界は，両者とも食品 1g 当た

り 35 コピーであった。以上のことにより，黄色

ブドウ球菌のキャリアーとしての長所を活か

し，遺伝子解析の障害という短所を顕現させな

いようにするという目的は達成された。  

 
北海道・東北・新潟ブロックにおけるリケ

ッチア症検査技術の向上・維持及び地域に

おける媒介種調査に関する研究  
（平成 24 年度～平成 26 年度）  
 
研究概要  
 近年の調査研究から北海道・東北・新潟ブロ

ックは様々な血清型によるつつが虫病や紅斑熱

群リケッチア症など多様なリケッチア症のリス

ク地域であることが明らかとなっており，それ

らに対応する検査体制の整備や媒介種の生息調

査などが求められている。今年度は，血清抗体

価測定に関する技術研修や新たな遺伝子検査系

の評価を複数の地衛研で行い，診断ネットワー

クの構築にむけた準備を行った。更に，フィー

ルド調査を共同で行うことで調査手法や各県が

抱える課題を共有し，新たなリケッチア症の発

生に備えた調査体制の整備を行った。  
結果  
(1) 検査体制整備について  
①2012 年 10 月 23 日，11 月 1 日に福島県衛生研

究所 P3 実験室において，L929 細胞の培養・維

持，Orientia tsutsugamushi の接種及び血清抗体

価測定用抗原の調整について講師として参加，

技術研修を行った。  
②現行の病原体検出マニュアルに記載されてい

るプライマーセット（1st；Pr34⇔Pr55，2nd；

Pr10⇔Pr11）では臨床検体から Shimokoshi 型を

感度よく検出できないことから，Shimokoshi 型
を検出可能なプライマーSH6 を設計し，既存の

1stPCR のプライマーセットに加えた反応系

（Pr34⇔Pr55+SH6）とすることで，Shimokoshi
型を感度よく検出できることを確認した。更に

フィールド調査などにおける多検体処理のた

め，リアルタイム PCR（川森ら）による検査体

制の整備を併せて行った。  
(2) フィールド調査  

雄物川水系の支流の河川敷 29 箇所について

アカツツガムシの生息調査を行い，9 箇所（7
支流）においてアカツツガムシの生息を確認し

た。更に過去 3 年間に行われた雄物川水系全体

におけるアカツツガムシの生息状況を，調査ポ

イント毎にアカツツガムシ生息密度を集計し

た。  
 この他，福島県において Shimokoshi 型媒介種

の探索，青森県において紅斑熱群リケッチアの

生息調査を実施した。  
 今回，技術研修に加え，各県のフィールド調

査をコア地衛研が共同で実施し，サポート体制

を構築することができた。今後も各地衛研で検

査体制の整備を進めるとともに，より広域な診

断ネットワークの構築にむけた技術研修やフィ

ールド調査が必要になると思われる。  
 

子宮頸がん検診における受診率及び検査精

度の向上に関する研究 

（平成 23 年度～平成 24 年度）  
 
研究概要  
 20 数年連続で秋田県における死因 1 位は悪性

新生物（がん）であり，本研究は子宮頸がん早

期発見のために検診受診率及び検査精度向上を

目指す。検診受診率向上のためフォーカスグル

ープインタビュー (FGI)法による意識調査を行

い，検診対象者の受診を妨げている理由や問題

点を明らかにする。また検診における検査精度

向上のため，現在行われている細胞診検査に

HPV-DNA 法を導入検討することで，検診結果

の精度向上を試みた。  
結果  

3 グループを対象に行った FGI 法の解析結果

より，検診を行う自治体等の関係機関は，集団
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検診及び医療機関検診の充実を図り，若い女性

が受診しやすい，時代に合わせた検診の社会環

境を整えていく必要性があることがわかった。

また，早期からの健康教育が重要であり，若い

女性が関心を持ち受診行動につながる啓発普及

及び広報の強化を，関係機関と連携をとり推進

していくことが大切であると考えられた。更に

無料クーポン券の確実な利用を図ることで，健

康意識の醸成につなげることが有効であること

が判明した。  
また，検査精度向上については，HPV 遺伝子

法を独自に改良した結果，HPV 感染の有無，及

びハイリスク型 HPV 遺伝子型の判定精度が向

上した。この方法を用いて県内の婦人科外来受

診者から液状化法により採取した検体について

HPV 感染を調査したところ，HPV52 型が最も多

く検出され，子宮頸がんワクチンの対象となっ

ている HPV18 型は少数であった。また細胞診に

おいて ASC-US と判定された患者からも，その

他のハイリスク型 HPV 感染が多く確認された。

この結果から細胞診と改良 HPV-DNA 法の導入

併用は検査精度を向上させ，ハイリスク型感染

者に対して検診機会を増加させることにより，

子宮頸がんの早期発見に寄与するものと思われ

る。また液状化法による細胞診結果は従来法よ

りも低い判定傾向にあったが，有意差はなかっ

た。しかしながら，子宮頸がん検診における液

状化法は，採取検体が HPV 遺伝子法と併用可能

であることから非常に有用と考えられる。  
 

理化学班  
 
廃水処理施設における 1,4-ジオキサン最適

処理条件の検討  
（平成 23 年度～平成 24 年度）  
 
研究概要  
 1,4-ジオキサンは環境中への残留性があり，

発がん性の疑いもあるため，平成 21 年 11 月に

公共用水域及び地下水の水質環境基準項目とし

て，平成 24 年 5 月には排水基準項目として追加

された物質である。水にも溶剤にも無制限に溶

解し，かつ難分解性である 1,4-ジオキサンは，

一般的な排水施設では処理できないとされてい

たが，県内の埋立処分場跡地地下水を処理する

廃水処理施設において，特異的に効率よく処理

されていることがわかってきた。  
本研究では，この処理施設における各処理工

程での 1,4-ジオキサン濃度の挙動を明らかに

し，特に有機物の除去効果が期待できる生物処

理槽に着目し，水温と 1,4-ジオキサン除去率の

関係を調査した。  
結果  
 埋立処分場跡地の浸出水は，3 つの廃水処理

施設へ送水されており，施設へ流入する 1,4-ジ
オキサンの濃度は 1～5 mg/L 程度である。この

廃水処理施設での処理工程は，揮散による VOC
除去，沈殿，嫌気及び好気での生物処理，砂ろ

過，活性炭吸着等であるが，1,4-ジオキサンの

減少が認められたのは，好気条件下での生物処

理工程のみであり，除去効率は 90～98％程度で

あった。ただし，生物処理槽の水温が低下する

冬季には，1,4-ジオキサンはまったく減少しな

いため，冬季間はヒーターによる加温が必要で

あった。生物処理槽の水温と 1,4-ジオキサン除

去率の関係を見ると，水温が 13～15℃程度より

下がったときに除去率は急激に低下した。一年

を通じて適切に 1,4-ジオキサンを処理するため

には，水温を 15℃以上に保つ必要があることが

わかった。  
 

食品中の残留農薬及び残留動物用医薬品の

一斉分析法に関する研究 
（平成 24 年度～平成 26 年度）  
 
研究概要  
 農畜産物中の残留農薬及び動物用医薬品の残

留基準値による規制は，ポジティブリスト方式が

採られており，当センターでは，現在，農薬，動

物用医薬品を合わせて約 240項目を分析している。

しかし，食品の多様化に伴い使用される農薬等の

種類が多岐にわたっていること，農畜産物に加え，

加工食品も検査の必要性が増していることから，

更なる検査項目の拡大と，より迅速で高精度の分

析が求められている。 
また，食品衛生法の適否を判断していく上で，

検査結果の信頼性の重要度が増している。そのた

め，検査結果の信頼性を高めることを目的として

精度管理業務に加えて，分析法の妥当性評価試験

も行うことが必須となった。 
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 本研究では，検査項目数の拡大を図り，現在の

多成分一斉分析法を改良し，より高効率及び高精

度な分析法に発展させる。また，検討した分析法

の妥当性評価も行い，信頼性に関する裏付けをと

る。 
結果 

検査項目の拡大にあたり，各種文献，本県及

び全国の検出事例，使用量が多い農薬品目等を

調査し，農薬，動物用医薬品を合わせ，追加項

目として約 160 項目を選定した。選定した項目

の測定条件等の検討を行い，今までの測定項目

を含む約 400 項目の分析が可能となった。  
農薬の多成分一斉分析法について，経済的で

迅速簡易な残留農薬分析法として欧州や米国で

広く普及している手法（クエッチャーズ法）の

一部操作を採用し，これに独自の精製を加えて，

より感度が高く，効率的な新規分析法を構築し

た。この新法の妥当性評価試験をホウレンソウ，

リンゴ，キャベツ等の一部の食品で実施したと

ころ，概ね良好な結果が得られた。  
 動物用医薬品について，厚生労働省通知の一斉

分析法Ⅲを基にして，更に改良を検討した。抽

出液の組成の変更や，精製工程を加えたところ，

より低濃度レベルでの測定が可能となった。  
 

環境保全班 

 

湖沼生態系の持続的管理手法の開発に関す

る研究 

（平成 22 年度～平成 24 年度）  
 

研究概要  
 （独）国立環境研究所の地方公共団体環境

研究機関等との共同研究課題募集に応募し

たもので，同研究所，岡山県環境保健センタ

ー，名古屋市環境科学調査センターの共同研

究であり，神戸大学の研究者をアドバイザー

としている。生態系操作は，1980 年代に欧米

を中心に応用されるようになり，我が国でも

'00～ '03 年に長野県の白樺湖で行われた試験

における透明度の改善が花里孝幸により報

告され，近年では諏訪湖においてもアオコ対

策の一つとして検討されるなど，新たな技術

として注目されるようになってきた。しか

し，これを実際に応用しようとするとき，生

態系への慎重な配慮とともに，湖の利水など

の利害関係者との合意形成が必要と予測さ

れることから十分な根拠に基づく予測によ

り見通しを示すことのできる技術確立が望

まれる。本研究では，この技術の確立を目的

に，次のようなモデルの確立を目指し研究を

行った。  
1．内部生産の把握手法の確立  
2．生態系内の種の競争関係の定量化手法確

立  
3．生態系と水質の関係の定量化手法の確立  
結果  
 平成 24 年度は，藻類 2 種，ミジンコ 2 種，

魚 2 種からなるモデルについて検討した。ロ

トカ・ボウルテラモデルを常微分で計算する

と十和田湖における初期の大型魚の安定及

び 1980 年以降の優占種の交代までが表せる

ことが明らかになった。また，シミュレーシ

ョン結果は連続的なモデルより非連続的（離

散）モデルの方がより現実に近い結果となる

ことがわかった。検討したモデルは 1990 年

以前を再現できたが，1990 年以降の物質量を

うまく再現出来なかった。この点については

更なる検討が必要であった。  
 

玉川源泉の酸度上昇にも対応した実証的中

和処理技術の開発とその対策がもたらす水

質改善効果 

（平成 22 年度～平成 24 年度）  
 

研究概要 

 近年，玉川源泉の酸度上昇に伴い，玉川上流

部の中和処理施設周辺における渋黒川で観測さ

れている pH 低下の原因は，潜在的酸性成分を

含む源泉の混入した強酸性水が湯川を流下し，

渋黒川に流入することで生じていることを当セ

ンターが行った平成 20 年度～21 年度の研究で

明らかにしてきた。そこで本研究では，中和処

理施設周辺の酸性水に対して，酸度上昇時にお

いても，効率的に酸性を弱め，田沢湖の水質管

理目標である pH6 を達成するための中和技術の

開発を目指す。具体的な内容の一つ目は，廃棄

物であるホタテ貝の貝殻等を原料とした中和効

率の高い中和材の開発とそれらを酸性水域に適

用する技術開発，もう一つは，pH 改善を目的と
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した中和対策に伴う副次的な水質改善効果につ

いて検証を行う。中和によって変化する玉川河

川水質におけるヒ素等の環境動態調査を実施

し，中和対策がもたらす水質改善について評価

する。これと関連して，秋田県立大学の宮田准

教授のグループと研究課題名「玉川温泉下流域

の金属元素動態に係わる微生物群衆の機能解

析」について，共同研究を行った。  
結果 

平成 24 年度は，5，7，10 月に調査を行い，

玉川源泉下流域及び中和処理施設内の調査を行

った。これまでの研究で，現行の中和処理によ

って発生する同施設放流口の茶褐色の堆積物中

に，源泉中のヒ素又はクロムからなるオキソ酸

が取り込まれることで，それらの濃度減少が明

らかとなった。その機構について検討を行った

ところ XRD，  FT-IR の結果から，上記堆積物

は源泉由来の鉄と硫酸イオンから生成したシュ

ベルトマナイト様の化合物であることが明らか  
 
 
 
 
 
 
 
 

となった。このシュベルトマナイトは構造内部

の硫酸イオンがオキソ酸とイオン交換すること

が知られている。つまり，源泉中のヒ素及びク

ロムが pH3.5 付近の溶液中でオキソ酸として存

在し，中和処理過程においてシュベルトマナイ

ト様化合物の生成と共に取り込まれたことか

ら，上記の濃度減少が生じたと考えられる。ま

た，シュベルトマナイト様化合物の生成機構に

ついても検討した結果，源泉に含まれる鉄及び

硫酸イオンの濃度，中和処理条件である pH 約

3.5 及び同処理温度の約 60℃など，一般的なシ

ュベルトマナイトの生成条件と良く一致してい

ることが明らかとなった。つまり，pH を約 3.5
に改善する目的で稼働している中和処理施設

は，その稼働条件と源泉の成分が相互にシュベ

ルトマナイト様化合物の形成をもたらし，オキ

ソ酸として存在するヒ素，クロムを取り込んだ

と考えられる。  
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感染症対策事業 

 A 群溶血性レンサ球菌 T 型別の分離状況と薬剤耐性の動向 

 

今野貴之  熊谷優子  髙橋志保  和田恵理子  八柳 潤 

 

 

 病原体サーベイランス事業として，平成 22 年には 248 株，平成 23 年には 152 株，平成 24 年には

174 株の A 群溶血性レンサ球菌について T 型別を行った。その結果，秋田県内では地域ごとに特徴的

な T 型の流行があることが示された。また，溶血性レンサ球菌レファレンスセンターにおいて秋田県

内の分離株について薬剤感受性試験を実施した結果，薬剤耐性についても T 型や地域によって特徴が

あることが示唆された。  
 

1. はじめに 

 A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 （ Streptococcus 
pyogenes: 以下 A 群溶レン菌）が関与する感染

症は多種多様で，様々な疾患を引き起こすこと

が知られている 1)。「感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」

に基づく感染症発生動向調査では， A 群溶血性

レンサ球菌咽頭炎は，小児科定点報告の五類感

染症に属し，病原体サーベイランス事業の対象

疾患となっている。本感染症は，例年，冬季及

び春から初夏にかけて流行のピークを迎える。  
A 群溶レン菌の菌体表層には，M タンパク及

び T タンパク等の抗原物質が存在しており，血

清型別が可能である。そのうち T タンパクは病

原性と無関係とされているが，T 型と病原性に

関わる M タンパクの型は相対すること， M タ

ンパクに比べ安定性があること等から病原体サ

ーベイランス事業では，A 群溶レン菌の疫学的

指標として T タンパクの血清型別を行ってい

る。 
 A 群溶レン菌が関わる感染症の治療薬として

は，咽頭炎にはペニシリン系やセフェム系抗菌

薬が，これらの抗菌薬にアレルギーのある患者

や劇症型レンサ球菌感染症には，マクロライド

系やリンコマイシン系抗菌薬が使用されてお

り，溶血性レンサ球菌レファレンスセンターに

おいてこれらの薬剤への感受性試験が行われて

いる 2)。  
本報では，平成 22 年から 24 年の 3 年間の秋

田県内の T 型別の分離状況と溶血性レンサ球菌

レファレンスセンターにおいて実施された薬剤

感受性試験の結果について，菌株数が比較的多

かった主な 3 定点医療機関のある地域のデータ

を基にまとめたので報告する。 

 

2. 方法 

2.1 T 型別 

 平成 22 年 1 月から平成 24 年 12 月に秋田県内

の医療機関（大館市立総合病院，秋田組合総合

病院，由利組合総合病院，平鹿総合病院，雄勝

中央病院）から当センターに提供された A 群溶

レン菌 574 株を対象に，市販抗血清を用いて T
型別を行った。  
 

2.2 薬剤感受性試験 

 薬剤感受性試験は，溶血性レンサ球菌レファ

レンスセンターに平成 22 年 80 株，平成 23 年

50 株，平成 24 年 50 株の解析を依頼し，アンピ

シリン（ABPC），セフジニル（CFDN），セフ

ァレキシン（CEX），セフジトレン（CDTR），

エリスロマイシン（EM），クラリスロマイシン

（CAM），リンコマイシン（LCM），クリンダ

マイシン（CLDM），テトラサイクリン（TC），

クロラムフェニコール（CP）の計 10 薬剤につ

いて微量液体希釈法により行われた。  
 

3. 結果と考察 

3.1 秋田県内の地域別 T 型の分離状況 

平成 22 年から 24 年の A 群溶レン菌分離株数

は，秋田県北部が 94 株，21 株及び 27 株，県中

央部が 31 株，33 株及び 30 株，県南部が 119 株，

91 株及び 102 株であり，その他の医療機関が 2
株，4 株及び 15 株であった。主な地域別の T 型

の割合を図 1 に示す。  
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県北部で分離頻度の高い T 型は，平成 22 年，

23 年は T-1，T-12 及び T-B3264 であったが，平

成 24 年には他の地域と異なり T-1 の割合が減少

した。  
県中央部で分離頻度の高い T 型は，平成 22

年は T-12 のみで 50%以上を占めていたが，平成

23 年からは T-1 が徐々に多くなり，T-12 の占め

る割合は低下した。  
県南部で分離頻度の高い T 型は，平成 22 年は

他の地域で多い T-12 よりも T-25 が多く，それ

以外にも T-28 が他の地域よりも多い傾向があ

った。平成 23 年には T-12 は確認されなくなり，

T-1 が増加した。平成 24 年には再び T-12 が確認

されるようになったが，T-1 の占める割合は更

に多くなり，一方でそれまで主要な菌型であっ

た T-25 及び T-28 は確認されなくなった。また，

平成 24 年からは平成 19 年に県南部で流行した

T-6 が確認されるようになった 3, 4)。 

平成 22 年から 24 年の 3 年間の県内各地域Ａ

群溶レン菌の流行をみると，それぞれ特徴的な

傾向があることが示された。溶血レンサ球菌レ

ファレンスセンターの全国集計によると，咽頭

炎由来の A 群溶レン菌では，T-1，T-12 及び T-4
が従来から主要な 3 菌型となっている 5)。ただ

し，T-4 に関しては近年減少傾向にあり，秋田

県でも平成 22 年から 24 年の 3 年間は各地域と

も少ない傾向にあった。また，劇症型溶レン菌

感染症患者由来株の T 型別では，T-1 が全体の

50～60%を占めている 5)。平成 22 年から 24 年に

かけて，県中央部及び県南部では T-1 の割合が

増加傾向にあることから，今後注意が必要と考

えられる。 

 

3.2 薬剤耐性の動向 

耐性パターンと主要な T 型の関連について図

2 に示す。T-1 と T-25 ではマクロライド系抗菌

薬の EM 及び CAM の 2 剤への耐性株が多い傾向

にあった。T-28 では更にリンコマイシン系の

LCM 及び CLDM への耐性を加えた 4 剤耐性が，

T-12 では更に TC を加えた 5 剤耐性が多い傾向

にあった。一方， T-11 と T-B3264 では耐性株

は数株のみで感受性の株が多かった  
今回の調査では，咽頭炎の治療薬として用い

られるペニシリン系抗菌薬の ABPC やセフェム

系抗菌薬の CFDN，CEX 及び CDTR に対して耐

性の株は検出されなかった。全国的にもこれら

の治療薬への耐性は現在までのところ確認され

ていない 2)。また，県内では CP に対する耐性も

確認されなかった。しかしながら，県内の分離

株を含め，全国的にも劇症型レンサ球菌感染症

に汎用されるマクロライド系やリンコマイシン

系抗菌薬に耐性の株が散見されており，溶血性

レンサ球菌感染症の治療において，抗菌薬の選

択には注意が必要と考えられる 2)。  
耐性株の地域別の内訳では，平成 22 年の T-12

において，県北部の株が供試した 9 株すべてが

5 剤耐性，県中央部では 8 株中 3 株が 5 剤耐性

を示した一方，県南部の株では供試した 8 株す

べてが感受性を示し，T 型の中にも更に地域性

が確認された。しかしながら，県北部では平成

23 年から T-12 の分離株数は減少し，5 剤耐性の

株も平成 24 年には 3 株中 1 株となった。県北部

の医療機関では平成 13 年頃から ICT （Infection 

図 1 A 群溶レン菌の地域別 T 型分離状況 

T-1 T-12 T-B3264 

T-12 T-1 

T-1 T-12 T-25 T-28 

T-6 
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Control Team）を中心に抗菌薬の使用状況を年単

位で取りまとめ，院内で情報共有を進めてきた

ことに加え，平成 23 年からは院内で分離される

病原細菌の抗菌薬感受性をまとめたアンチバイ

オグラムを作成し，感染症の原因菌が判明する

前の初期治療に活用できるよう処方のオーダリ

ングに掲載する等，検査の結果を臨床にフィー  
 

ドバックする取り組みを積極的にすすめ，薬剤

の適正使用に努めているとのことであった。こ

のような取り組みがこの地域での耐性株の減少

に寄与した可能性が考えられ，耐性菌を監視す

る上で，医療機関における薬剤の適正使用管理

の重要性が改めて示唆された。  
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図 2 A 群溶レン菌の主要 T 型の薬剤耐性パターン 
 

 
■平成 22 年 ■平成 23 年 ■平成 24 年 
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インフルエンザ菌の遺伝子型別法の検討と分離実態の解明（平成 23～24 年度） 

 秋田県における莢膜型インフルエンザ菌の分離状況と 

薬剤耐性遺伝子の解析 

 

今野貴之  髙橋志保  熊谷優子  和田恵理子  八柳 潤 

 

 

インフルエンザ菌（Haemophilus influenzae）のうち，特に莢膜の血清型が b 型の菌（Hib）は小

児の細菌性髄膜炎等の侵襲性感染症の起因菌として知られている。平成 20 年 12 月から国内でも

Hib ワクチンの接種が可能になり，それに伴い本菌による感染症の動向が注目されている。平成

23～24 年度の調査研究事業では，遺伝子を基にした莢膜型別法（遺伝子型別法）を検討し，平成

20 年から平成 24 年の 5 年間に秋田県内の医療機関から受領したインフルエンザ菌計 666 株につ

いて莢膜の型別を実施した。その結果，検討した遺伝子型別法により 43 株の莢膜型インフルエン

ザ菌を確認した。また，莢膜型インフルエンザ菌について，薬剤耐性に関与する遺伝子として

β-lactamase（blaTEM，blaROB）及びペニシリン結合タンパク質の遺伝子（ftsI）の解析を行い，今

回確認された莢膜型インフルエンザ菌の多くは，ftsI に変異を有する薬剤耐性菌であることを明

らかにした。 
 
1. はじめに  

インフルエンザ菌（Haemophilus influenzae）は，

1×0.3 μm ほどの多形性のグラム陰性桿菌で，菌

体の表面に莢膜と呼ばれる構造を持つ菌（莢膜

型）と持たない菌（無莢膜型，non-typable: NT）
が存在し，莢膜は血清学的に a～f の 6 型に分け

られる。インフルエンザ菌は気管支炎，肺炎，

中耳炎，副鼻腔炎といった感染症の起因菌とな

るが，特に b 型（Hib）は小児の細菌性髄膜炎等

の侵襲性感染症の起因菌として知られている。

平成 20 年 12 月からの小児向け Hib ワクチンの

販売開始により，ワクチンに含まれない b 型以

外による侵襲性感染症の増加が懸念されてお

り，本菌による感染症の今後の発生動向が注目

されている。しかしながら，従来の抗血清を用

いた莢膜の型別は，培養条件等の影響により型

別困難な場合が多いことが知られている。  
平成 23 年度から 24 年度の調査研究事業にお

いて，我々は莢膜の遺伝子型別法を検討した。

本報では，平成 20 年から平成 24 年の 5 年間に

秋田県内の医療機関から受領したインフルエン

ザ菌計 666 株についての莢膜の型別結果と莢膜

型インフルエンザ菌については薬剤耐性遺伝子

についても解析したので，その結果を報告する。 
 

2. 方法 

2.1 莢膜型別  
 供試した菌株数は平成 20 年 135 株，平成 21
年 126 株，平成 22 年 143 株，平成 23 年 109 株，

平成 24 年 153 株の計 666 株であった。  
莢膜の型別は，市販の抗血清を用いた免疫学

的手法（従来法）と PCR 法（遺伝子型別法）1)

により行った。遺伝子型別法は，まず莢膜の合

成に関与する遺伝子である bexA を標的とした

PCR により，莢膜型か無莢膜型かを判定し，莢

膜型であった株について a～f 型に特異的な PCR
を行った。また，PCR により莢膜型別できなか

った場合は，bexA の相同性解析により莢膜血清

型を推定した 2)。  
2.2 薬剤耐性遺伝子の検出 

 PCR 法により β-lactamase として blaTEM
3)及び

blaROB 
4)の検出を試みた。また，ペニシリン結合

タンパク質遺伝子（ftsI）の変異を検出するため，

Ubukata ら 5）の報告を基に β-lactamase- negative 
ampicillin-resistant H. influenzae （ BLNAR ）の

group I，II 及び III に対応するプライマーを設計

し，PCR を行った 6)。  
 
3. 結果と考察 

3.1 従来法と遺伝子型別法の比較  
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莢膜型別の従来法及び遺伝子型別法による結

果を表 1 に示す。従来法と遺伝子型別法の結果

が一致しない例は表 1 中に†で示したとおり 32
例（4.8％），従来法では複数の抗血清に反応す

るために型別不能（UT）と判定されたが，遺伝

子型別法により型別された例が表 1 中に‡で示

したとおり 38 例（5.7％）確認された。1 株が遺

伝子型別法で UT となったが，正確なインフル

エンザ菌感染症の発生動向を把握する上で遺伝

子型別法は非常に有用であることが示唆され

た。遺伝子型別法で UT であった 1 株について

は，bexA の相同性解析の結果，b 型であること

が示唆された。  

 
3.2 莢膜型インフルエンザ菌の分離状況 

 表 2 に遺伝子型別法により確認された莢膜型

インフルエンザ菌の（イ）診療科別及び（ロ）

検体種別の分離状況を示す。b 型（UT 含む）は

小児科領域からの分離が多く，鼻腔からの分離

が目立った。一方，e 型は内科領域からの分離

が多く，検体種も喀痰から多く分離されていた。

f 型については，分離数は少ないが小児科領域及

び内科領域どちらにおいても分離が確認され，

検体種は鼻腔若しくは喀痰であった。海外では

Hib ワクチンの導入後，a 型による侵襲性インフ

ルエンザ菌感染症の増加が指摘されているが
７），秋田県において医療機関で分離される莢膜

型インフルエンザ菌については b 型と同様に e
型が多い傾向が明らかになった。その多くは，

成人・高齢者と考えられるが，小児からの分離

もみられ，小児の症例ではないが菌血症を伴う

肺炎の事例も確認された 6)。e 型もその臨床的な

特徴は Hib と同様と考えられており 8)，e 型は今

後注意すべき血清型と考えられる。  

 
3.3 莢膜型インフルエンザ菌の薬剤耐性遺伝子

の解析 

ftsI の変異のうち，S385T，R517H，N526K の

アミノ酸置換を引き起こす変異は特に耐性化に

関与することが分かっている 5)。ftsI 変異 I，II
及び III はそれぞれ R517H，N526K，S385T と

N526K の変異を有し，変異箇所が多いほど耐性

が強まる傾向がある。表 3 に莢膜型インフルエ

ンザ菌の薬剤耐性関連遺伝子の検出状況を示

す。当センターには，医療機関から薬剤耐性を

疑う場合に菌株が送付されてくることが多いた

め，結果は必ずしも莢膜型インフルエンザ菌の

薬剤耐性化の割合を示すものではないが，今回

確認された莢膜型インフルエンザ菌の多くは

ftsI に変異を持つタイプの耐性菌であり，そのほ

とんどが BLNAR group III に該当した。また，

小児科領域の眼脂由来の b 型 1 株は更に TEM 型

表 1 莢膜型別法の結果比較 

a b c d e f UT NT total

a 2† 2

b 15 3† 18

c 12† 12

d 7† 7

e 11 3† 14

f 7 2† 9

UT 2‡ 5‡ 31‡ 38

NT 2† 1† 563 566

total 0 19 0 0 16 7 1 623 666

遺伝子型別法

従
来
法

UT: 型別不能, NT: 無莢膜型 

（イ）診療科別  

（ロ）検体種別  

b型 e型 ｆ型

小児科 8 4 1

耳鼻科 3 2 3

内科 1 10 3

その他 1

不明 7

b型 e型 ｆ型

鼻腔 6 3 4

眼脂 1

咽頭 2 3

喀痰 1 9 3

血液 1 1

その他 2

不明 7

表 2 莢膜型インフルエンザ菌の分離状
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の β-lactamase も保有していることが確認され

た。これら薬剤耐性菌の場合，治療に難渋する

ことが多く，臨床上の重大な問題となる。  
近年，これら薬剤耐性インフルエンザ菌によ

る侵襲性感染症の増加が危惧されており 9），莢

膜型インフルエンザ菌の薬剤耐性化の状況につ

いては今後も注視していく必要がある。  
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表 3 薬剤耐性遺伝子の検出状況  
 
 

耐性機構 b型 e型 ｆ型

感受性 なし 1 1

耐性 β-lactamase産生

ftsI変異　I

ftsI変異　II 6 1

ftsI変異　III 13 15 5

β-lactamase産生

ftsI変異 III
1
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食品衛生対策事業 

平成 22～24 年度における収去食品の細菌検査結果について 

 
髙橋志保  熊谷優子  和田恵理子  今野貴之  八柳 潤  齋藤志保子 

 

 

 平成 22 年度から，当センターは食品衛生検査機関として秋田県食品衛生監視指導計画に基づき，県

内 8 保健所管内で収去した食品の細菌検査を行っている。平成 22～24 年度に計 1,226 検体の細菌検査

を実施し，成分規格不適合検体は 6 検体，衛生指導基準不適合検体は 43 検体であった。不適合項目の

ほとんどが汚染指標菌であることから，食品製造現場における衛生管理の難しさが窺える。特に生菓

子は不適合検体数が多く，黄色ブドウ球菌が検出された検体もあり，常温保存製品の場合は製品中で

黄色ブドウ球菌が増殖し食中毒を引き起こすことが危惧される。過去には，県内でも生菓子による食

中毒が発生しており，生菓子製造に対する指導の強化と，消費者への食中毒予防に関する情報の普及

啓発を図る必要がある。秋田県における流通食品の安全性確保のためには，食品関連事業者の衛生管

理に対する意識の向上が不可欠であり，また消費者の知識と理解を深めてもらうためにも，食品衛生

に関連した情報を行政として積極的に提供していくことが重要である。  
 

1. はじめに 

 食品衛生法施行令が平成 8 年に改正され，平

成 9 年度から都道府県等が設置する食品衛生検

査機関は，「GLP（Good Laboratory Practice：試

験検査業務の適正管理運営基準）」に基づき食

品等の検査を行うことが義務付けられた。秋田

県では，平成 22 年度から秋田市を除く保健所の

試験検査業務が統合されたことにより，当セン

ターが食品衛生検査機関として位置付けられ

た。それに伴い，食中毒の予防や食品の安全性

を確保するため，秋田県食品衛生監視指導計画

に基づき，県内 8 保健所管内で収去した食品の

細菌検査を当センターが行っている。今回は，

この 3 年間で収去した食品の細菌検査結果と，

県内全域に共通して見られた傾向について報告

する。 

 

2. 対象及び方法 

 県内 8 保健所管内で収去した食品で，平成 22
年度 431 検体，平成 23 年度 402 検体，平成 24
年度 393 検体の計 1,226 検体を対象とした。  
 行政処分の対象となる成分規格の定められた

食品の検査項目は，汚染指標菌（一般細菌数，

大腸菌群，大腸菌，大腸菌最確数），黄色ブド

ウ球菌，サルモネラ属菌，クロストリジウム属

菌，乳酸菌，恒温試験・細菌試験，腸炎ビブリ

オ最確数であり，公定法に従って実施した。  

 成分規格の定められていない食品の検査項目

は，汚染指標菌（一般細菌数，大腸菌群，大腸

菌），腸管出血性大腸菌，黄色ブドウ球菌，サ

ルモネラ属菌，カンピロバクター，クロストリ

ジウム属菌，ボツリヌスであり，秋田県検査実

施標準作業書に従って実施した。  
 

3. 結果 
 成分規格の定められた食品については，平成

22 年度 160 検体，平成 23 年度 162 検体，平成

24 年度 152 検体を検査した（表 1）。そのうち，

成分規格に適合しなかったのは，平成 22 年度が

氷菓 3 検体，平成 23 年度が氷菓 1 検体，平成

24 年度が乳及び乳製品 2 検体で，不適合検査項

目はすべて大腸菌群であった。  
 成分規格の定められていない食品について

は，平成 22 年度 271 検体，平成 23 年度 240 検

体，平成 24 年度 241 検体を検査した（表 2）。

そのうち，秋田県食品等の衛生指導基準に適合

しなかった検体数及び項目は表 3 のとおりであ

る。不適合項目は汚染指標菌がほとんどであっ

た。惣菜類や弁当類は一般細菌数の基準値のみ

不適合であった。生菓子は一般細菌数及び大腸

菌群の不適合検体数が多く，県内のほぼ全域で

認められた。複数項目が不適合になった検体や，

食中毒起因菌である黄色ブドウ球菌が検出され

た検体もあった。食肉については衛生指導基準  
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表 1 成分規格の定められた食品の細菌検査数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 成分規格の定められていない食品の細菌検査数 

H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24

加熱惣菜 30 21 35 30 21 35 30 21 35 30 21 35 15 8 18 3 4 5 3 3 3

非加熱惣菜 8 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 2

弁当類 33 41 30 33 41 30 33 41 30 33 41 30 25 31 22 12 7 8

豆腐 27 25 25 27 25 25 27 25 25 8 8 8

生菓子 50 44 44 50 44 44 50 44 44 50 44 44 20 18 18

ゆでめん 29 28 30 29 28 30 29 28 30 25 28 30

漬物 54 34 31 54 34 31 40 25 22 5 4 5

飯ずし 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

食肉（鶏、牛） 21 18 18 12 10 17 14 14 5 4 4 21 18 18 17 14 14

その他（※1） 14 14 15 8 8 8 6 6 7 6 6 6 5 5 5 3 3 4 1 1 2

271 240 241 197 187 180 112 103 106 153 131 129 5 4 4 204 187 187 86 78 80 32 25 27 14 4 5 0 9 10

※1：「その他」の食品は、魚介乾製品、ソース類、きりたんぽ、じゅんさい、山菜加工品

腸管出血性大腸菌検体数 一般細菌数 大腸菌群 大腸菌 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌 カンピロバクター ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ属菌 ボツリヌス

 
 

表 3 衛生指導基準に適合しなかった検体数及び項目 

H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24

加熱惣菜 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非加熱惣菜 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0

弁当類 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豆腐 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

生菓子 12 5 10 6 2 5 8 5 7 0 0 2 0 0 0

ゆでめん 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

食肉（鶏、牛） (※2) 3 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1

※2：衛生指導基準は定められていない。数字は検出検体数。

カンピロバクター検体数 一般細菌数 大腸菌群 大腸菌 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌

 
 
が定められていないが，鶏肉から大腸菌，サル

モネラ属菌，カンピロバクターが検出された。  
 
4. 考察 
 汚染指標菌不適合の原因としては，原材料に

由来するもの，調理後の製品の不十分な冷却，

調理器具や手指等が汚れていることによる二次

汚染など，様々な要因が考えられる。不適合と

なる食品の種類も様々であることから，食品製

造現場における衛生管理の難しさが窺えるが，

食品の取り扱いや器具等の殺菌消毒の徹底，調

理過程での衛生管理，あるいは製造施設の環境

管理をより適切に行うことで，汚染指標菌が混

入するリスクを低減させ，不適合検体数を減ら

H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24 H22 H23 H24

乳及び乳製品 42 41 34(2) 34 33 26 42 41 34(2) 8 8 8

氷菓 9 (3) 7 (1) 3 6 7 3 9 (3) 7 (1) 3

食肉製品 30 25 26 1 1 1 29 24 25 23 20 20 23 20 20 1 1 1

殺菌液卵 6 6 6 6 6 6

生食用かき 8 13 16 8 13 16 8 13 16 8 13 16

生食用鮮魚介類 29 29 29 11 11 15 29 29 29

魚肉ねり製品 2 1 1 2 1 1

清涼飲料水 20 25 19 20 25 19

レトルト食品 10 10 10 10 10 10

冷凍食品 4 5 8 4 5 8 1 4 5 7

計 160 162 152 52 58 53 74 75 59 44 40 47 8 13 16 23 20 20 29 26 26 1 1 1 8 8 8 10 10 10 37 42 45

（　　）内の数字は不適合数

腸炎ビブリオMPN検体数 一般細菌数 大腸菌群 大腸菌 大腸菌MPN 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌 ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ属菌 乳酸菌 恒温・細菌試験
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すことができると思われる。 
 特に不適合となった生菓子はケーキ類やゼリ

ーなどがほとんどであり，その製造工程が手作

業によるものが多く，食材に生クリームやフル

ーツなどを使用していることで最終工程におけ

る加熱処理がないことなどが，不適合検体が多

い主な原因と考えられる。また，生菓子から黄

色ブドウ球菌が検出されたことは，常温保存製

品の場合，購入後すぐに喫食されなければ製品

中で黄色ブドウ球菌が増殖し，食中毒を引き起

こすことが危惧される。実際に，県内において

も過去に黄色ブドウ球菌，サルモネラ属菌を原

因とする生菓子による食中毒事例が発生してい

る。このことからも，生菓子の製造に対する指

導を強化することが重要であると考えられる。

それとともに，消費者に対して家庭における食

中毒予防に関する情報の普及啓発を図っていく

必要がある。  
 
 
 

5. まとめ 
 収去食品の細菌検査結果から，流通する食品

の安全性確保のためには，食品関連事業者の衛

生管理に対する意識の向上が不可欠であること

が示された。また食品を選ぶ立場である消費者

に知識と理解を深めてもらうためにも，食品衛

生に関連した情報を行政として積極的に提供し

ていくことが重要である。 
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食用牛の腸管出血性大腸菌保菌状況と分離株の菌学的性状に関する研究（平成 24～25 年度） 

 
 E. coli O104 同定用 PCR の確立と陽性対象専用株の作出 

 

八柳 潤  今野貴之  齊藤志保子  
 

 

 2011 年 5 月から 7 月にドイツ北部で腸管凝集付着性腸管出血性大腸菌(EAgg-EHEC) O104:H4 による

甚大な健康被害が発生した。E. coli O104 用の型別血清が国内では市販されていないことから，E. coli 
O104 O 抗原合成遺伝子群を標的とした PCR 法の確立と，E. coli O104 PCR 用陽性対象専用株の作出を

試みた。E. coli O104 O antigen polymerase（wzy）遺伝子の一部，470 bp を増幅するプライマーO104wzy_F
と O104wzy_R を設計した。また，海外旅行者下痢症由来 EAggEC O104 2342 株から増幅した E. coli 
O104wzy 遺伝子の ORF 全長をクローニングし，E. coli O104 同定用 PCR 陽性対象専用株 E. coli 
JM109/O104wzy 株を作出した。この PCR 反応系の確立により，秋田県内で EAgg-EHEC O104 疑い株

が患者から分離された場合，被検菌が O104 抗原を保有する EAgg-EHEC であるかどうかを迅速に決定

することが可能となった。 
 

1. 緒言 

2011 年 5 月 8 日から 7 月 4 日にドイツ北部を

中 心 に 3,842 例 の 腸 管 出 血 性 大 腸 菌

（Enterohemorrhagic Eschericia coli:EHEC）感染

事例が発生した。感染者のうち 855 名が溶血性尿

毒症症候群（HUS）を併発し，53 名が死亡した。

この事例の原因菌は血清型 O104:H4，志賀毒素

(Stx)2 産生株であった。また，この株は血清型

O157:H7 など多くの EHEC が保有する Locus of 
Enterocyte Effacement（LEE）付着因子を保有せ

ず，腸管凝集付着性大腸菌（EAggEC）の凝集性

付着因子を保有することが明らかとなったこと

から，腸管凝集付着性 EHEC（EAgg-EHEC）と

位置づけられた。PFGE 解析などにより，この株

は EAggEC O104:H4 に Stx2 ファージが感染する

ことにより派生したものと推察された 1,2)。  
EAgg-EHEC O104:H4 が欧州において惹起した

健康被害は甚大であったことから，国内における

本菌の動向を把握することが重要であると考え

られる。しかしながら，E. coli O104 用の型別血

清は市販されていないことから，EAgg-EHEC 
O104:H4 疑い菌が分離されたとしても血清型の

確定までにかなりの時間を要することが問題で

あった。  
本調査研究事業は，秋田県で EAgg-EHEC 

O104:H4 疑い株が分離された場合に迅速に血清

型を決定するための技術を導入・確立することを

目的として実施し，E. coli O104  O 抗原合成遺

伝子群を標的とした PCR 法の確立と，E. coli 
O104 PCR 用陽性対象専用株の作出を試みた。  

 

2. 方法 

2.1 E. coli O104 O 抗原合成遺伝子群を標的と

した PCR 用プライマー 

E. coli O104 O antigen polymerase （ wzy ：

GenBank Accession No. AF361371）遺伝子の一部，

470 bp を増幅する O104wzy_F：5’-ttt act tca cga 
ggt gtc aag-3’ (79-89)と O104wzy_R：5’-att aac att 
aat gca gat aaa tgg-3’ (525-548)を設計した。  
 

2.2 E. coli O104 PCR 用陽性対象専用株の作出 

E. coli O104 PCR 用陽性対象を作出するため

には血清群 O104 の大腸菌が必要であることか

ら，国立感染症研究所から海外旅行者下痢症患者

由来の EAggEC O104 2342 株の抽出 DNA 溶液を

分与を受け，E. coli O104wzy 遺伝子のクローニン

グに供した。E. coli O104wzy 遺伝子のクローニン

グは図 1 の模式図に示す方法によりクローニン

グした。プライマーO104wzy_ORF_F：5’-atg aca 
tct tat ttc ata tat aat tt-3’と O104wzy_ORF_R：5’-tta 
gtg att gat aat tgt tct atc c-3’を使用して E. coli 
O104wzy 遺伝子 ORF の全長（1,113 bp）を増幅

し た 。 得 ら れ た 増 幅 断 片 を QIAquick PCR 
Purification Kit（QIAGEN）により精製した後，

TA クローニングシステム（Amersham）と，トラ

ンスフォーメーションキット（ニッポンジーン）
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を使用して E. coli JM109 株にクローニングし，

E. coli JM109/O104wzy 株を得た。

3. 結果と考察

プライマーペアーO104wzy_F と O104wzy_R，

O104wzy_ORF_F と O104wzy_ORF_R を使用し，

EAggEC 2342 株と E. coli JM109/O104wzy 株の

抽出 DNA 溶液をテンプレートとして実施した

PCR の結果を図 2 に示す。プライマーペアー

O104wzy_F と O104wzy_R を使用する PCR によ

り，EAggEC 2342 株（レーン 2）と E. coli JM
109/O104wzy 株（レーン 4）のいずれからも設計

どおりの 470 bp 増幅断片が得られた。また，

O104 wzy_ORF_F と O104wzy_ORF_R を使用す

る PCR により，EAggEC 2342 株（レーン 1）と

E. coli JM109/O104wzy 株（レーン 3）のいずれ

からも O104wzy 遺伝子の全長に該当する 1,113
bp 増幅断片が得られた。E coli O 抗原合成遺伝

子群のうち，O antigen Polymerase (wzy) 遺伝子

と O antigen Flippase（wzx）遺伝子が O 抗原に

特異的であることが知られている。wzy 遺伝子は

O 抗原多糖分子の生合成に関与する酵素の構造

遺伝子であり，O 抗原の免疫原性決定の根幹に

関わる遺伝子である。このため，O 抗原に対す

る特異性が極めて高く，これまで O1573)，O1034)，

O1215)など多種類の E. coli O 抗原決定用 PCR の

O104wzyORF 全長増幅断片（1,113 bp）   TA クローニングベクター

                                    

TA クローニングシステム（Amersham）

                  Competent JM109      

トランスフォーメーションキット

（ニッポンジーン）

E. coli JM109/O104wzy

図 1 O104wzy PCR 用陽性対象株の作出方法模式図

470 bp 1,113 bp
   ↓   ↓           

1 EAggEC 2342 （ORF 全長増幅) 

2 EAggEC 2342 （O104wzy_F/O104wzy_R）

                                          100bp ladder marker

 / 

3 E. coli JM109/O104wzy（ORF 全長増幅）

4 E. coli JM109/O104wzy（O104wzy_F/O104wzy_R）

                         

図 2 プライマーペアーO104wzy_F と O104wzy_R による EAggEC 2342 と

E. coli JM109/O104wzy からの 470bp 断片の増幅

－ －



標的遺伝子とされている。実際，E. coli O104w
zy 遺伝子と O157，O26 などの wzy 遺伝子の塩基

配列を比較すると，相同性は認められない。  
一方，Genbank には E. coli O104wzy が 2 種類

登録されており，それらの塩基配列を比較する

と相同性は極めて高い。 

E. coli O104 O antigen gene cluster の配列は，

E. coli K9 抗原合成遺伝子の配列と例外的に同

一 6)である。このため，E. coli O104 同定用 PCR
は O104 抗原を保有しない E. coli K9 も陽性とな

る「偽陽性反応」が出現することになる。K9 抗

原を保有する大腸菌は O8 と O9 に限られている
6)ことから，O8/O9 と O104 の鑑別が可能であれ

ば E. coli K9 による偽陽性の問題を回避するこ

とが可能である。この鑑別に利用可能な E. coli 
O8 と O9 の mannosyltransferase B（wbdD）遺伝

子の共通配列を標的とした PCR 用プライマーが

報告されている 6)ので（#3592：5’-GGC ATC GGT 
CGG TAT TCC-3’，#3594：5’-TGC GCT AAT GCG 
GTC TAC-3’，増幅断片サイズ 972 bp），O104
の PCR により陽性となった大腸菌については，

更にこの PCR を実施して K9 抗原による反応で

あるか否かを確認する必要がある。  
  
4. まとめ 

秋田県内で EAgg-EHEC O104 疑い株が患者か

ら分離された場合，stx 遺伝子，aggR 遺伝子な

どと併せて今回確立した PCR 方を実施すること

により，迅速確実に被検菌が O104 抗原を保有

する EAgg-EHEC であるかどうかを決定するこ

とが可能となった。国内における EAgg-EHEC 
O104 の分離報告は今のところ無いが，本菌が欧

州で惹起した健康被害は甚大であったことか

ら，秋田県内での EAgg-EHEC O104 による感染

者の発生状況や秋田県内で食肉用にと殺される

牛の EAgg-EHEC O104 保菌状況に注視する必要

がある。  
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厚生労働科学研究費補助金「地方衛生研究所における薬剤耐性菌等に関する細菌学的，疫学的調査

解析機能の強化に関する研究」（平成 18 年度～） 

秋田県の一医療機関で継続的に分離された多剤耐性 Achromobacter 

xylosoxidans が保有する Class 1 Integron の解析 

 
八柳 潤  今野貴之  齊藤志保子  

 
 

我々は前報で秋田市内の 1 医療機関から送付された計 14 株の多剤耐性 Achromobacter xylosoxidans
が同一起源に由来し，IMP-1 遺伝子を保有すること，また，そのうち 4 株が IMP-1，aacA4，aadA5 遺

伝子の Gene Casette をコードする Class 1 Integron を保有することを報告したが，14 株の多剤耐性機構

の詳細は不明であった。今回，14 株が保有する Class 1 Integron 全ての構造を決定すると共に，多剤耐

性機構に薬剤排出ポンプが関与する可能性について検討した。Mβ-31，38，72，82 株は 2,113 bp と 2,357 
bp，Mβ-51，61，64，65，95，125，127 は 1,196 bp と 2,357 bp の Class 1 Integron を保有することが明

らかとなり，その構造から 14 株の Class 1 Integron が Gene Cassette の組み替え，脱落，挿入過程を受

けた可能性が示唆された。薬剤排出ポンプ阻害剤である Phe-Arg-β-naphthylamide により，供試した 14
株においては RND 型薬剤排出ポンプ AxyABM が多剤耐性機構に殆ど関与していない可能性が示唆さ

れた。14 株の Achromobacter xylosoxidans の多剤耐性機構についてさらなる検討が必要である。  
 
1. 緒言  

 Achromobacter xylosoxidans（A．xylosoxidans）
は好気性，ブドウ糖非発酵性，グラム陰性桿菌

で Immuno-compromised host に敗血症，髄膜炎，

肺炎，尿路感染などを惹起 1)2)する日和見感染菌

である。また，嚢胞性線維症（Cystic Fibrosis）
患者から分離される 3)。A. xylosoxidans は各種の

抗生物質に耐性を示す傾向がある 4)が IMP-105)，

VIM-16)，VIM-27)，などのメタロ β ラタマーゼ

を産生する株も報告されており，これらの株は

カルバペネムを含む β-ラクタム薬に耐性となる。 
我々は前報 8)で 2003 年 7 月から 2006 年 9 月

に秋田市内の 1 医療機関から継続的に送付され

た 14 株のブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌の

分子疫学的性状と耐性遺伝子等について検討

し，これらの株が同一起源に由来し，IMP-1 遺

伝子を保有する多剤耐性 A. xylosoxidans である

ことを示し，これらの株の多くが尿由来である

ことから多剤耐性 A. xylosoxidans が院内感染起

因菌として重要である可能性を指摘した。また，

14 株のうち 4 株の Class 1 Integron のシークエン

スを解析し，これらの 4 株が IMP-1，aacA4，
aadA5 遺伝子の Gene Casette を組み込んだ Class 
1 Integron を保有することを示し，これらの株が

多彩な薬剤耐性遺伝子を保有することを明ら

か に し た 。 し か し な が ら ， 供 試 し た A. 
xylosoxidans は β-ラクタム，マクロライド，モ

ノバクタム，カルバペネム，アミノグリコシド，

ニューキノロン，テトラサイクリン，ホスホマ

イシンに耐性を示す多剤耐性菌であり，検出さ

れた耐性遺伝子だけでは多剤耐性機構を十分

に説明することはできないと考えられたこと

から，多剤耐性機構の詳細についてさらなる検

討が必要性であることを指摘した。今回，14 株

が保有する Class 1 Integron 全ての構造を決定す

ると共に，多剤耐性機構に薬剤排出ポンプが関

与する可能性について検討したので，それらの

結果について報告する。  
 

2. 方法 

2.1 供試株 

 2003 年 7 月から 2006 年 9 月に秋田市内の 1
医療機関で分離され，当所に送付された 14 株

の A.xylosoxidans 供試株一覧を表 1 に示す。  
 
2.2 Class1 Integron のシークエンス解析 

前報 8)を踏まえて，表 2 に示すプライマーを

次のとおり組み合わせた PCR により供試株の  
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  表 1 供試した IMP 遺伝子陽性               

A.xylosoxidans 一覧  
菌株  
番号  

（Mβ-）  

受付  
年月日  

年齢

性別  
由来  

31 2003.7.17 89F 尿  

38 2003.10.6  尿  

51 2003.11.14   

61 2004.1.16 77M 尿  

64 2004.2.6 87F 尿  

65 2004.2.18 84F 尿  

72 2004.4.2 78M  

82 2004.7.7   

95 2005.1.12   

125 2005.9.26   

127 2005.9.29   

140 2006.1.16   

156 
161 

2006.8.8 
2006.9.5 

80F 
90F 

尿  
 

 
Class1 Integron から増幅断片を得て，それぞれの

断片のシークエンスを解析し，Class 1 Integron 
の 構 造 を 決 定 し た 。Mβ-31 ， 38 ， 72 ， 82 ； 
INT5CS/AACA4ORFAS ， AACA4ORFS/INT3CS ，

Mβ-51，61，64，65，95，125； INT5CS/IMPAS，
IMPS/INT3CS，INT5CS/INT3CS。なお，Mβ-127， 
140,156,161 株の Class 1 Integron の構造は前報 8)

で報告したとおりである。 
 

2.3 薬剤排出ポンプ阻害剤の効果 

  薬 剤 排 出 ポ ン プ の 阻 害 剤 に は

Phe-Arg-β-naphthylamide（Sigma）9)を使用した。

14株について Phe-Arg-β-naphthylamideの毒性を

検討したところ，160 μg/mlの濃度で発育が抑制

される傾向が認められた。このため，各供試株に

ついて，Phe-Arg-β-naphthylamideを非添加及び20 
μg/ml又は80 μg/ml添加したミューラーヒントン

ブロスを使用して，ドライプレート栄研DP31 
（栄研化学）に包含されている18薬剤について

MICを測定した。  
 

3. 結果と考察 

 表 3 に A. xylosoxidans14 株が保有する Class 1 
Integron の構造を示す。前報 8)に示したように，

分離株の PFGE パターンと保有する Class1 
Integron の構造には明確な関連は認められなか

った。Mβ-31，38，72，82 株は 2 種類の Class 1 
Integron（2,113 bp，2,357 bp）を保有し，それぞ

れの Integron は株の違いによらず，いずれも同一

構造・同一シークエンスであった。また，Mβ-51，
61，64，65，95，125，127 は 2 種類の Class 1 Integron
（1,196 bp，2,357 bp）を保有し，それぞれの

Integron は株の違いによらず，いずれも同一構造

・同一シークエンスであった。更に，以上の株全

てが保有する 2,357 bp Class 1 Integron は同一構

造且つ同一シークエンスであった。Mβ140 と 156
株が保有する 3,055 bp Class1 Integron では aacA4 
Gene Cassette と IMP-1 Gene Cassette の組み替え

が起きた可能性が考えられると同時に，3,055 bp 
Class 1 Integronは 2,357 bp Class 1 Integron の異な

る位置に aacA4 Gene Cassette が挿入されて派生

したとも考えられる。また，2,357 bp Class 1 
Integron は 3,055 bp Class 1 Integron から aacA4 
Gene Cassette が脱落することにより派生し得る

とも考えられる。同様に，2,113 bp，1,196 bp，
3,055 bp Class 1 Integron も Gene Cassette の脱落

や挿入によりお互いに派生し得る構造となって

おり，14 株の A. xylosoxidans の Class 1 Integron
が薬剤耐性遺伝子の Gene Cassette の組み替え，

表 2 Class1 Integron DNA 断片増幅・シークエンス解析用プライマー  
  名称            配列  

INT5CS 
INT3CS 
IMPS 
IMPAS 
AACA4ORFS 
AACA4ORFAS 

5’-CTT CTA GAA AAC CGA GGA TGC-3’ 
5’-CTC TCT AGA TTT TAA TGC GGA TG-3’ 
5’-ACA GAT ACT GAA AAG TTA GT-3’ 
5’-TCY CCA AYT TCA CTR TGA CT-3’ 
5’-ATG ACT GAG CAT GAC GTT GC-3’ 
5’-TTA GGC ATC ACT GCG TGT TC-3’ 
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表 3 多剤耐性 A. xylosoxidans 14 株が保有する Class 1 Integron の構造  
菌株番号  Class1 Integron の構造（サイズ）  
Mβ-31 5'CS－aacA4－aadA5－3'CS （2,113 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-38 5'CS－aacA4－aadA5－3'CS （2,113 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-51 5'CS－aacA4－3'CS （1,196 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-61 5'CS－aacA4－3'CS （1,196 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-64 5'CS－aacA4－3'CS （1,196 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-65 5'CS－aacA4－3'CS （1,196 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-72 5'CS－aacA4－aadA5－3'CS （2,113 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-82 5'CS－aacA4－aadA5－3'CS （2,113 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  
Mβ-95 5'CS－aacA4－3'CS （1,196 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－4'CS （2,357 bp）  
Mβ-125 5'CS－aacA4－3'CS （1,196 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－5'CS （2,357 bp）  
Mβ-127 5'CS－aacA4－3'CS （1,196 bp）  5'CS－IMP-1－aadA5－6'CS （2,357 bp）  
Mβ-140 5'CS－aacA4－IMP-1－aadA5－3'CS （3,055 bp）  
Mβ-156 5'CS－IMP-1－aacA4－aadA5－3'CS （3,055 bp）  
Mβ-161 5'CS－IMP-1－aadA5－3'CS （2,357 bp）  

 
脱落，挿入過程を経て今回確認された構造となっ

た可能性が考えられ，興味深い。供試した A. 
xylosoxidans14 株は全て β-ラクタム，マクロライ

ド，モノバクタム，カルバペネム，アミノグリコ

シド，ニューキノロン，テラサイクリン，ホスホ

マイシンに耐性を示す多剤耐性株であった 8)。  
  供試した 14 株は IMP-1，aadA5，Mβ161 を除

き aacA4，そしてデータは示さないがオキサシリ

ナーゼ OXA-114 を保有していたが，これらの薬

剤耐性遺伝子の存在のみで多剤耐性を説明する

ことは困難であると考えられ，広域な耐性スペク

トルをもたらす耐性機構が同時に関与する可能

性が推察された。        
A. xylosoxidans の多剤耐性機構として，2011 年

に Bardo ら 10)は初めて RND 型薬剤排出ポンプ

AxyABM の関与を報告した。RND 型薬剤排出ポ

ンプは Pseudomonas aeruginosa の多剤耐性機構

に関与することが知られている 11)。データは示

さないが，我々は PCR により供試 14 株に

AxyABM を構成する遺伝子群が存在することを

示し，供試 14 株が実際に RND 型薬剤排出ポン

プ AxyABM を保有することを確認した。そこで，

我 々 は 薬 剤 排 出 ポ ン プ の 阻 害 剤 で あ る

Phe-Arg-β-naphthylamide を使用して秋田県で分

離された A. xylosoxidans 14 株の多剤耐性機構に

薬剤排出ポンプが関与するかどうかについて検

討したところ，Phe-Arg-β-naphthylamide により濃

度依存的に MICの低下が認められた薬剤は DP31

に包含される 18 種類の薬剤の中でミノサイクリ

ンのみであった。以上の結果は，供試した 14 株

において RND型薬剤排出ポンプ AxyABMが多剤

耐性機構に殆ど関与していないことを示唆する

ものと考えられる。  
供試した 14 株の A. xylosoxidans の多剤耐性機

構の詳細は依然として明らかではない。広域な耐

性スペクトルをもたらす耐性機構としては多剤

排出ポンプの他に Porin の消失などによる薬剤に

対する細胞膜透過性の変化が知られており，今後

この可能性について検討する必要がある。一方，

近年普及してきた次世代シークエンサーを活用

して供試株が保有する薬剤耐性遺伝子を網羅的

に解析することも多剤耐性機構の解明には有効

と考えられ，今後の課題である。  
 

4. まとめ 

秋田県内の 1 医療機関で 2003 年から 2006 年に

継続して分離された A . xylosoxidans は多剤耐性

であることと尿路感染を惹起したことから，院内

感染原因菌として注目すべき菌であると考えら

れる。秋田県内の医療機関における多剤耐性 A. 
xylosoxidans の動向には今後も注視する必要があ

ると共に，分離株の多剤耐性機構についてさらな

る検討が必要である。  
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厚生労働科学研究費補助金「地方衛生研究所における薬剤耐性菌等に関する細菌学的，疫学的調査解

析機能の強化に関する研究」（平成 18 年度～） 

秋田県内の医療機関，鶏肉，市中における CTX-M 型基質拡張型 

β－ラクタマーゼ（ESBL）遺伝子保有株の分離状況 

 
八柳 潤  今野貴之  髙橋志保  熊谷優子  和田恵理子  齊藤志保子  

 

  

 CTX-M 型 ESBL 産生菌の感染疫学に関する知見は乏しい。2003 年 1 月 24 日から 2012 年 10 月 5 日

に医療機関から送付された 1,427 株中 1,103 株（77.3%）が CTX-M 遺伝子陽性であり，この間，検査

依頼数，CTX-M 遺伝子陽性株数共に増加傾向にあった。秋田市内で購入した鶏肉 35 検体中 18 検体か

ら CTX-M 遺伝子保有株が検出され，そのうち 3 株が D240G 変異を有する CTX-M15，又は CTX-M15/27
遺伝子保有株であった。市中検便計 269 検体中 20 検体から CTX-M 遺伝子保有株が分離され，そのう

ち 2 株が D240G 変異を有する CTX-M15，又は CTX-M27 遺伝子保有株であった。以上の結果は，秋

田県において CTX-M 遺伝子保有株，特に D240G 変異により CAZ 耐性も獲得した CTX-M15 等遺伝子

保有株が、医療機関だけではなく，市中にも侵淫していることを示しており，その感染源として鶏肉

が重要な役割を果たしている可能性を示唆するものと考えられた。当該株が今後も鶏肉を介して秋田

県内の市中と医療機関への侵淫を拡大する可能性及び当該株が尿路感染を介した院内感染原因菌とし

て今後更に問題となる可能性について県内の医療機関に周知し，より適切な院内感染防止策の必要性

を提起する必要がある。  

 

1. 緒言 

 基質特異性拡張型 β-ラクタマーゼ（ESBL）
産生菌とは主にペニシリンを分解する TEM-1，
TEM-2，SHV-1 型ペニシリナーゼの基質特異性

が構造遺伝子の「ポイントミューテーション」

により拡張し，第三世代のセフェム系抗生物質

（セフォタキシム：CTX，セフタジジム：CAZ
等）を分解する能力を獲得した β ラクタマーゼ

を指す。また，これらと同様の基質特異性を有

し，Kluyvella 属菌の染色体に由来するとされる

CTX-M 型 β-ラクタマーゼも ESBL に分類され

ている。近年，CTX-M 型 ESBL 産生菌の分離頻

度は世界的にも増加し，欧米においても TEM-
型や SHV-型に代わり，CTX-M 型が ESBL の主

流となってきている 1,2)。 
我々は前報 3)で 2003 年から 2010 年までに県

内の医療機関から受領した 963 株の ESBL 疑い

株のうち，680 株が CTX-M 遺伝子陽性菌である

ことを示し，秋田県内の医療機関に CTX-M 型

ESBL 産生株が広く侵淫していることを明らか

にした。加えて，CTX-M3 がポイントミューテ

ーション（D240G 変異）により CAZ にも耐性

を獲得した CTX-M15 遺伝子を保有する E. coli
が県内に侵淫していることを初めて確認した。 

CTX-M 型 ESBL産生菌は既に国内の医療機関

に広く侵淫していると推察されるものの，国内

における CTX-M 型 ESBL 産生菌の感染疫学に

関する知見は乏しい。CTX-M 型 ESBL 産生菌が

鶏肉や牛直腸便，外来患者から検出されたとす

る報告が散見 4,5)されることから，CTX-M 型

ESBL 産生菌が食品を介してヒトに感染してい

る可能性や，市中の感染者が感染源となり侵淫

を拡大している可能性が考えられるがその詳細

は不明である。秋田県においても CTX-M 遺伝

子陽性株の医療機関における分離数は我々が調

査を開始した 2003 年以降毎年増加し，侵淫が拡

大していることは明らかであるものの，その背

景と考えられる汚染食品の種別や食品汚染状

況，市中への侵淫状況は不明であった。  
これらのことから，我々は 2011 年 10 月から

2012 年 12 月にかけて秋田市内で購入した鶏肉，

業態者，集団下痢患者等（いずれも市中）につ

いて CTX-M 遺伝子陽性株を検索したので，そ

の結果及び分離株の解析結果と，2003 年 1 月 24
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日から 2012 年 10 月 5 日に医療機関から ESBL
遺伝子精査依頼をされた 1,427 株の解析結果に

ついて報告する。  
 

2. 方法 

2.1 供試検体  
2003 年 1 月 24 日から 2012 年 10 月 5 日まで

に県内の医療機関から送付された ESBL 産生疑

い株 1,427 株を供試した。2011 年 10 月から 2012
年 10 月に秋田市内のスーパー等で購入した鶏

肉 35 検体を食品汚染状況調査に供した。また，

2012 年 6 月（86 検体）と 10 月（79 検体）に実

施した業態者検便計 165 検体，2012 年 8 月から

2013 年 3 月に発生した集団下痢症等患者と家族

の検便計 104 検体を市中感染調査に供した。  
 
2.2 鶏肉と業態者・集団下痢症患者等検便から 

の CTX-M 遺伝子陽性の分離 

CTX-M 遺伝子陽性株の分離には CTX を 4 μg/ml
添加したマッコンキー寒天平板を使用し，検便

は直接分離培養（37℃ 1 夜）した。鶏肉は 25 g
を Buffered Pepton Water 225 ml に投入して攪拌

した後，37℃で 1 夜培養し，その培養液を同平

板により分離培養（37℃ 1 夜）した。平板上に

生じたコロニーを釣菌し，CTX-M 遺伝子の確認

に供した。なお，必要に応じて AmpC/ESBL 鑑

別デイスク（関東化学，Mast Diagnostics 製造）

を使用して ESBL と AmpC 産生を確認した。  
 

 

2.3 CTX-M 型 ESBL 遺伝子の検出と型別  
前報 3)と同様に，CTX-M 型 ESBL 遺伝子の検出  
と型別には表 1 に示すプライマーを使用した。

CTX-M遺伝子の検出には Paganiら 6)が報告した

CTX-MU1/MU2 プライマーを使用した。検出さ

れた CTX-M 遺伝子は CTX-MIG F/R，CTX-M2
G F/T，CTX-M9G F/R プライマーを使用し，C
TX-M1 グループ(CTX-M-1G)，CTX-M2 グルー

プ（CTX-M2G），CTX-M9 グループ（CTX-M9
G）に型別した。CTX-M1G 遺伝子は CTX-M1G
FJYM13Fmod，CTX-M1GRJYM13Rmod プライ

マーを使用する PCR により遺伝子の全長を増

幅し，シークエンスプライマーM13Fmod60，  
M13Rmod60 を使用して DNA シークエンスを決

定し，BLAST により CTX-M 遺伝子の型を決定

した。  
 

2.4 感受性試験 

鶏肉と検便から検出された CTX-M1G 遺伝子

陽性株について，ドライプレート栄研（栄研化

学）DPD-1 を使用して CTX と CAZ に対する

MIC を測定した。  
 

3. 結果 

3.1 医療機関における CTX-M型 ESBL遺伝子陽性 

株の検出状況 

図１に 2003 年 1 月 24 日から 2012 年 10 月 5
日までの CTX-M 遺伝子陽性株の検出状況を示  

 
 

表１ CTX-M 遺伝子検出，型別，シークエンス用プライマー 

名称  配列（5’→3’）  増幅断片  
CTX-MU1 
CTX-MU2 

ATG TGC AGY ACC AGT AAR GT  
TGG GTR AAR TAR GTS ACC AGA 593 bp 

CTX-M1GF 
CTX-M1GR 

ATG GTT AAA AAA TCA CTG CG  
TTA CAA ACC GTA GGT GAC 876 bp 

CTX-M2GF 
CTX-M2GR 

ATG ATG ACT CAG AGC ATT CGC C  
TCA GAA ACC GTG GGT TAC 876 bp 

CTX-M9GF 
CTX-M9GR 

ATG GTG ACA AAG AGA GTG CAA  
TCA CAG CCC TTC GGC GAT 876 bp 

CTX-M1GFJYM13Fmod 
CTX-M1GRJYM13Rmod 

TT AC TGT AAA ACG ACG GCC AGT ATG GTT AAA AAA TCA CTG CGY C 
TT AC CAG GAA ACA GCT ATG ACC TTA CAA ACC GTC GGT GAC GAT 920 bp 

M13Fmod60 
M13Rmod60 

AC TGT AAA ACG ACG GCC AGT  
AC CAG GAA ACA GCT ATG ACC 

－ 
－ 
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す。この期間に医療機関から送付された 1,427
株中 1,103 株（77.3%）が CTX-M 遺伝子陽性で

あった。この間，検査依頼数，CTX-M 遺伝子陽

性株数共に増加傾向にあった。  
表 2 に CTX-M 型 ESBL 遺伝子陽性株の由来を

示す。1,103 株のうち，395 株（35.8%)が尿由来

株であった。これは，由来が記載された 618 株

の約 64 株に該当し，CTX-M 遺伝子陽性株が高

頻度に尿路感染を惹起していることが示され

た。また，32 株が血液由来であり，CTX-M 遺伝

子陽性株が敗血症の原因となっていることも示

唆された。  
表 3 に CTX-M 型 ESBL 遺伝子陽性株の菌種を

示す。1,103 株のうち，E.coli が 501 株（45.4%），

P.mirabilis が 313 株（28.4%）であり，この 2 菌

種が CTX-M 遺伝子陽性株の 73.8%を占めてい

た。 
 

3.2 鶏肉と業態者・集団下痢症患者等検便か

CTX-M 遺伝子陽性の検出状況 

表 4 に鶏肉 35 検体，業態者検便 165 検体，集

団下痢症患者等検便 104検体からの CTX-M遺伝

子陽性株の検出状況を示す。鶏肉 35 検体中 18
検体から CTX-M 遺伝子陽性株が分離され，その

内訳は CTX-M1G 11 株， CTX-M2G 4 株，

CTX-M9G 3 株であった。一方，業態者 165 名，

集団下痢症患者等 104 名の検便計 269 検体（市

中）中 20 検体から CTX-M 遺伝子陽性株が分離

 
 

表 2 CTX-M 遺伝子陽性株 （1,103 株）の由来 
  由来     株数   （％）  

    尿     395     （35.8） 
  喀痰         77     （ 7.0） 
  血液     32     （ 2.9） 
   膿      18     （ 1.6） 

  その他     96     （ 8.7） 
   不明     485    （44.0） 

 

表 3 CTX-M 遺伝子陽性株（1,103 株）の菌種 

菌種 株数 （％）  
E.coli 501 (45.4) 
P.mirabilis 313 (28.4) 
K.pneumoniae  27 ( 2.4) 
Providencia stuartii   4 ( 0.4) 

E.cloacae   3 ( 0.3) 

その他   11 ( 1.0) 

不明 244 (22.1) 

 
 

表 4 鶏肉と業態者・集団下痢症等検便からの CTX-M 遺伝子陽性株検出状況 

検体種別  検体数  
CTX-M 遺伝子陽性株数  

CTX-M1G CTX-M2G CTX-M9G 

鶏肉  35 11 4 3 
業態者  165 1 2 11 
集団下痢等  104 1 0 5 

図 1 秋田県における CTX-M 遺伝子陽性株の検出状況（2003.1.24-2012.10.5） 

 

（株数）  

（年）  
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され，その内訳は CTX-M1G 2 株，CTX-M2G 2
株，CTX-M9 16 株であった。以上の結果から，

秋田県内で市販されている鶏肉中に CTX-M 遺

伝子陽性株が存在していること及び CTM-X 遺

伝子保有株が秋田県内で市中感染を惹起してい

ることが初めて確認された。 
表 5 に鶏肉と業態者・集団下痢症等検便から

分離された CTX-M1G 遺伝子保有株の CTX-M 遺

伝子型，D240G 変異の有無，CTX と CAZ に対

する MIC を示す。鶏肉から分離された 11 株の

うち 8 株が D240G 変異を保有しない TX-M1，又
は CTX-M1/61 遺伝子を保有する株であった。

一方，残り 3 株は D240G 変異を保有する CT
X-M15，又は CTX-M15/27 遺伝子を保有する株

であった。なお，CTX-M1/61 遺伝子とは，今回

実施したシークエンス解析では CTX-M1 か

CTX-M61 かを決定できなかった遺伝子を指し，

CTX-M15/27 遺伝子も同様に， CTX-M15 か

CTX-M27 かを決定出来なかった遺伝子を指す。

業態者から分離された 1 株は CTX-M79 遺伝子，

集 団 下 痢 症 患 者 か ら 分 離 さ れ た 1 株 は

CTX-M15 遺伝子を保有する株であり，いずれも

D240G 変異を保有していた。以上の分離株計 13
株のうち，D240G 変異を有しない CTX-M 遺伝

子を保有する 8 株の CAZ に対する MIC は≦1 
μg/ml か 2 μg/ml であったのに対して，D240G 変

異を有する CTX-M 遺伝子を保有する 5 株の

CAZ に対する MIC は 8，16，32 μg/ml であった。 
 

4. 考察 
近年，CTX-M 型 ESBL が世界的に ESBL の主

流となっている 1,2)。前回，我々は秋田県の医療

機関に CTX-M 型 ESBL遺伝子保有株が広く侵淫

していること，そして分離株数が 2003 年以降，

顕著に増加していることを示した。今回示した

2012 年 10 月までの成績においても，秋田県内

の医療機関における CTX-M 遺伝子陽性株の増

加傾向は続いている。今回示した成績において

も，CTX-M 遺伝子陽性株の由来としては尿が最

も高頻度であることが示された。尿は院内感染

の感染源として重要視されており，CTX-M 遺伝

子陽性株による院内感染については，今後さら

なる警戒と対策が必要であると考えられる。  
 今回の成績においても CTX-M 型 ESBL遺伝子

陽性株 1,103 株のうち，E.coli が 501 株（45.4%），

P.mirabilis が 313 株（28.4%）を占め，この 2 菌

種が CTX-M 遺伝子陽性株の 73.8%を占めること

が示された。Shibata らが 2001 年から 2003 年に

全国調査をした成績 7)においても類似の傾向が

み ら れ ， CTX-M 型 ESBL 遺 伝 子 保

有 株 の う ち 分 離 数 が 多 い 菌 種 は 上 位 か ら

E.coli，P.mirabilis， Klebsiella pneumoniae であ  

表 5 鶏肉と業態者・集団下痢症等検便から分離された CTX-M1G 遺伝子保有株 

の CTX-M 遺伝子型，D240G 変異，CTX と CAZ に対する MIC 

   検体  CTX-M 遺伝子型  D240G 
MIC（μg/ml）  
CTX CAZ 

鶏肉 9/24-3 CTX-M1/61 － 32 ≦1 
鶏肉 9/24-5 CTX-M1/61 － 32 ≦1 
鶏肉 10/1-8 CTX-M1/61 － 16 ≦1 
鶏肉 10/1-9 CTX-M1/61 － 8 ≦1 
鶏肉 10/25-10 CTX-M15 ＋ >32 8 
鶏肉 10/15-11 CTX-M1/61 － 16 2 
鶏肉 10/15-13 CTX-M1/61 － 16 ≦1 
鶏肉 10/25-13 CTX-M1 － 32 ≦1 
鶏肉 10/29-17 CTX-M1 － 32 2 
鶏肉 10/29-20 CTX-M15/27 ＋ >32 16 
鶏肉 10/29-23 CTX-M15/27 ＋ 32 8 
業態者 26 CTX-M79 ＋ 16 8 
集団下痢 45 CTX-M15 ＋ >32 32 
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った。P. mirabilis は主に尿路感染症を引き起こ

す病原微生物である 9)が，ampicillin をはじめと

する β-lactam 薬に対する感受性が良好である  
こと，重篤な感染症の原因菌となる頻度が低い

ことなどから臨床上あまり重要視されてこなか

った。しかし，CTX-M2 型 ESBL 産生 P. mirabilis
による院内感染も報告 9)されており，今後，尿

を感染源とする院内感染起因菌としてその動向

に注視する必要があると考えられる。  
 前報で我々は，CTX-M15 型 ESBL 産生菌が秋

田県の医療機関に侵淫していることを示した。

CTX-M15 は CTX-M3 の基質特異性がポイント

ミューテーション（D240G 変異）により拡張し，

CAZ 加水分解能を獲得した CTX-M 型 ESBL で

あり 10,11)，近年，ヨーロッパにおいて問題とな

っている 12)。国内においても CTX-M15 遺伝子

保有株の報告 13,14)が少数あるものの，現時点で

は問題視されるには至っていない。しかしなが

ら，この菌は臨床に汎用されている CAZ に耐性

を示すことから，今後国内において侵淫を拡大

すると臨床上大きな問題となると考えられる。  
 CTX-M 遺伝子保有株は国内の医療機関にお

いて侵淫を拡大しているが，その背景となる感

染源や市中感染の実態などの感染疫学の多くが

不明である。特に，D240G 変異により CAZ に

対する耐性も獲得した CTX-M15 等遺伝子保有

株の感染疫学は殆ど調査されていない。  
今回，我々は医療機関における CTX-M 遺伝

子保有株の分離状況継続調査に加えて，鶏肉と

市中感染の調査を実施し，秋田県における

CTX-M 遺伝子保有株の鶏肉汚染実態と市中感

染の発生実態の一端を示すデータを初めて得

た。今回供試した市販鶏肉からは，県内の医療

機関において入院患者から分離されている

CTX-M2G と CTX-M9G 遺伝子保有株が分離さ

れ，加えて，CTX-M15，CTX-M1，CTX-M1/61
遺伝子保有株も分離された。なお，CTX-M61
は CAZ 耐性に関与する D240G 変異を保有せず，

CTX-M1 遺伝子に 1 か所の変異が生じて派生し

たタイプである。前報で我々は医療機関で分離

された CTX-M1G 遺伝子保有株 36 株のうち 35
株が CTX-M15，1 株が CTX-M61 遺伝子保有株

であることを示しており，同じ型の CTX-M 遺

伝子を保有する株が入院患者と鶏肉から実際に

分離されたことは興味深い。加えて，CTX-M2G，

CTX-M9G 遺伝子保有株及び CTX-M15 遺伝子保

有株は市中からも分離された。鶏肉と市中から

分離された，CTX-M15，CTX-M15/27，CTX-M79
遺 伝 子 保 有 株 は ， D240G 変 異 を 有 さ な い

CTX-M1，CTX-M1/61 遺伝子保有株と比較して

CAZ に対する MIC が顕著に高いことが実際に

確認された。市中に検出された CTX-M79 は入

院患者由来株に確認されていない型であるが，

前報では CTX-M1G 株 36 株についてのみしかシ

ークエンス解析を実施していないことから，今

後さらに多くの株を解析することにより入院患

者由来株においてもこの型が確認される可能性

がある。  
以上の結果は，秋田県において CTX-M 遺伝

子保有株が医療機関だけではなく，既に市中に

も侵淫していることを示しており，その感染源

として鶏肉が重要な役割を果たしている可能性

を示唆するものと考えられた。特に，D240G 変

異を有する CTX-M15 等の遺伝子を保有する株

が既に市中感染を惹起し，鶏肉からも検出され

たことは，当該株が今後も鶏肉を介して秋田県

内の市中と医療機関への侵淫を拡大する可能性

を示唆するものと考えられる。このため，当該

株が尿路感染を介した院内感染原因菌として今

後更に問題となる可能性があることについて県

内の医療機関に周知し，より適切な院内感染防

止策の必要性を提起する必要がある。  
 

5. まとめ 

CTX-M 遺伝子保有株の鶏肉汚染実態と市中

感染の発生実態を調査することにより，秋田県

における CTX-M 遺伝子保有株の感染疫学の一

端を初めて明らかにすることができた。特に，

今回示された CTX-M15 等 D240G 変異を持つ

CTX-M 遺伝子保有株の感染疫学の一端は，今後

の院内感染対策に資する貴重な知見と考えられ

る。CTX-M15 を含む CTX-M 遺伝子保有株の市

中感染実態，市販食品の汚染調査，さらには動

物の保菌調査も併せて今後も感染疫学解明のた

めの調査を継続する必要がある。  
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秋田県で確認された Shimokoshi 型つつが虫病 15 症例における 

臨床，疫学及び診断法の検討 

 
佐藤寛子  藤田博己 *1  柴田ちひろ  斎藤博之  須藤恒久 *2  

 

 

 つつが虫病リケッチア Orientia tsutsugamushi の Shimokoshi 型による感染例は稀であり，その臨床像

や疫学的な特徴については不明な点が多いとされている。しかし，われわれは，秋田県において 1992
年～2012 年に 15 症例の Shimokoshi 型つつが虫病を確認した。これらは，軽症例から重症例を含む多

彩な臨床像を示していた。発生時期は春（4 月から 6 月）と秋（10 月と 11 月）で，地域は県の北部か

ら南部にまでおよんでいた。また，Shimokoshi 型検出を目的とした PCR primer を設計し，3 検体から

この型の DNA を検出した。更に，1 例の患者から国内では 2 株目となる Shimokoshi 型リケッチアを

分離した。今後，Shimokoshi 型感染例についても，積極的な実験室診断体制の整備が望まれ，またヒ

トに対する病原性の再評価とベクター解明に向けた調査が課題となる。 

 

1．緒言 

 現在，国内におけるつつが虫病リケッチア

Orientia tsutsugamushi（ O.tsutsugamushi）は，

Gilliam，Karp，Kato，Irie（= Kawasaki），Hirano
（= Kuroki）及び Shimokoshi の 6 血清型に大別

されている 1）2）。このうち，Shimokoshi 型は 1980
年に新潟県の患者血液から分離された 1 株によ

り樹立され，概してヒト病原性は低いものと認

識されている。その後，Shimokoshi 型の感染例

は，血清学的診断により数症例が確認されてい

たが 3）4），近年は山形県からの報告 5）のみであ

り，発生は稀であると考えられてきた。しかし，

当 セ ン タ ー で の 血 清 学 的 検 査 に お い て ，

Shimokoshi 抗原を追加した 2009 年以降 2012 年

までの 4 年間で 5 症例を確認し，これ以前の期

間の検体についても検索を試みたところ，1992
年～2012 年に 15 症例を Shimokoshi 型感染と判

定した。今回は，これらの Shimokoshi 型症例群

の臨床像と疫学的背景の概要に加え，現在の

Shimokoshi 型検出系の課題について検討したの

で併せて報告する。  
 

2．方法 

2.1 対象と材料 

  1 9 9 2 年 ～ 2 0 0 8 年 に 当 セ ン タ ーへ

つつが虫病疑いとして検査依頼があった症例の

うち，次のような例を対象とした。1）発熱，発

疹及び刺し口の3徴候を認めながらも，この期間

に使用していた標準3型抗原（Gilliam，Karp，
Kato）に対する抗体上昇が確認されない，ある

いは軽度の上昇に留まった例、2）3徴候全てに

は合致しないが軽微な抗体上昇が認められた

例 ,以上の条件を満たした対象104例の保存血清

を 材 料 と し た 。 ま た ， 2009 年 ～ 2012 年 に

Shimokoshi型抗原を加えたことによって確認し

得たShimokoshi型5症例も同様に血清を材料と

したが，このうち全血が-80℃に保存されていた

3例については血清の他，全血も材料とした。  
 

2.2 方法 
初めに，これら症例の回復期血清について，

須藤による間接免疫ペルオキシダーゼ法（IP 法）6）

を用いたスクリーニング検査を実施した。まず，

被検血清を PBS（－）で非特異的な反応がほと

んど起こらないとされる 40 倍に希釈し 7 ）

Shimokoshi 型抗原に対して陽性反応が見られた

症例を選別した。次に，これらの急性期と回復

期の血清について，標準 3 型抗原に Irie，Hirano
及び Shimokoshi を加えた 6 型抗原に対する抗体

価を測定した。これにより Shimokoshi 型に対す

*1 馬原アカリ医学研究所，*2 秋田大学  
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図 1 患者感染推定地 

（数字は Case No.） 

 

る抗体価が他の抗原型よりも 4 倍以上高値を示

した場合を Shimokoshi 型感染症例と判定した。

これらの症例について，患者調査票を元に感染

時の状況，臨床像及び抗体価について解析，比

較検討した。更に，全血については，融解後に

SPG（sucrose phosphate-glutamic acid）液で 10
倍希釈したものを材料として藤田の方法 8）に準

じ，培養細胞 L929 によるリケッチア分離を試

みた。細胞培養液は L-15 MEDIUM LEIBOVITZ
（SAFC BiosciencesTM）を用いた。同材料は

QIAamp DNA Mini Kit（QIAGEN 社）により DNA
抽出し，O．tsutsugamushi の 56kDa 外膜蛋白遺

伝子を標的とした Furuya et al．9）の primer 34，
55 及び Shimokoshi 株 DNA（ Accession No. 
M63381）の配列の型特異的な部分を元に今回新

たに設計した Shimokoshi 型検出用 primer10m2，
SH5 及び SH6 による nested PCR を実施した（表

1）。PCR の反応条件は，94℃ 30 秒，67℃ - 59
℃ 30 秒（-2℃ / 1 サイクル タッチダウン），

72℃ 30 秒を 5 サイクル行った後，94℃ 30 秒，

57℃30 秒，72℃ 30 秒を 30 サイクル行った。こ

の条件下で予測される 1st PCR での増幅サイズ

は 1198 bp，2nd PCR での増幅サイズは 781 bp
である。使用した酵素はグライナー社の Taq 
DNA Polymerase High Yield である。また，DNA
増幅産物を用いてダイレクトシークエンス法に

より塩基配列を決定した。細胞培養によって分

離された株は，これを抗原とした IP 法によって

分離株由来患者血清抗体のホモ価測定を行い，

更に DNA抽出と PCRを血液材料と同様に行い，

塩基配列を決定した。  
 

 

3．結果 

 今回，抗体価の再検査によって，1992年～2008 
年の17年間のうち，1993年に1例，1995年と1997
年に各2例，2001年に3例，2002年と2004年に各1
例，計10例のShimokoshi型つつが虫病を確定し

た。これにより，2009年と2011年の各2例と2012
年の1例の計5症例を合わせると、1 9 9 2年 ～  
2012年の 21年間では Shimokoshi型は15例発

生していたことになり，この間の秋田県のつつ

が虫病届出数759例の2.0%を占めていた。なお，

2002年と2004年の2例は当時の検査では抗体陰

性と判定され，つつが虫病を否定されていた。

以下はこれら15症例の発生状況，臨床及び検査

所見である。  
 

3.1 患者の年齢と発症時期及び感染推定地 

 患者の年齢層は 51 歳から 92 歳で平均 67.8
歳，男性 10 例，女性 5 例であった（表 2）。感

染推定地は県北

部 3 例（20.0%），

県 南 部 10 例

（66.7%)，不明 2
例（13.3%）であ

り（図 1），発

病時期は 4 月か

ら 6 月の春季が

11 例（73.3%），

10 月から 11 月

の 秋 季 4 例

（26.7%）であっ

た（表 2）。立

ち入り場所と作

業内容は田畑で  

表 1 Shimokoshi 型 Orientia tsutsugamushi 検出用 Primer 

Primers Sequence(5′-3′) Usage 
PCR conditions 

Denaturing Anealing Extention 
34 
55 

ATT GCT AGT GCA ATG TCT GC 

AGG GAT CCC TGC TGC TGT GCT TGC TGC G 1st. PCR 
94℃ 30s 57℃ 30s 70℃ 30s 

SH6 TAG TAT CTG ACT GCT TCT TAT CCT TAG AG 30 cycles 

10m2 CCD CCT CAR CCT AMT ATR ATG CC 2nd. PCR & 
Sequence 
analysis 

94℃ 30s 57℃ 30s 70℃ 30s 

SH5 GGC CTT GAT CAA CAC CCA A 30 cycles 

34，55：Furuya et al．（1988） SH6，10m2，and SH5：This study 
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表 2 1993 年から 2012 年までの Shimokoshi 型つつが虫病症例 

Case 

No. 

年

齢 
性別 発病年月日 感染推定地域，場所 作業内容 

臨床所見 

発熱 

℃ 
発疹 リンパ節腫脹 刺し口/状態 

1 74 男性 
不明  

(1993.10.26* ) 
田沢湖町，田畑 農作業 なし 背，腹，両手足 左右腋窩 左胸/水疱 

2 64 男性 1995.5.29 湯沢市，山林 山菜採り 38.0 なし なし 左大腿/不明 

3 59 男性 1995.10.12 合川町，山林 山林作業 38.0 全身 左右鼠径 肛門/潰瘍 

4 53 男性 1997.6.18 田沢湖町，山林 山菜採り 38.0 なし 不明 右腕/痂皮 

5 51 男性 1997.10.18 羽後町, 田畑 農作業 38.0 全身 なし 左手/痂皮 

6 80 女性 2001.4.08 不明 不明 39.3 顔，体幹，両腕 なし 不明 

7 59 女性 2001.6.08 協和町，田畑 農作業 37.5 全身 なし  不明 

8 88 男性 2001.6.19 大館市，田畑 農作業 38.4 顔，体幹 なし  不明 

9 59 男性 2002.5.24 大森町，河川敷 不明 40.0 全身 なし  不明 

10 70 男性 2004.5.06 不明，河川敷 レジャー 38.0 全身 なし  不明 

11 92 女性 2009.5.08 湯沢市， 不明 不明 37.6 背，腹 不明 左手/痂皮 

12 75 女性 2009.5.17 湯沢市， 河川敷 山菜採り 38.3 背，胸 左頸部 右手/痂皮 

13 57 男性 2011.5.17 羽後町，田畑 農作業 37.5 全身 なし  背/潰瘍 

14 58 男性 2011.11.03 湯沢市， 河川敷 護岸工事 38.5 全身 なし  右腋窩/潰瘍 

15 78 女性 2012.5.24 横手市，田畑 農作業 38.6 顔，体幹 左右腋窩 左胸/痂皮 

*：初診年月日        

表 3 臨床検査データ 

Case 

No. 
病日  

最高体温   CRP WBC AST ALT LDH 

℃  mg/dL /μL IU/L IU/L IU/L 

1 3 発熱無し  2.6  6,100  －  －  －  

2 4 38.0  7.7  9,000  －  －  －  

3 8 38.0  1.3  5,200  －  －  －  

4 10 38.0  2.0  －  －  －  －  

5 4 38.0  5.3  －  －  －  －  

6 7 39.3  9.2  5,900  －  －  －  

7 5 37.5  2.6  7,150  －  －  －  

8 2 38.4  9.2  －  314  218  － 

9 8 40.0  4.3  －  －  －  －  

10 9 38.0  7.3  7,400  －  －  －  

11 21 37.6  3.1  3,800  65  28  467  

12 7 38.3  2.7  4,800  56  33  341  

13 15 37.5  2.1  5,600  62  54  366  

14 10 38.5  3.0  3,700  38  －  300  

15 2 38.6  17.7  5,200  181  161  440  

－：No data    
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の農作業が 7 例（46.7%），河川敷での護岸工事

やレジャー等が 4 例（26.7%），山林での山菜取

りが 3 例（20.0%），及び不明 1 例（6.7%）であ

った。  
 
3．2 主要 3 徴候と臨床検査所見 

主要 3 徴候のうち，発熱は 14 例（93.3%），

発疹は 13 例（85.7%）に認められ，部位は 7 例

（53.8 %）が全身，6 例（46.2%）が背や腹など

の体幹部であった（表 2）。刺し口は 10 例（66.7%）

に認められ，そのうち 8 例（80.0%）が上腕や胸，

背などの上半身に，2 例（20.0％）が肛門部等の

下半身であった。刺し口の状態は，痂皮が 5 例

（50.0%），潰瘍が 3 例（30.0%），水疱が 1 例

及び不明が 1 例（10.0%）であった。  
臨床検査所見のうち，白血球数は，3,700 /μL

～9,000 /μL と基準値内にあったが，その他の項

目は，症例間の差が大きく，Shimokoshi 型感染

の従来の印象に近い軽症例だけではなく重症例

に相当する数値を示すものも含まれていた（表

3）。体温では，4 例（Case No．1，7，11，13）
が 37.5℃～37.6℃の微熱あるいは平熱であった

一方，3 例（Case No．6，9，15）が 38.6℃～40.0
℃の高熱であった。CRP 値は，全例が基準値よ

りも上昇していたが，1.3 mg/dl～7.7 mg/dl の軽

度～中程度の上昇例が多い中，3 例（Case No．6，
8，15）が 9.2 mg/dl～17.7 mg/dl の高度上昇を認

めた。また，AST 及び ALT 値は 38 IU/L～65 
IU/L，28 IU～54 IU/L の基準値内，あるいは軽

微な上昇が 4 例（No．11，12，13，14）あった

一方，2 例が 181 IU/L～314 IU/L，161 IU/L～218 
IU/L の 著 明 な 上 昇 を 示 し た 。 な お ，

DIC や脳炎などを併発した重篤な症例はなかっ

た。  
 
3．3 血清抗体価  

15 症例 27 検体の抗体価を示した（表 4）。急

性期血清（初回血清）においては，IgM 抗体価

が 80 倍以上の場合，確定診断が可能とされてい

るが 10），この条件に合致したのは 10 例（Case 
No．4～12，15）で，これらの Shimokoshi に対

する抗体価は 160 倍～10,240 倍であった。この

うち，4 例（Case No．5，9，12，15）の Shimokoshi
以外の 5 抗原（他 5 抗原）に対する IgM 抗体価

は，最高でも 40 倍であった。残る 6 例（No．4，

6，7，8，10，11）は，Karp と Kato に対する IgM
抗体価は，6 例全てが 80 倍以上であったが，

Gilliam に対して 80 倍以上を示したのは，3 例

（No．4，10，11），Irie は 2 例（No．4，7），

Hirano は 1 例（No．6）であった。  
  回復期血清（2 回目の血清）においては，初

回で全ての抗原に対する IgM 抗体価が 80 倍未

満であった 5 例（No．1，2，3，13，14）が， 2
回目では Shimokoshi に対する IgM 抗体価が 160
倍～10,240 倍に達した。しかし，Irie 及び Hirano
に対する IgM 抗体価は，依然 40 倍未満であっ

た。Gilliam，Karp 及び Kato に対しては抗体価

上昇が認められたが，40 倍～80 倍と病日に対し

極低値であった。また，No．1 と No．2 におい

ては，共に 10 病日未満にも関わらず，Gilliam
及び Karp に対する IgG 抗体価が IgM 抗体価よ

りも高かった。  
各症例の急性期，回復期血清は共に他 5 抗原

に対する抗体価が  Shimokoshi に対するそれよ

りも著しく低く，とりわけ Irie 及び Hirano に対

する抗体価上昇例が非常に少数であり，15 例中

5 例及び 3 例に上昇が認められただけであった．

一方，Gilliam，Karp 及び Kato に対しては，病

日を追うことにより，低値ではありながらも全

例で抗体価上昇を認めた．また，15 症例につい

て他 5 抗原に対する抗体価をそれぞれ比較する

と 1 例（No.2）が Kato に対して，3 例が（No.4，
5，15）Gilliam に対して最も高い抗体価を示し

たが，他 11 例は他 5 抗原に対する抗体価に差異

がなかった。  
 
3．4 O.tsutsugamushi の PCR と分離 

 今回設計した primer を使用した PCR 法によ

って，3 症例 3 検体の全血から O.tsustugamushi
が検出され，Shimokoshi 型であることが確認さ

れた（Accession No．AB840991，AB840992，
AB742542）。また，分離培養の結果，1 検体で

接種後 20 日目に明瞭な O.tsutsugamushi 増殖像

が観察された。この分離株（Matsui 株）を抗原

と し た 分 離 株 由 来 患 者 の 血 清 抗 体 価 は ，

Shimokoshi 株抗原と Matsui 株抗原に対して同値

であった。また，Matsui 株の増幅 DNA 産物で決

定された 784 bp の塩基配列（Accession No. 
AB742542 ） は ， 国 内 で 初 め て 分 離 さ れ た

Shimokoshi 株（Accession No．M63381）と 6 ヶ
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所の相違とアミノ酸 1 個分の挿入が認められ，

相同性は 99%であった。なお，この株は，強毒

型に近い検査所見を示した Case No.15 由来血液

からの分離であった。  
 
4．考察 

Shimokoshi 株は，1980 年に新潟県で発症した

つつが虫病患者血液から分離され，新たな血清

型として報告された 1）。その後，この型は血清

疫学調査等により秋田，福島，福井，新潟，及

び山形県において，少数例の患者が確認された

のみであり 3）～5），これまでは「発生は非常に

稀な血清型」という位置づけにあった。しかし、

今回の調査研究結果によると発生頻度からは決

して稀ではないことが示唆された。  
  秋田県における Shimokoshi 型症例の発生時期

は，4 月～6 月の春季と 10 月～11 月の秋季の 2
峰性であり，感染推定地は，河川敷あるいは田 

表 4 IP 法による患者血清抗体価 

Case 

No. 
病日 

IgG 抗体価 IgM 抗体価 

Shi G Kp Kt Ir Hi Shi G Kp Kt Ir Hi 

1 
3 － － － － － － － － － － － － 

8 640 160 160 － － － 1,280 40 40 － － － 

2 
4 － － － － － － － － － － － － 

9 80 80 80 80 － － 320 － － 80 － － 

3 
8 － － － － － － － － － － － － 

13 160 40 40 40 － － 320 40 40 40 － － 

4 
10 1,280 80 160 160 160 80 ≥10,240 640 320 640 80 － 

17 2,560 40 80 160 160 80 ≥10,240 2,560 320 640 40 － 

5 
4 － － － － － － 160 － － － － － 

11 1,280 320 － － － － 10,240 160 160 160 40 40 

6 
7 1,280 － 80 － － 40 10,240 － 320 80 － 320 

12 1,280 40 80 80 80 80 10,240 － 320 160 80 320 

7 
5 640 － 80 80 80 － 5,120 40 80 80 80 － 

9 1,280 － 160 80 160 － 2,560 － 160 80 80 － 

8 
2 640 － 80 80 80 － 2,560 － 320 320 40 － 

8 1,280 － 160 80 40 － 1,280 － 320 160 80 － 

9 8 640 － － 40 － － 160 40 40 40 － － 

10 9 320 80 80 80 － － 640 80 80 160 － － 

11 21 2,560 － － － － － 5,120 1,280 640 640 － － 

12 
7 － － － － － － 160 － － － － － 

14 320 40 40 40 － － 1,280 80 80 80 － － 

13 
8 － － － － － － － － － － － － 

15 2,560 40 80 80 40 40 10,240 40 80 80 － － 

14 
10 － － － － － － － － － － － － 

23 640 80 80 40 － － 160 40 40 － － － 

15 
1 － － － － － － 1,280 40 40 40 － － 

7 2,560 160 － － － － ≥10,240 640 80 160 － 80 

Shi：Shimokoshi G：Gilliam Kp：Karp Kt：Kato Ir：Irie（Kawasaki）Hi：Hirano（Kuroki）  
－：<40  
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畑が多い傾向にあった。多村らが報告した

Shimokoshi 株分離症例も発症が 5 月であり，感

染推定地は新潟県の河川上流とされている 1）。

また，近年の山形からの報告も 5 月及び 11 月の

山林での感染であった。これらの共通した東日

本一帯における Shimokoshi 型つつが虫病の季

節的発生消長や感染環境から，現在確定されて

いない Shimokoshi 型 O.tsutsugamushi のベクタ

ーは，生息域と幼虫発生時期が同様の種と考え

られ，これまで同地域で発生したつつが虫病患

者の中には Shimokoshi 型感染例も含まれてい

た 可 能 性 が あ る と 思 わ れ る 。 1980 年 の

Shimokoshi 株は，39℃の発熱と発疹があった患

者由来であり，この株を接種したマウスの死亡

率は 20～50%であったとされている 1）。今回判

明した秋田県の Shimokoshi 型 15 症例は，軽症

から重症に及ぶ多彩な臨床像を示していた。軽

症例の中には，無熱例や発熱は夜間のみで発疹

がない，通常のつつが虫症例ではあまり見られ

ない臨床症状が認められた。しかし，このうち

の無熱例は，刺し口が水疱状態であったことか

ら，感染後早期につつが虫病が疑われ，治療が

迅速に開始されたことによって軽症に留まった

可能性がある。また，全症例中に DIC や脳炎等

の併発例はなかったものの，AST が 314 IU/L，
ALT が 218 IU/L や CRP が 17.7 mg/dl など重症

化を示す異常高値の症例もあった。秋田県外で

発生した Shimokoshi 型症例として，近年では

2007 年の山形県での報告があるが，8 日間の入

院治療を要したこの症例は，急性期の検査所見

が CRP 13.8 mg/dl，AST 83 IU/L，ALT 103 IU/L
と比較的重症度が高かったとされている。これ

まで，Shimokoshi 型のヒト病原性は低いとされ

てきたが，この型のヒトに対する病原性につい

ての評価は，今後も同型症例の発生に注視しつ

つ，疫学的及び分子生物学的な情報をより多く

蓄積した上で判断する必要がある。  
  つつが虫病の確定診断法として，病原体の分

離同定と遺伝子の検出及び抗体検出の 3 つの手

法が実施されている。今回我々は，3 法全てを

実施したが，つつが虫病の迅速な診断法として

多くの検査機関が採用している血清学的及び遺

伝子診断法について，Shimokoshi 型感染患者デ

ータを元に検討した。  
血清学的診断法は，標準 3 型抗原のみが汎用

され，これに加えて一部機関が Irie と Hirano 等

の抗原を使用しているが，  Shimokoshi 抗原が

常用されることはほとんどないのが実状であ

る。IP 法による IgM 抗体価の一般的な推移につ

いて須藤は，再感染例を除けば発病後 10 日～14
日目には 5,120～10,240 倍以上のピークに達す

るとしている 11）。また，Ohashi らは IgM 抗体

価が主に反応するのは 54-56 kDa 蛋白であり 3），

型特異的抗原蛋白領域である 56 kDa 蛋白領域

を含む全 ORF 領域の標準 6 型間における比較に

よると，Shimokoshi 型は他型との相同性が最も

低いとしている 12）。今回検討した症例群にお

いても，急性期患者血清中の Shimokoshi に対す

る IgM 抗体価は，病日に比例して速やかな上昇

が認められたが，他 5 抗原に対する IgM 抗体価

は，未上昇あるいは非常に緩慢な上昇に留まっ

た。更に，ペア血清においても，5 症例で他 5
型抗原に対しては抗体価の有意上昇を認めなか

ったことから，今回の Shimokoshi 型症例群にお

いても Ohashi らの成績が裏付けられたことに

なる。この他，他 5 型抗原に対する抗体価にお

いては，IgG と IgM に差異がないか病日が浅い

にも関わらず IgG が IgM よりも高いなど，変則

的な反応性を示す症例も見られた。Shimokoshi
型の抗原を用いずに Shimokoshi 型感染症例の

診断をせざるを得ない場合，ペア血清での検査

を基本とし，病日を追って検査することで

Shimokoshi 型以外の抗原に対する交差反応を検

出できれば，感染型は不明であっても感染者の

見落とし等をある程度は防ぐ事が出来ると思わ

れる。したがって，Shimokoshi 型の抗原を用い

ない場合に，抗体価が病日の割に低く型別の差

異がない場合には Shimokoshi 型感染の疑いが

あるものとして対応すると感染型の確定につな

がる可能性があると思われる。また，病日に対

し、不相応な低抗体価という前提の他，抗体価

が低いながらも Gilliam 型に若干高値である傾

向がある，病日が浅いにもかかわらず IgG 抗体

価が IgM 抗体価よりも高値である，などといっ

た結果も目安の一つになるであろう。  
遺伝子診断法では O.tsutsugamushi の 56 kDa

蛋白領域をターゲットとした PCR 法が一般的

に用いられているが，Shimokoshi 型を特異的に

検出する primer が現行の診断マニュアル 13）に

記載されていないことや，「発生が稀である」
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という従来からの情報も重なり，日常検査にお

いて Shimokoshi 型が除外されているものと思

われる。そのため，今回，マニュアルに記載さ

れている Furuya et al. 9）の 1st  primer 34，55 と

共に使用する primer SH6（今回新たに構築）と

2nd PCR primer 10m2 及び SH5 によって

Shimokoshi 型の効率的検出を可能とした。今後

は，他型の特異的 primer との組み合わせによる

方法等，より利便性と検出効率を高めた反応系

の開発も必要であろう。  
Shimokoshi 型が稀であるという従来の認識

は，この型の感染症例に対する適切な検査が実

施されてこなかったことの反映とも思われる。

今後は Shimokoshi 型のヒトに対する病原性の

再評価とベクター解明に向けた調査に加え，検

査体制の整備が望まれる。 
 

5．まとめ 

 Shimokoshi 型つつが虫病は弱毒性であり発生

は稀であるとされていたが，当センターに保存

されていた血清の再検査によって，この型の患

者が，1992 年～2012 年までに，秋田県内では

15 例発生していたことを確認した。この症例群

の病態は軽症から重症まで様々であり，これま

での概念とは異なっていた。また，抗体検査に

おいて，Shimokoshi 型の患者血清は標準的に検

査対象としている抗原に反応性が低かったこと

から，今後は，Shimokoshi 型の抗原を日常的に

使用することで患者の見逃しを防ぐことが可能

と考えられる。遺伝子検査においては，今回設

計した Shimokoshi 型特異的検出 Primer を使用

することが有用と思われる。  
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子宮頸がん検診における受診率および検査精度の向上に関する研究（平成 23～24 年度） 

ヒトパピローマウイルスの検出法における検査精度の向上について 

 
村山力則  田中貴子  齊藤志保子 

 

 

 子宮頸がんは，ヒトパピローマウイルス（以下 HPV と記載）に感染することに起因しており，子宮

頸がん検診では，より正確な判定のため細胞診と HPV 遺伝子検査の併用が検討され始めている。本研

究では，HPV 遺伝子検査の精度向上を図るため，HPV 遺伝子検査法の改良を行い，液状化細胞診法（以

下液状化法と記載）により採取した婦人科受診者の検体を用いて，ハイリスク型 HPV の検出を行うと

ともに，細胞診において従来法と液状化法の判定について比較検討した。その結果 90 検体中 HPV 遺

伝子陽性は 68 検体であり，そのうち 48 検体からはハイリスク型 HPV 遺伝子が確認された。検出され

たハイリスク型は 52 型が多く，ワクチン対象の 18 型は少数であった。また，細胞診において従来法

と液状化法には明らかな差はみられなかったが，液状化法と改良した HPV 遺伝子検査法を組み合わせ

ることにより，子宮頸がんを早期発見する可能性が高くなると考えられた。 
 

1. はじめに 

 現在我が国では毎年約 10,000 人が子宮頸がん

と診断されており，そのうち約 2,500 人が死亡

している。子宮頸がんは，HPV に感染すること

に起因しており，約 100 種ある HPV のうち，子

宮頸がんを引き起こすリスクの高い HPV はハ

イリスク型と言われ十数種が知られている（表

1）。 
子宮頸がんの検査診断には婦人科細胞診が行

われており，近年ベセスダシステム（図 1）に

より検査結果を判定することとなった 1)。この

システムの導入により細胞診結果に HPV 感染

が考慮されるようになり，更に正確な判定のた

め HPV 遺伝子検査の併用も始まっている。ハイ

リスク型 HPV 感染が認められた場合，検診間隔

を短くするなどの対応により子宮頸がんの早期

発見に繋がるものと考えられる。  
婦人科細胞診では，採取した細胞を直接スラ

イドグラスに塗抹する従来法がほとんどである

が，近年，海外では細胞を固定液に保存する液

状化法の導入が進んでいる。液状化法の利点は

細胞の回収性が高いこと，細胞の乾燥や重なり

が少ないため，均一な標本が作製できることか

ら，施設間における標準化が可能で，残液を HPV
遺伝子検査に使用することができる。そのため

日本においても近年，婦人科細胞診における液

状化法が普及しつつある。 
このようなことから，本研究では，液状化法

により婦人科受診者から採取した細胞を利用

し，子宮頸がん検査の精度向上を図るため，PCR
法による HPV 遺伝子検査法の検討・改良を行

い，その改良法を用いて婦人科受診者の HPV 感

染状況について検査を行った。更に細胞診にお

ける従来法と液状化法の結果について比較を行

った。  

HPV(-)

16

18

30

31

33

35

39

45

51

52

56

58

59

66

オッズ比
（95%信頼区間)

HPV
geno
-type

 419 (54-3243)
－

 435 (275-679)

 248 (138-446)

 124 (54-286)

 374 (47-2986)

 74 (26-207)

 198 (92-426)

－

－

1

 67 (20-221)

 200 (68-590)

 45 (14-145)

 115 (45-293)

 

表 1 ハイリスク型ＨＰＶと 

そのオッズ比 

 

※Munoz ら(2003)より引用 

 “－“は遺伝子配列による系統樹 

 によりハイリスク型に分類 
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2. 方法 

2.1 対象検体 

 県内医療機関の協力により，婦人科外来受診

者から子宮頸部スワブをサーベックスブラシに

より採取し，液状化細胞診用の保存液の入った

容器（SurePath:BD）に保存した 90 検体を対象

とした。  
 
2.2 HPV 遺伝子検査 

 1 検体につき約 10 ml ある保存液のうち，5 ml
から QIAamp DNA Mini Kit（Qiagen）により核

酸を抽出し，最終的に 50 µl の抽出 DNA 溶液を

得た。  
PCR 法により HPV 感染の有無を確認し，その

増幅断片からの DNA シークエンスで HPV の型

判定をした。更に 14 種のハイリスク型 HPV を

PCR 法により判定した。HPV 感染有無の検出に

は Gravitt ら 2)の方法を改良した PGMY11，GP6+，
GP5+法を利用し，各 HPV L1 遺伝子に存在する

共通配列を標的とした。DNA シークエンスは上

記 PGMY11 プライマーに M13 配列を付加させ，

解読した塩基配列を相同検索し HPV の遺伝子

型を同定した。  
また，ハイリスク型の HPV 型判定は 100 µl の

GoTaq プレミックス，10 µl の抽出 DNA 溶液，

50 µl の滅菌蒸留水を混和したマスターミック

スを作製し，0.2ml の 8 連 PCR チューブに 8 µl
ずつ分取した。そして HPV 遺伝子型に特異的な

配列に設計したプライマーセット（表 2）溶液

を 5 pmol/ml に調整し，終濃度 1 pmol/ml にな 
るように 2 µl 加え，スピンダウン後 PCR を行っ

た。PCR 終了後，3%アガロースによる電気泳動

で目的サイズの DNA が増幅されているかを確

認後，ハイリスク HPV の型判定を行った。  
 

2.3 液状化細胞診検査 

 HPV 遺伝子検査に用いた残液（約 5 ml ）を

専門検査機関に依頼し，液状化細胞診検査を行

った。なお，従来法の細胞診検査結果は検体採

取機関より提供を受けた。 
 

3. 結果 

3.1 HPV 遺伝子検査の結果 

 PGMY11，GP6+，GP5+法による HPV の検出

は 90 検体中 68 検体（75.5％）が陽性であり，

そのうち DNA シークエンスによって型別が判

明したものは 38 検体と少なかった。このことは

各 HPV 型の共通配列である L1 遺伝子を PCR 増

幅の標的としたため，異なる HPV 型重複感染の

場合，PCR で増幅されるものの，DNA シークエ

ンスでは塩基配列を読み込めなかったと推測さ

れた。加えてコピー数の多い HPV 型が増幅さ

れ，リスクの高いハイリスク型を見落としてし

まった可能性が疑われた。 
 そこでさらに，ハイリスク型の HPV14 遺伝子

型を個別に検出するプライマーを使用し検査を

行った（表 2）。その結果，68 検体中，46 検体

からハイリスク型 HPV が検出され，うち 33 検

体が単感染，10 検体が二重感染，2 検体が三重

感染，1 検体が四重感染であった。検出 HPV 遺

伝子型別に見ると、延べ 62 件検出され，中でも

HPV52 型が 15 件，HPV16 型が 13 件と多数を占

めていた。また細胞診で前がん段階を示す HSIL
と判定された 14 検体中 12 検体（85.7 %）から

延べ 16 件のハイリスク型 HPV 遺伝子が検出さ

れた。  

図 1 ベセスダシステムにおける細胞診分類 
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genotype F or R(a Primer sequence (5'→3') bp size
F CGCACAAAACGTGCATCGGCTACC 24
R TGGGAGGCCTTGTTCCCAATGGA 23
F AACAGTCCATTAGGGGAGCGGCTGGA 26
R TGCCGCCATGTTCGCCATTTG 21
F ACGCAGACGAAAACGGGCCTCTGCT 25
R GGCCTAGCAGGGGATGCGTCCACAA 25
F GCGGTCCAAACGCTCTACAAAACGCA 28
R GCAGGGGCACCAACATCAACAATTCC 27
F ACACAGAGGCAGCCCGGGCATTGTTT 26
R CACGGGTTTGCAGCACGATCAACA 24
F CCATAACATCGGTGGACGGTGGACAG 27
R CCATTACATCCCGTCCCCTCCCCTTC 27
F CCGACGGAGTGTCCCTGGACCATCTT 27
R CCAGCGTTTTTGGTTCCCTTACCCCGT 28
F TGTTGGACATCACACCTACCGTGGA 25
R TCCGTACCTGACCCAGAAGATGCAA 25
F CAACTAGCAACGGCGATGGACTG 23
R CTGCTTCGCGGGCTGACTAGAA 22
F GGTGTTGGTGCTGGTGCTTTTGCTA 25
R CAGTTACAGGGGGACGAATGGTGGA 25
F TGTTGTTTTTCCGCCATTTTGTACATGC 32
R TGGCCTACATAGTGTATTCTGCAAGCC 32
F ACCACCGAGGCCACCAACAACGAAA 27
R CGTGGTCTACTGTCCACGGCGCAGTC 27
F CCGAGCAAGACACCTAAGACAGCAAC 27
R TCGGAGTCGGAGTCAGGTAATTGCT 25
F GCGGGCGGCTCCTACCTCTTCCTCTT 27
R CCACCTAACCTGACACACACTGCCCA 29
F TTATCCCGAGTCCCCCAGGCCTTTCT 26
R TGGCTTGGCCCCAACTTCCATCA 23
F CGTGGATGTCCATGAAGGATGAAGG 25
R GTTCTGGGAACAGGCGGGGATT 22

217

a)  F, forward primer  R, reverse primer;  b) IC, internal control; c) EC, external control

169

277

99

758

IC(b

EC(c

229

205

299

517

330

12858

59

66

187

249

360

139

43435

39

45

51

52

56

18

30

31

33

16

 

正常を示す NILM では 19 検体中 4 検体（21.0 %）

から延べ 5 件，LSIL では 21 検体中 14 検体（66.6 
%）から延べ 19 件，ASC-US では 32 検体中 14
検体（43.8 %）から延べ 18 件のハイリスク型

HPV が検出された。HSIL 以外の判定となった検

体でも LSIL,ASC-US においてはハイリスク型

HPV が多く検出され，少数ながら NILM でもハ

イリスク型 HPV が検出された（表 3）。  
 

表 3 液状化細胞診結果と 

ハイリスク型 HPV の検出数 

NILM LSIL HSIL ASC-US ASC-H AGC
(n=19) (n=21) (n=14) (n=32) (n=2) (n=2)

16 2 3 5 2 1 13

18 2 1 1 4

30 1 1

31 1 2 3

33 1 1

35 1 1

39 1 1 2 4

45 0

51 1 2 4 2 9

52 6 2 6 1 15

56 2 2

58 1 1 3 5

59 0

66 3 1 1 1 6

計 5 19 16 18 3 3 64

HPV
genotype 計

細胞診による分類

 
※重複感染の事例があるため，合計数は一致しない   

 

また検体提供医療機関が外部にハイリスク

HPV 型判定を依頼した 11 検体の検査結果と本

研究における改良検査法によるハイリスク型

HPV 検索結果を比較したところ， 7 検体が一致

し，外部検査では単感染と判定された 3 検体が

重複感染であることが判明した。しかしながら

本検査における検査で 1 検体が検出不能であっ

た（表 4）。  

 
3.2 婦人科細胞診における従来法と液状化法の

結果の比較について 

ベセスダシステムでは ASC-US 及び ASC-H は

特定の階級に属さないため，従来法と液状化法

の比較には NILM，LSIL，HSIL と判定された 26
検体を比較した。従来法と液状化法で一致した

のは計 15 検体であり，液状化法で判定された事

例のうち従来法よりリスクが高く判定されたの

は 3 検体，低かったものは 8 検体であった（表

5）。 

表 4 ハイリスク HPV 型別判定の 

検査結果比較について 

外部検査
機関

本研究

12 52 52

16 35, 52 35, 52

17 52 52

22 16 16

27 52 52

28 51 51, 16

32 16 16,66

37 16 16

40 52 52

42 51 30,  51

43 39 -

検体No.

検出されたハイリスクHPV
の遺伝子型

 

表 5  婦人科細胞診における従来法と 

液状化法の結果比較について 

 

表 2 本研究で使用したハイリスク型 HPV

に特異的なプライマーの配列 

(Nishiwaki ら 3)の方法を一部改変) 
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4. 考察 

県内の婦人科外来受診者から液状化法により

採取した検体について，改良検査法によりハイ

リスク型 HPV 感染を調査したところ，HPV52
型が最も多く検出され，子宮頸がんワクチンの

対象となっている HPV18 型は少数であった。細

胞診の判定が LSILや ASC-US であった検体にお

いても，ハイリスク型 HPV 感染が多く確認され

た。細胞診の検査法については，従来法と液状

化法の判定結果は液状化法が従来法よりも低い

判定傾向にあり，どちらの方法でも NILM が

HSIL となっている事例が 1 件ずつあったことか

ら，どちらの方法が特に優れているという確証

はなかった。しかしながら液状化法では細胞診

の均一な標本の作製が容易であり，残液を HPV
遺伝子検査用検体として使用可能であることか

ら，液状化法は検体採取法として有用であると

思われる。また細胞診に加えて HPV 遺伝子検査

を併用することにより，ハイリスク型感染者を

迅速に明らかにすることは，子宮頸がんの早期

発見に寄与するものと思われ，今後は HPV 遺伝

子検査の併用を更に推進していく必要があると

思われる。  
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子宮頸がん検診における受診率および検査精度の向上に関する研究（平成 23～24 年度） 

子宮頸がん検診受診率向上を目指した若い女性の意識に関する検討  

－フォーカスグループインタビュー法による質的分析－ 
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秋田県では平成 20 年 4 月に「秋田県がん対策推進計画」をスタートさせ，行政，県民，関係団体等

が一体となって，がん予防のための啓発普及，早期発見体制の強化等を推進してきている。このよう

な中で当センターでは，子宮頸がんを取り上げ，本県の子宮頸がん検診受診率向上のためにフォーカ

スグループインタビュー法を用いて，若い女性の子宮頸がん検診に関する意識調査を行った。今回，

子育てママ，会社員，大学生の 3 グループを対象に調査を実施した。その結果，集団検診を受けたい

という希望が 3 グループともに多かった。また，子宮頸がん及び子宮頸がん検診について知らないと

いう人が会社員や大学生では多かった。早期からの健康教育の重要性については，3 グループともに

同様の意見を述べていた。無料クーポン券については子育てママ層では好評であるものの，会社員，

大学生での利用は不十分であった。今後は，集団検診及び医療機関検診の充実を図り，若い女性が受

診しやすい，時代に合わせた検診の社会環境を整えていくことが必要と考えられた。また，早期から

の健康教育が重要であり，若い女性が関心を持ち受診行動につながる啓発普及及び広報の強化を推進

していくことが大切である。更に無料クーポン券により健康意識の醸成を図り，その確実な利用につ

なげることが大切であると考えられた。  
 
1．はじめに 

秋田県の平成23年の死亡状況をみると，悪性

新生物（以下，がん）による死亡が4,044人と最

も多く，その死亡率 377.2（人口10万対）は，全

国の283.2よりかなり高い状況にある1) 。本県で

は平成20年4月に「秋田県がん対策推進計画」を

スタートさせ，行政，県民，関係団体等が一体

となって，がん予防のための啓発普及，がん検

診受診率の向上，がん医療・相談支援体制の充

実等の総合的ながん対策に取り組んできている
2) 。また，がん検診推進事業では，国が目指す

がん検診受診率50％の達成3) を目標とし，各市

町村から無料クーポン券を送付し受診の促進を

図る等の取り組みが行われている。 
国立がん研究センターがん対策情報センター

の統計によると，近年日本における子宮頸がん

の罹患率は20歳代後半から30歳代後半でピーク

を迎えている 4) 。子宮頸がんの罹患要因にヒト

パピローマウイルス（HPV）の感染があげられ，

性交経験の低年齢化に伴い20歳代の発症率の上

昇が問題になっている 5) 。このことから，厚生

労働省は2004年4月に子宮頸がん検診の開始時

期を20歳に引き下げて，定期的な受診の必要性

を謳っている 6) 。検診率をみると，日本では子

宮頸がん検診の受診率が23.7%と，欧米欧州諸国

（70～80%以上）と比較して低い状況にある7) 。 
欧州では10代の頃からかかりつけの産婦人科

医がいて，その医師や母親が女性の健康教育に

重要な役割を果たしており，性交体験の有無に

関わらず，検診を受けるのは当たり前のように

考えられている7) 。一方，本県の平成23年度の

子宮頸がん検診受診率は22.6％と全国の23.9％
をやや下回っており8) ，国が目指す受診率50%に

は遠い状況にあり，受診率向上が，がん対策に

おける一つの課題となっている。 
このような中で当センターでは，生活習慣病

予防に関する調査研究として子宮頸がんを取り

上げ，子宮頸がんの早期発見のための検診受診

率の向上を目指した研究を行った。特に，これ

からの世代を担う若い女性の検診が鍵を握ると

考え，20歳から39歳までの女性を対象に，子宮

頸がん検診に関する意識調査を行った。方法と

してはフォーカスグループインタビュー法 9,1 0)

を用い，サービスの主体である住民の生の声を

直接聞くことによる質的なデータを収集分析し，

検診対象者の考えや受診を妨げている要因及び
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課題を明らかにすることを試みた。今回は，子

宮頸がん検診に関する若い女性の意識について

調査し分析した結果を報告する。  
 

2．方法 

2.1 対象     

秋田県内 3 地区の 20 歳～37 歳までの女性 

（平均年齢 26.0 歳）28 名  
＊子育てママグループ（以下，ママ）：A 市に

在住する 27 歳～37 歳までの女性 7 名   
＊会社員グループ（以下，会社員）：B 社に勤

務する 24 歳～34 歳までの女性 7 名   
＊大学生グループ（以下，大学生）：C 校に在

学する 20 歳～21 歳までの女性 14 名 
平成 24 年 2 月に，各会議室及び教室で実施した。 
 

2.2 方法 

2.2.1 事前準備 

①対象者選定  
a.事前に A 市，B 社，C 校の保健師及び教諭へ

本研究の趣旨を説明し，フォーカスグループ

インタビューへの協力依頼をした。  
b.その際，パンフ「関係機関へのフォーカスグ

ループインタビューの協力のお願い」を活用

した。  
c.保健師及び教諭が，パンフ「参加者の皆様へ

のお願い」を用いて参加者を募った。  
d.フォーカスグループインタビューの趣旨を理

解し，同意の得られた者を対象者とした（同

意書提出）。    
②スタッフ用資料として「子宮頸がん検診受診

率向上に関するフォーカスグループインタビ

ュー（FGI）の手引き」を各グループに合わせ

て作成した（資料：手引きの一部を抜粋）。    
 

2.2.2 フォーカスグループインタビューの実施 

①フォーカスグループインタビューの手引きに

基づき，司会者（執筆者）の進行により約 90
分間のデータ収集 11) を行った。  

②導入のために「自己紹介カード」及び「子宮

がん○×クイズ」を活用した。  
③司会者は，参加者が自由に発言し，かつ効率

よく討議が進むよう時間配分に留意した。  
 

2.2.3 発言内容の録音     

参加者の承諾を得た上で，会話を 2 台の IC レ

コーダーに録音した。  
 

2.2.4 フォーカスグループインタビューの 

テーマ「子宮頸がん検診の受診率をアップさせ

るには！」 

インタビューの質問項目は次のとおりである。

①子宮頸がんに関する受診者の行動  
②子宮頸がんに関する未受診者の行動  
③子宮頸がん及び子宮頸がん検診に関する  

情報，啓発  
④子宮頸がん検診に関する社会環境整備  
 

2.2.5 発言内容をデータ化し逐語記録を作成 

発言内容を「フォーカスグループインタビュ

ー逐語記録と分析シート」に入力し電子データ

化した。 

 

2.2.6 データの整理と分析 

データ（発言内容）を整理し，分類表にそっ

て重要アイテム（意味のある項目）を抽出し，

重要カテゴリー（見出し）に体系化し，質的分

析 10) を行った。  
 

2.2.7 報告と公表    

グループ別の報告書を作成し各協力機関へ送

付した。全体の報告書を関係機関へ送付し当セ

ンターのホームページ上に公表した。  
 

2.2.8 倫理的配慮 

参加者には文書及び口頭にて，子宮頸がん検

診受診率向上のための意識調査を，フォーカス

グループインタビューの手法を用いて行うこと

を説明した。実施にあたりインタビュー内容を

録音し，それを逐語録にすることについて，ま

た，個人情報を保護するため氏名を表記しない

ことを約束し参加者の同意を得た。  
 

3. 結果   

結果は参加者の生の言葉をできるだけそのま

ま用いて記述する「記述分析法」とした。また，

複数意見や類似した言葉は統合して分析した。  
子宮頸がん検診の受診歴については，子育て

ママグループでは 7 名全員が受診有，会社員グ

ループでは受診有 4 名・無 3 名，大学生グルー
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プでは受診有 3 名・無 11 名であった。 

 

3.1 子宮頸がん検診に関する受診者の行動 

＊無料クーポン券による受診 

ママ：無料クーポン券でたまたまタイミングよ

く受けられた。ラッキーだった。  
ママ：5 歳毎の無料クーポン券をもっと増やし

ていけば，受診する人は徐々に増えていくと思

う。 
大学生：無料クーポン券が届きそれを利用して

受診した。（大学生では 8 人に届き，3 名が受

診した）。  
＊妊婦健診による受診   

ママ：子宮頸がん検診を初めて受けたのは 25 歳

（他には 26 歳，29 歳）で妊婦健診の時に受け

た。ついでにやった方がいいと医師が言うので

受けた。  
ママ：妊娠を望んだ時に産婦人科で受けて，そ

の後は妊婦健診で受けた。 
ママ：結婚をきっかけに受けた。妊娠をきっか

けに受けた。特に抵抗なかった。  
＊家族・友達等の勧め   

ママ：親や周りから受けた方がいいよ，と言わ

れて受けた。子どもはその時は親に見てもらっ

た。 
会社員：初めて受けたのは 2 年前。友達と婦人

科系の話になることがあって，二人で相談して

受けてみた。  
大学生：みんなが受けるなら受けた方がいいか

なと思う。自分だけだったら受けたい気持ちは

半々。  
＊定期検診，予防のため   

会社員：結婚してからは，子供が欲しいことも

あって産める身体でいたいなと思って，真面目

に定期的に受けている。最初の妊娠から定期的

に毎年受けている。  
会社員：検診の時期を忘れそうになるので最初

に受けたのが 7 月だったから，私は 7 月は検診

を受ける月間って自分で決めている。  
＊職場検診で   

会社員：前の会社では，検診車が来ていたので

集団検診で受けた。  
会社員：職場でみんなやるから私もやろうって，

感じ。  
会社員：検診の時になってしまえば覚悟が決ま

る。 
＊自覚症状で医療機関受診時   

会社員：23 歳の時に生理が急に多くなって不正

出血みたいな感じで，産婦人科を受診した。そ

の時に一緒に婦人科検診受けたほうがいいんじ

ゃないですかって，医師に言われて受けた。  
会社員：私は最初，婦人科系の不調があったの

で行くようになった。実際，受けるのにもあん

まり抵抗ない。何回も受けたので。  
 
3.2 子宮頸がん検診に関する未受診者の行動 

＊面倒くさい，億劫だから，何となく 

会社員：入社した直後は面倒くさくて行かなか

った。  
会社員・大学生：正直，面倒くさい（複数人が

同意見）。  
会社員：面倒くさがりだから，最初の一回をど

う受けるかがハードルとしてある。  
＊怖いから   

会社員・大学生：子宮がん検診って何をやられ

るかが分からない。だから行きたくない。ちょ

っと怖い。  
＊忙しいから   

会社員：忙しくて予定もわからない部署にいた

こともあるので・・。やらなきゃいけないんだ

ろうなと思いつつやってない。  
大学生：年末は学校が忙しくていけなかった。  
＊自分のスケジュールに合わない。タイミング

を逃した   

会社員：無料クーポン券がちょうど去年届いた。

1 年位の有効期限あったが，油断していて受け

られなかった。  
会社員・大学生：友達が行くなら自分も行こう

と思っていたが，タイミングがあわず行かなか

った。  
＊自分のことだと思わない   

会社員・大学生：自分のことだと思ってない，

というのにちょっと反省している。  
＊忘れてる   

会社員・大学生：30 歳の時に秋田市から無料ク

ーポン券をもらっているはずなんですけど，今，

E さんが言って初めて思い出したくらい。そう

いえばもらってたなという感じ。  
 
3.3 子宮頸がん及び子宮頸がん検診に関する 
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情報，啓発 

＊子宮頸がん検診の知識の有無，内容  
ママ・会社員：「まさか自分が！」という思い

がどこかにあって，どこか人ごとの気がしてい

る。 
会社員・大学生：「子宮頸がん検診は二十歳過

ぎてから！」っていう意識がなくて，今，話を

聞いていて二十歳からこんなに増えているのか

とびっくりした。  
会社員・大学生：ちゃんと受けなきゃいけない

んだよ，っていう情報が 20 歳代のうちに欲し

い。今まで公の場でそういう話を聞く機会がな

かった。  
会社員：最近やっと乳がんのコマーシャルとか

見るようになったけど，まだ子宮頸がんってあ

んまり見ない。触れにくい話題ではあるんでし

ょうけども子宮がん検診の情報をもっと知りた

い。 
会社員：乳がんの場合は，進行するとおっぱい

とらなきゃいけないみたいなイメージがあっ

て，やばい。子宮頸がんなら「私，別に子供い

らないから関係ないわ！」とかちょっと思った

りして。  
会社員：子宮頸がんって見えないし，軽く見て

しまう。  
大学生：実際かかった人から話を聞けると，リ

アルな感じで大変さとかの実感が持てると思

う。 
＊子宮頸がん検診の情報の有無，内容，提供 

方法 

ママ：プライベートな事だから，広報で「中学

生にワクチン接種するようになった」のを見て

それで終わり。人と話すような話題ではない。  
ママ：「早期発見で簡単に治せますよ」という

と，どうせかかっても簡単に治るんだと，軽く

考えて，逆効果でないか。 
ママ：確かに，早期発見で治ると言われると，

心配しないよなぁ。  
ママ：早く見つかれば治る，はなんとなく危機

感ないし，心配しないことにつながるのでない

か。 
ママ：ママさん達が行く所（例子育てサークル

等）にでも，市の検診受けた中から，何人見つ

かりましたという身近な情報を貼っておけば見

ると思う。ちょっと怖いんだけどね。  

会社員・大学生：何をされるのかと，どれくら

い時間がかかるのか。そういうことが分かれば，

ある程度予定も立てやすいし心の準備もでき

る。 
大学生：二十歳になったら検診を受ける事を知

らなかった。無料クーポン券で知った。  
会社員・大学生：検診で具体的にどういうこと

をするのかという資料はクーポン券には入って

こなかった。  
＊啓発・広報の方法，インターネット 

ママ：周りで子宮頸がん検診へ行く人がいる，

というクチコミの影響が大きい。  
ママ：気になる時にネットで調べる。ホームペ

ージで検索できるのが，若い人達には便利がい

い。 
会社員：「何月は何とか月間」，「この月は皆

さん，検診を受けましょう！」のようなアピー

ルをするのもいいかな，と思う。  
会社員：20 歳代だと声かけるのがかえって悪い

かなと思ったりして，私も遠慮してたなぁ今ま

で。（保健師）  
＊教育方法，子どもや親の意識，母子手帳 

ママ・会社員：親が子宮頸がん検診を受けさせ

るような態勢を作る。予防接種のように受けて

当たり前という態勢を作る。 
ママ・会社員：親子で一緒に受ける。大きくな

ったらお母さんと一緒に受ける。  
ママ：母子健康手帳に子宮頸がん検診の欄があ

れば意識は変わる。小さい頃からそういうもの

だ，と意識を高めるとありふれたことになる。

そうすることで 20 歳代になった時に，母子手帳

にあったなと，抵抗なく受けいれやすい。  
会社員：親は「検査はすぐ終わるし，受けるも

のだ」と，娘に強引にすり込んでおくのが大事。 
大学生：高校生だとその前に経験しちゃう人も

いるので，その前に知っておいた方がいいと思

う。 
＊自分のことだと思わない，関心ない 

会社員：子宮頸がんって言葉聞いたことあって

も，自分にも関わるんだって全然分かんなかっ

た。 
会社員・大学生：自分自身で子宮頸がんが分か

らず，まだそんなにがんというものに，ぴんと

きていない。身近な問題だととらえていない。  
大学生：自分から進んで受けたいって気持ちに
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はなってない。半強制的になら受けるかも。  
 
3.4 子宮頸がん検診に関する社会環境整備 

＊子宮頸がん検診の日程，時間   

ママ：自分で予約して医療機関に行くよりは，

市で決められた日に受ける方がいい。病院の予

約も意外に面倒だ。  
ママ：時間をかけずに地元で受けられるのもい

い。 
ママ：子宮頸がん検診を毎週でなくても土日ど

こかでやってくれたら，託児に預けなくても主

人に子どもを預けて検診を受けられる。  
ママ：検診時間の 12 時から 13 時は，子どもが

眠くなる時間帯なので困る。 
会社員・大学生：貴重な休みに検診に行くのも

嫌だなぁって感じ。  
会社員・大学生：検診の期間が長すぎると逆に，

「あとでもいいやっ！」となっちゃうので，「こ

の期間なら夜遅くまでとか，土日もやります」

とか期間限定であれば，帰りに行くとか朝ちょ

っと寄ってくとかできる。「サービス期間」的

な，そんな検診があればいい。  
大学生：できれば 18 時頃までやっていてもらえ

ると助かる。学生タイムみたいな検診があれば

いい。  
会社員・大学生：土日に，すぐ終わる検査のた

めに，わざわざ着替えて出かけたくないし。土

日よりは，平日遅くまでやっていて欲しい。  
＊子宮頸がん検診の会場，地区   

ママ：デパートだったら，家族で買物に行った

時に，主人に子どもを預けて検診を受けられる。 
ママ：「△△」がいい。遊ぶ所もあるし。しか

し，検診バスはちょっと離れた所においてほし

い，さすがに正面は嫌だなぁ。  
会社員：この職場の近辺には検診車を置くスペ

ースもあるし，「□□地区で子宮頸がん検診を，

何日から何日までやりますよ」というように増

やしたらどうか。   
会社員：B 社ひとつの会社のため，ということ

ではなく，近辺の会社の方々等を，広く対象と

したらどうか。  
＊託児，家族の協力   

ママ：託児があれば気軽に市の子宮頸がん検診

が受けられる。  
ママ：託児の予約の連絡をするのが煩わしい。

予約しないでパッと行って，パッと見てくれる

のがいい。  
ママ：託児とか受ける方の希望に配慮して，整

っているんだったら，身近な所（地元）で受け

られるメリットはある。  
ママ：託児付き検診なのはとても魅力です。  
ママ：夫の協力，大丈夫，あります。  
＊集団検診   

ママ：バスで受けた。医療機関に行く時間がと

れなかったから。おばちゃんばっかりだった。  
ママ：すっごく，浮いている。20 歳代，30 歳代

の若いお母さんたちは，数えるほどしかいなか

った。  
ママ：バスで受ける時，「20 歳代から 30 歳代

限定」というように，年代別で日にちが分かれ

ていれば，行きやすくなると思う。  
ママ：「子育て世代限定！」とか，いいかもね。 
ママ：確かに若い世代限定だと，雰囲気は良く，

行きやすくなるね。  
会社員：検診バスでも一人ずつ別々なのでいい。

前の会社でも検診車が来て受けていたので，別

に抵抗はない。  
会社員：会社員は集団検診がいいと思う。  
会社員：自分だけだと行かなきゃな，と思うの

と同時に面倒くさいなと思う。だから集団検診

がこの先あったら利用するだろう。  
会社員：職場や地域で検診を受けられる機会増

やしてもらえればいい。最初の１回目を集団で

やっちゃえば後は自分の好みで，集団に行った

り，個人で病院探して行ったりとか。最初の入

口が肝心でその後はいろんな形があっていいか

な。 
大学生：学校健診でみんなが受けるのだったら

自分もやる。受けやすいし。 
＊医療機関検診   

ママ：病院の予約が満杯で，ずっと先の予約に

なりそうだったので，目処がつかないのでやめ

た。 
ママ：出産した病院でずっと検診を受けている。

そこは予約もいらない。混んでいなければ 15 分

位で終わる。  
ママ：私はこれからも個人病院で受けるかな？

バスでの検診だと，ちゃっちゃっとやって終わ

り，という感じがするので，医療機関検診がい

いという感じがする。  
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会社員：自分で病院を探して自分で予約をして，

もし平日だったら会社にも言わなきゃいけない

し，かなりいろんなステップを踏まなきゃいけ

ない。だから面倒だ。  
＊産婦人科・医師   

ママ：産婦人科に行くというのは，若い人達に

は抵抗があると思う。結婚していない女性が産

婦人科にいくのは，勇気がいること。  
ママ：予防接種や子宮頸がんワクチンとセット

で，子宮頸がん検診も受けるようになればいい。 
ママ：婦人科と内科が一緒になっている病院が

もっと増えるといい。小さい時からかかってい

ると連れて行きやすいし，検診も受けやすい。  
ママ・会社員・大学生：先生が男性だというの

が嫌だ。女性のお医者さんがいるところがいい。 
ママ・会社員：私はいつも行っている所なので，

男性でもいい。初めて行く時は確かに抵抗ある

と思う。  
ママ・会社員：先生の性別じゃないのでうまい

先生に行った方がいいと思う。私も以前は性別

重視で絶対男の先生は嫌だったんですけど・・。 
＊検診料   

ママ：個人医で受けた時は 3～5 千円かかった。

去年は無料クーポン券がきたのでラッキーだっ

た。 
大学生：お金かからないのがいい。無料がいい

（大学生グループは全員）。 
＊無料クーポン券   

会社員：去年，25 歳で秋田市の無料クーポン券

がきたが，結局受診できなかったので，この思

いを絶対に伝えたいと思って今日参加した。  
会社員：すごい混んでて，無料クーポン券の締

め切り間際だったので，待ち時間もすごい長く

て，大変だった。  
会社員：なかなか都合が合わなくて，次次って

言っている間に，クーポン券の期限が終わって

しまった。  
会社員：無料クーポン券の期限は「誕生日から

前後 2 ヶ月」とか「もうちょっと期間短い方」

が，逆に行かなきゃっていう気になるのかなと

思った。  
会社員：無料クーポン券が送られてきて，二十

歳で受けなければいけないと知った。結構お金

かかるから，無料クーポン券で受けた方がいい

と思って受けた。  

＊受診しやすい（職場）環境，制度等 

会社員：この時間のこの場所に行ってください

って，会社側から言ってくれてると，受けなき

ゃという意識になる。  
会社員・大学生：強制的に，「この日に行きな

さい」とか「行こうよ」と言ってもらった方が

行くと思います。  
会社員：まず会社で検診をやっちゃうといい。

「皆で受けるぞ」という気持ちが高まる。  
会社員・大学生：自分では時間が確保しずらい

ので。会社（学校）のお膳立てというか，やっ

てもらえればいい。  
会社員：今，忙しい部署にいるので，貴重な土

日の休みを潰したくない。できれば出勤日に，

上司から「会社の方針として受けることになっ

てるから，その時間は行って来い。」と言われ

た方がいい。平日の検診の時間が確保されるの

であれば行きたい。  
会社員：働き盛りで忙しい人ばっかりなので，

会社の方でやってくれないと受けないでしま

う。ましてや小さい会社だと，検診ができない

と思う。県とかから働きかけをしてくれると，

会社の方でも気運が高まるのでないか。  
 

4.考察 

参加者から得られた内容を総合的に検討し主

な対策について考察した。 
4.1 集団検診及び医療機関検診の充実について 

「集団検診を受けたい」という希望が 3 グル

ープともに多かったことは意外な結果であっ

た。プライバシーが尊重される時代でありなが

ら，それよりも時間が優先され忙しい時代だか

らこそ身近な所で検診を受け，自分の時間を効

率的に使いたいという意識の現れと思われた。

河合らは，職場検診は子宮頸がん検診を受診す

るよい機会になっている。自分の健康管理とし

て受診する者も多く，健康への関心の高さが受

診行動を高める要因になっている 12) と報告し

ている。また，子宮頸がん検診の初受診や定期

受診を促すうえで，自治体や職域での検診の実

施は重要な役割を果たしていることが確認され

ており 13) ，今後は，地域，職場，学校等におけ

る集団検診並びに医療機関検診の充実を図り，

若い世代の女性が受診しやすい，時代に合わせ

た検診の社会環境を整えていくことが大切である。 
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以下に今回の研究から得られた具体的な対策

案を提示する。  
＊地域においては，  既存の検診を元に，子育

てママさん検診，若い女性限定検診，予約なし

託児付検診，遊びついで・買物ついで検診等の

ように，若い女性に配慮（ターゲットに）した

検診を工夫し，地元や身近で気軽に受けられる

メリットをアピールし，地域に密着した柔軟な

検診体制を整備していくことが望ましい。  
＊職場や学校においては，平日の集団検診の増

大や，経営者の意識を高め企業が自社の女性職

員の検診を勧奨する等，組織（職場，学校等）

全体の方針として受診を推奨することにより，

多くの女性が受けやすくなるような社会環境

を整えていくことが望ましい。  
＊医療機関検診においては，平日夜遅くまで検

診可能な医療機関の設定や，またその検診期間

の設定，仕事や学校帰りに気軽に受けられる

「仕事帰り検診」，「学生タイム検診」等，よ

り時代に合わせたサービスを盛り込み，受診者

の拡大を図ることが望ましい。  
 
4.2 啓発普及・広報の強化について 

子宮頸がん及び子宮頸がん検診について知

らないという人が会社員や大学生では多かっ

た。知らないから受けないという人も複数人

いた。このことは，子宮頸がんの知識や制度

を知らない人の方が受診行動に至っていない
12,14) ことと一致していた。また，今回の調査

では，早期からの健康教育をすることの重要

性について 3 グループが同様に述べていた。 

川本は，思春期の認識により，将来の検診行

動意向を生む可能性が示唆されることから，

子宮頸がんが自分に無関係な病気ではないこ

とをできるだけ早い段階で認識させるべきで

ある 15) と述べている。今後は，若い女性への

早期からの健康教育及び啓発普及，広報の強

化を図ることが大切である。 
具体的な対策案として  

＊母子健康手帳の活用や予防接種の機会を利

用して，本人と母親への啓発を早期から働きか

けていくことが大切である。 

＊中高校生や 20 歳代の思春期から青年期にか

けて，教育現場での情報提供や啓発する機会を

度々設けることが望ましい。 

＊結婚や妊娠時の医師等の勧めが受診につな

がっていることから，保健・医療従事者等の専

門家の協力により，子宮頸がんの情報提供及び

受診勧奨を行うことが大切である。  
＊子宮頸がん検診の内容，方法，所要時間等，

受診行動につながるより具体的な情報を提供

する。しかし，過剰な恐怖心や，逆に安易な考 
えを持たないような工夫も必要である。  
＊子宮頸がんを自分自身の問題としてとらえ  
られるよう，より身近な罹患データや情報を県

民の目に触れやすい場所に掲載する。かつ広報 
やホームページ，携帯電話等の様々な情報手段 
により，県民がより利用しやすい情報提供を心 
がけることが必要である。 
＊「若い女性も地元で検診を受けた」というク

チコミが検診受診に大きく影響するため，集団

検診を好印象につなげるための工夫や実績づ

くりが大切と思われる。  
 
4.3 無料クーポン券の継続と充実について 

無料クーポン券は子育てママ層では好評であ

るものの，会社員，大学生での利用は不十分で

あった。野口らは，検診無料券に受診場所の指

定や期限があることから無料券を使って受診で

きず諦めてしまう者も少なくない 16) と述べて

おり，このことは本研究でも同様に見られてい

た。また，無料券が配布されるだけでは認識は

まだ薄く定期的に注意喚起を行っていくことが

必要である 16) と報告しており，今後は無料クー

ポン券の確実な利用と健康意識を育む重要なツ

ールとして考えていくことも大切と思われる。  
具体的な対策案として  
＊県民の経済的負担を軽減するためにも無料ク

ーポン券は有意義であることをアピールし，今

後も無料クーポン券の継続と利用しやすいサー

ビスを工夫していくことが必要である。  
＊初めての検診が鍵を握ることから，20 歳から

30 歳代の若い女性が関心を示す具体的な情報を

無料クーポン券に盛り込み，確実な受診行動に

つなげていくことが大切である。  
＊「二十歳で検診を受ける！」ことを無料クー

ポン券で初めて知る人も多いことから，無料ク

ーポン券を検診受診につなげる意識醸成の一つ

のツールと考え，確実な利用につなげることが

大切である。  
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5.まとめ 

1．集団検診及び医療機関検診の充実を図り，若

い女性が受診しやすい，時代に合わせた検診

の社会環境を整えていくことが必要である。  
2．早期からの健康教育が重要であり，若い女性

が関心を持ち受診行動につながる啓発普及及

び広報の強化を，関係機関と連携をとり推進

していくことが大切である。 
3．無料クーポン券により健康意識の醸成を図る

とともに，確実な利用につなげることが大切

である。  
最後に，フォーカスグループインタビュー終

了後の大学生の感想から，木下 17) の報告にある

ように，参加者同士が意見を交わすことにより，

子宮頸がんや検診受診行動に対する新たな気づ

きや，考え方の変化があったことが分かった。

そして，今回の調査でもフォーカスグループイ

ンタビューへの参加そのものが，子宮頸がんを

理解し検診受診行動へ影響を及ぼす可能性があ

ることが示唆された。  
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資料 子宮頸がん検診受診率向上に関するフォーカスグループインタビュー（FGI）の手引き 
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感染症対策事業  

麻疹・風疹及び疑い例からの発疹性ウイルスの検出について 

 

安部真理子  斎藤博之  佐藤寛子  柴田ちひろ  村山力則  

                        
 2012 年は日本を含む WHO 西太平洋地域における麻疹排除目標年であった。そして，風疹では 2015
年までに 100 万対 10 例以下を制御目標としており，先天性風疹症候群（CRS）発生の予防を 100 万出

生当たり 10 例以下の達成を提言している。近年，麻疹の発生数は非常に少なくなってきているが，風

疹については 2013 年第 1 週から第 26 週までの全国の累積届出数が 11,991 名であり，2012 年と比較し

て 5 倍多くなっており CRS の届出数は 7 名となっている。秋田県では 2012 年から麻疹・風疹疑い例

について行政対応を行っており，保健所で患者の疫学調査を行い，当センターにおいてウイルス検査

を実施している。2012 年 4 月から 2013 年 6 月までの麻疹・風疹疑い例において，風疹ウイルスが 1
名から検出された。検出された風疹ウイルスの遺伝子型は IE 型であった。それ以外の麻疹・風疹疑い

例では他の発疹性ウイルスが多く検出され，HHV6，HHV7 が咽頭拭い液と尿から検出された。

1.はじめに           
 平成 24 年 12 月 14 日付けで厚生労働省から麻

疹に関する特定感染症予防指針の一部改正が各

都道府県に通知された 1)。改正された指針では，

平成 27 年度までに麻疹の排除を達成し，WHO
に要求されている麻疹排除の状態を維持するこ

とが目標となっており，現在では，それに近づ

きつつある。  
 一方，風疹は 2013 年 6 月現在の累積届出数が

昨年の 5 倍となっている 2)。風疹の流行にともな

って，妊婦が妊娠初期に感染することで胎児に感

染を起こす CRS の発生は避けなければならない
3)。近年の CRS 報告数は 2004 年が 10 名と最多で

あったが，その後 2012 年 2013 年と風疹が全国的

に流行した結果 2013 年の全国の報告数は 6 月現

在で 7 名となっている。  
 また，改正された上記指針の中で，届出・検査

・相談体制の充実が記載されており，「医師によ

る麻疹の届出にあたっては，可能な限り診断後

24 時間以内に臨床診断としての届出，血清 IgM
抗体検査等の血清抗体価の測定の実施及びウイ

ルス遺伝子検査用の検体の提出を求め，麻疹では

ないと判断された場合には，届出の変更や取下げ

を求めることとする。」としている。  
 また，麻疹・風疹ウイルスが検出されない場合

のその他の発疹性ウイルスの検査の実施につい

て明確な通知はないが，真の麻疹，風疹の鑑別診

断及び届出の補助的検査として求められること

が多いため，当センターでは独自に検査を実施し

ている。今回は 2012 年 4 月から 2013 年 6 月まで

に依頼された麻疹・風疹疑い例に対して実施した

ウイルス検査結果について報告する。  

 
2.方法 

2.1 対象 

2012 年 4 月から 2013 年 6 月までに県内 7 保健所

から麻疹疑いとして受付した 11 例，風疹疑いと

して受付した 8 例を対象とした。  
2.2 材料  
1 例につき，咽頭拭い液，血液，尿の 3 検体を原

則とした。1 例が咽頭拭い液と血液の 2 検体のみ，

1 例が回復期血清を加えた 4 検体である。 

2.3 検査方法 

上記検体から RNA を抽出し，麻疹及び風疹につ

い て は 病 原 体 検 出 マ ニ ュ ア ル 4,5) に よ る

RT-nested PCR 法で行った。その他の発疹性ウイ

ルスについては下記のウイルスを対象として，リ

アルタイム PCR 法により検査を行った 6)。  
 ・Human Herpesvirus 6（HHV6） 
 ・Human Herpesvirus 7（HHV7） 
 ・ヒトパルボウイルス B19 
 ・Epstein Barr virus （EBV）  
 ・Cytomegalovirus （CMV） 
 ・エンテロウイルス  
ペア血清については富士レビオ社の「セロデイア

－麻疹」を使用したゼラチン粒子凝集反応（PA）

法による検査を実施した。 
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3.検体情報及び検査結果  
3.1 麻疹疑い例における検体情報  

 麻疹疑い例における検体情報を表 1-1 に示し

た。2012 年の検査受付例数は 7 例で，月別では

5 月，6 月が各 1 例，7 月，8 月が各 2 例，9 月

が 1 例であった。2013 年は 4 例で 1 月，3 月が

各 1 例，5 月が 2 例であった。患者の年齢は，1
歳 1 ヶ月から 49 歳であった。性別は，男性 7 例，

女性 4 例であった。管轄保健所は，北秋田保健

所 1 例，秋田中央保健所 2 例，秋田市保健所 1
例，大仙保健所 3 例，由利本荘保健所 2 例，横

手保健所 2 例であった。11 例のうち臨床症状に

おいて，麻疹特有のコプリック斑が見られた事

例はなかった。6 例については，ワクチン歴が

あり，1 例はなし，不明は 4 例だった。  
 

表 1-1 麻疹疑い例における検体情報  

№ 依頼年月 
年齢

（歳） 
性別 保健所名 症 状 ワクチン歴 

1 2012 年 5 月 1.1 男 大仙 発熱，咳，湿疹，嘔吐，下痢 なし 

2 2012 年 6 月 22 男 大仙 発熱，結膜充血，発疹，倦怠感  不明 

3 2012 年 7 月 35 男 由利本荘  発熱，結膜充血，発疹  あり（回数不明） 

4 2012 年 7 月 1.4 女 大仙 発熱，咳，発疹  あり（1 回）  

5 2012 年 8 月 38 男 由利本荘  発熱，発疹，眼脂  あり（回数不明） 

6 2012 年 8 月 28 女 秋田市  発熱，鼻汁，発疹  不明 

7 2012 年 9 月 49 男 秋田中央  発熱，咳，発疹  不明 

8 2013 年 1 月 9 女 横手 発熱，発疹，下痢，目の充血 あり（2 回）  

9 2013 年 3 月 43 女 秋田中央  発疹，口腔粘膜疹  不明 

10 2013 年 5 月 17 男 北秋田  発熱，発疹  あり（2 回）  

11 2013 年 5 月 21 男 横手 発熱，発疹  あり（2 回）  

 

表 1-2 麻疹疑い例における検査結果 

№ 
麻疹ウイルス  その他のウイルス（風疹含む） 麻疹抗体価  

急性期/回復期  
コマーシャルラボ（ELISA 法） 

IgM / IgG ※※ 血液  尿  咽頭 血液 尿 咽頭 

1 －  －  － HHV6 HHV6/CMV CMV     

2 －  －  － － － －     

3 －  －  － EBV － －   IgM（＋）  

4 －  －  － － HHV6 －   IgM（＋）  

5 －  －  － － － － 1:512 / 1:512   

6 －  －  － － － －     

7 －  －   － HHV7 HHV6/HHV7 HHV7    

8 －   NT※ － HHV6 NT －     

9 －  －  － － － －   IgM（＋）IgG (＋）  

10 －  －  － － － －     

11 －  －  － － － HHV7     

 
※ NT：検体なし  ※※（＋）：基準値以上  
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3.2 麻疹疑い例における検査結果  
  麻疹疑い例における検査結果を表 1-2 に示し

た。依頼された 11 例すべてにおいて麻疹ウイ

ルスは検出されなかった。その他の発疹性ウイ

ルスでは，HHV6 が検出された例数が 4 例，

HHV7 が 2 例，CMV，EBV が各 1 例であった。

検体種類別では，血液において HHV6 は 2 検体，

HHV7 は 1 検体，EBV は 1 検体，合計 4 検体か

ら検出された。咽頭拭い液においては，CMV
は 1 検体，HHV7 は 2 検体，合計 3 検体から検

出された。尿においては，HHV6 が 3 検体 ,CMV
が 1 検体，HHV7 は 1 検体，合計 5 検体から検

出された。事例 5 については，麻疹及びその他

の発疹ウイルスも検出されず，追試験としてペ

ア血清による麻疹抗体価の測定を実施したが，

急性期，回復期共に 512 倍で抗体価の有意上昇

は確認されなかった。なお，依頼された 11 例  
のうち 3 例はコマーシャルラボによる検査結果

において麻疹 IgMと麻疹 IgGが陽性となっていた。 
 
3.3 風疹疑い例における検体情報 

  風疹疑い例における検体情報を表 2-1に示した。  
検査受付例数は 2012 年 3 月が 1 例，2013 年 4 
月が 2 例，5 月が 5 例だった。患者年齢は 5 歳か 
ら 54 歳であった。性別は，男性 6 例，女性 2 例 
であった。管轄保健所は，大館保健所 2 例，由利

本荘保健所 1 例，大仙保健所 1 例，横手保健所 4
例であった。臨床症状をみると，発熱，発疹，リ 

 
表 2-1 風疹疑い例における検体情報  

№ 依頼年月  年齢
（歳）  性別 保健所名  症状 ワクチン歴  

1 2013 年 3 月 15 男 大仙 不明 不明 

2 2013 年 4 月 5 男 横手 発疹 あり（回数不明）  

3 2013 年 4 月 15 男 横手 発疹，咳，のどの腫れ，微熱 あり（2 回）  

4 2013 年 5 月 27 女 大館 発熱，発疹  なし 

5 2013 年 5 月 54 男 大館 発熱，発疹，咳，鼻汁  なし 

6 2013 年 5 月 52 女 横手 発疹，発熱，リンパ節腫腫 不明 

7 2013 年 5 月 22 男 由利本荘  上肢発疹，充血，頸部リンパ節腫  あり（1 回）  

8 2013 年 5 月 21 男 横手 発熱，発疹  あり（2 回）  

 
表 2-2 風疹疑い例における検査結果 

№ 
風疹ウイルス  その他のウイルス(麻疹含む） コマーシャルラボ(ELISA 法） 

IgM / IgG ※ 血液  尿  咽頭 血液 尿 咽頭 

1 －   －  － － － HHV6/HHV7   

2 －  －  －  － － EBV   

3 －  －  －  － － HHV7 IgM(＋） 

4 －  －  －  － － HHV7   

5 －  －  －  － － －   

6 －  －  －  － HHV6 －   

7 ＋  ＋  ＋  － － HHV7   

8 －  －  －  － － HHV7   

 
※（＋）：基準値以上 
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ンパ節腫脹の典型的な症状を示していた事例は 2
例であった。また，ワクチン歴ありは 4 例，なし

が 2 例，不明が 2 例であった。 
 
3.4 風疹疑い例における検査結果 

 風疹疑い例における検査結果を表 2-2 に示し

た。風疹ウイルスが検出された事例は No.7 のみ

であった。その他のウイルスが検出された事例で

は，2 例が HHV6， 5 例が HHV7， 1 例が EBV
であった。検体種類別では，咽頭拭い液において

HHV6 が 1 検体，HHV7 が 5 検体，合計 6 検体か

ら検出された。事例 8 例のうち 1 例はコマーシャ

ルラボによる検査で風疹 IgM が陽性であった。 
 
3.5 風疹ウイルス検出例における遺伝子型  
 検出された事例 7 の風疹ウイルスの遺伝子配列

を Blast 検索した結果，RVi/kagawa.JPN/25.12 [1E]
（AB789704）とホモロジーが 99%一致した。 
 
4．考察 

 全国的に麻疹は排除目標を達成しつつあるが，

風疹は 2013 年 6 月末現在の累積届出数が 2012
年度と比較して 5 倍になっており，それにともな

う CRS の報告数も増加傾向にある。現行の風疹

患者の届出基準では，臨床診断のみで届出が可能

であり，検査診断も加えるかは医師の判断に委ね

られている。風疹では総報告数の 20%～30%が臨

床診断のみでの届出となっている 7)。  
 本県においては，風疹の届出は 2012 年 4 月か

ら 2013 年 6 月末まで 4 例あったが，当センター

に検査依頼された事例は 2 例のみで，1 例から風

疹ウイルスが検出された（事例 7）。他の 2 例に

ついては臨床診断及びコマーシャルラボの検査

結果による届出であった。幸いにも，この間に本

県において CRS の報告はない。当センターへの

麻疹・風疹疑い例の依頼時期は，麻疹は春季から

夏季であり，風疹では全例が春季であった。また，

患者の年齢は，麻疹，風疹ともに乳幼児から学生，

成人までの幅広い年齢層であった。男女比で麻疹

は男性 7 例，女性 4 例であった。風疹は，男性 6
例，女性 2 例であった。管轄保健所別では，特定

の保健所による偏りはみられなかった。また，臨

床症状では，麻疹疑い例で麻疹特有の症状を示し

た事例はなく，風疹疑い例のうち，風疹の典型的

症状を示した事例が 2 例あったが，このうち風疹

ウイルスが検出されたのは 1 例であった。ワクチ

ン歴をみると，麻疹・風疹ワクチン歴がある例が，

ワクチン歴なし及び不明を上回っていた。  
 ウイルス検査については，2012 年 4 月～2013
年 6 月の間に発生した麻疹疑い例 11 例 32 検体か

ら麻疹ウイルスは検出されず，風疹疑い 8 例 24
検体から風疹ウイルスが検出されたのは 1 例 3
検体であった。風疹ウイルスの遺伝子型は，中国，

東南アジアで多く検出されている型である 1E 型

であった。日本を含む環太平洋地域 29 の国のう

ち，5 ヶ国（カンボジア，パプアニューギニア，

ソロモン諸島，バヌアツ，ベトナム）では風疹含

有ワクチンが導入されておらず，このうち，ベト

ナムでは 2011 年に非常に大きな風疹の流行があ

った 8)。日本での風疹の流行の始まりはこのベト

ナム等の流行地域で感染した人が国内にウイル

スを持ち込んだことによるとみられている。現在

日本国内で流行している遺伝子型と同じく遺伝

子型 2B，1E 型が主流である。  
 今回当センターで風疹ウイルスが検出された

事例は保健所の調査によると，患者の行動範囲が

広かったことから二次感染が危惧されたが新た

な感染者の報告はなかった。また，この患者の咽

頭拭い液から HHV7 も検出されたが，免疫力が

低下している患者では HHV6 や HHV7 等のヘル

ペスウイルスが咽頭や血中から検出されること

は稀ではない 9)。この事例においても同様に

HHV7 は風疹感染を起因とする免疫力低下によ

る一過性の出現であると考えられた。この他の事

例でも HHV6 や HHV7 の検出数が麻疹では 5/11
例（45.5%），風疹では 6/8 例（75.0%）と多数で

あった。検体種類別では，咽頭拭い液及び尿から

の検出が多かった。麻疹，風疹疑い例の多くはヘ

ルペスウイルスの再活性による発疹と思われた。 
 平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金事業の

「麻疹流行の全国実態調査に関する研究」の報告

では，WHO が示す麻疹の診断基準においても検

査により麻疹以外の発疹性疾患が確認できれば

麻疹を否定することが可能であるとされている

が，各地方衛生研究所のアンケート結果では，そ

の他の発疹性ウイルスの検査結果の評価につい

ては異論があった。それは，HHV6，7 又はパル

ボウイルス B19 が検出されたとしても，これら

のウイルスは感染後の回復期にも体内に残存し

ている期間が長いため，病原体診断としてのその
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他の発疹性ウイルス検査の有用性には疑問が残

るとの意見であった 10)。しかし，当センターは，

麻疹，風疹ウイルスが不検出である場合，発疹の

要因を究明するため，他の発疹性ウイルスの検査

も実施している。こうした検査対応から様々な発

疹性ウイルスが検出されたが，今後は得られた検

査データの解釈，意義を明確にし，行政検査へ反

映する必要があると思われた。  
 
5．まとめ 

1．麻疹及び麻疹疑い例において麻疹ウイルスは   
検出されなかった。  

2．風疹及び風疹疑い例 1 例から風疹ウイルスが  
検出された。  

3．検出された風疹ウイルスの遺伝子型は 1E 型  
であった。  

4．麻疹及び風疹疑い例からのその他の発疹性ウ  
イルスの HHV6，7 が咽頭拭い液と尿から多  
く検出された。  

5．発疹性ウイルスの検出に際しては，解釈や意  
義についての明確な指針が望ましい。  
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厚生労働科学研究費補助金「食品中の病原ウイルスのリスク管理に関する研究」（平成 22～24 年度） 

 

自家調製したパンソルビン相当品による 
 

食品中のノロウイルス検出法の検討 

 

斎藤博之  東方美保＊1  岡智一郎＊2  片山和彦＊2  田中智之＊3  野田 衛＊4 

 

 これまでの研究において，ガンマグロブリン製剤を用いたパンソルビン・トラップ法の汎用プロトコ

ルが完成し，ノロウイルスでは 13 遺伝子型（GI/3，GI/4，GI/8，GI/9，GI/14，GII/2，GII/3，GII/4，GII/5，
GII/6，GII/12，GII/13，GII/18），サポウイルスでは 4 種類全ての型，他に A 型肝炎とアデノウイルス 41
型において有効であることを確認した（当センター年報第 7 号参照）。これにより，ガンマグロブリン製

剤を常用試薬として準備しておくことで，食品中の下痢症ウイルス検査が一通り可能となった。一方で，

本法の根幹を成す試薬であるパンソルビンが品薄・在庫切れで入手困難となる局面にしばしば遭遇した

ことから，その対応が必要となった。本研究では，パンソルビンの原材料である黄色ブドウ球菌を培養

して相当品を自家調製するプロトコルを構築した。その結果，市販品と同等以上の品質のものが得られ，

コスト面でも大幅に有利となった。 

１．はじめに 
 ウイルス性食中毒の対策として二枚貝の汚染

実態調査や，調理従事者への衛生教育等が進め

られてきている 1,2)。しかしながら，原因として

疑われる食品からのウイルス検出は，その作業

の困難さからこれまでほとんど検討されてこな

かったため，具体的な汚染ルートの解明に決め

手を欠いているのが実状である。原因物質とし

てはノロウイルス（NoV）が大部分を占めてい

るが，他にもサポウイルス（SaV）やアデノウ

イルス 41 型（Ad41）に代表される腸管系アデ

ノウイルスも含まれている。更に，2010 年 3 月

に我が国における A 型肝炎（HAV）感染者の報

告が急増するなど，食品中のウイルスを検出す

る方法の確立は急務となっている 3)。平成 19～
21 年度に実施された厚生労働科学研究費補助

金「食品中のウイルスの制御に関する研究」に

おいて，固形，液状，練り物，油物などの一般

的な食品から NoV を検出する手法としてパン

ソルビン・トラップ法（パントラ法）を開発し，

この問題を解決するための糸口を見出すことが

できた 4-13)。その際に各種ウイルスに対する抗

体の安定供給が課題となっていたが，平成 22
年度の本研究事業において，市販のガンマグロ

ブリン製剤を利用することで汎用化に成功した
14-18)。これまで NoV では 13 遺伝子型（GI/3， 

GI/4，GI/8，GI/9，GI/14，GII/2，GII/3，GII/4，
GII/5，GII/6，GII/12，GII/13，GII/18），SaV で

ヒトに感染する 4 種類全ての型，さらには

HAV と AdV41 について，ガンマグロブリン製

剤を用いたパントラ法が有効であることが確認

されている。パントラ法の汎用プロトコルが完

成したことから，実事例への適用も可能となっ

たが，本法の根幹を成す試薬であるパンソルビ

ン（ホルマリン固定された黄色ブドウ球菌）が

品薄・在庫切れで入手困難となる局面にしばし

ば遭遇した。そこで，本研究では原材料の黄色

ブドウ球菌を培養して市販試薬の相当品を自家

調製し，実用性について検討した。 
 
2. 方法 

2.1 研究材料 

 汚染実験に用いる食品として，市販されてい

るポテトサラダと焼きそばを用いた。また，検

出対象となるウイルスとして， NoV-GII/4
（AB293424）を含む糞便を用いた。 
2.2.2 ヒトプール血清 

  Kojin Bio 社より購入した。 
2.2.3 ガンマグロブリン（化血研） 

 15％筋注用医薬品を Alfresa Pharma 社より購

入した。 
 

*1 福井県衛生環境研究センター *2 国立感染症研究所 *3 堺市衛生研究所 
*4 国立医薬品食品衛生研究所 
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2.2.4 ガンマグロブリン（日本製薬） 

15％筋注用医薬品を Alfresa Pharma 社より購入

した。 
2.2.5 Bharglob 

 インド Bharat Serum and Vaccine Limited 社の

10％筋注用ガンマグロブリン製剤（血液ソース

は米国）。Advy Chemical 社より購入した。 
2.2.6 Gammagard 

 米国 Baxter 社の 5％静注用ガンマグロブリン

製剤。Alfresa Pharma 社より購入した。 
2.2.7 食品洗滌液 

 Tris-HCl (pH8.4) – 0.5M NaCl - 0.1% Tween20 
2.2.8 パンソルビン 

 黄色ブドウ球菌を熱処理してホルマリン固

定したものの懸濁液で，メルク社から購入した。 
2.2.9 フェノール系 RNA抽出キット 

 TRIzol-LS (invitrogen)を使用した。 
2.2.10 カラム方式の RNA抽出キット 

 QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen)を使用し

た。 
2.2.11 再懸濁液 

 2.2.12 の抽出キット添付の AVL 液を用いた。 
2.2.12 逆転写反応エンハンサー 

 RTmate（ニッポンジーン）を使用した。 
2.2.13 DNase I (RT Grade)  及 び RNase 

inhibitor 

 ニッポンジーンの製品を使用した。 
2.2.14 アミラーゼ 

 前処理用： 枯草菌由来 α-Amylase 粉末（和

光純薬）を使用した。 
 後処理用：α-Amylase Ultrapure（ニッポンジー

ン）を使用した。 
2.2.15 食品処理袋 

 サニスペックテストバッグ（アズワン）を使

用した。 
2.2.16黄色ブドウ球菌（Cowan I 株） 

理化学研究所バイオリソースセンターより提

供を受けた（JCM No.: 2179）。 
2.2.17抗生物質培地 3 

ベクトンディッキンソン社（カタログ番号 
224320）より購入した。 
2.2.18 Bacto Casitone 

ベクトンディッキンソン社（カタログ番号 
225930）より購入した。 
 

2.2.19 Bacto Yeast Extract 

ベクトンディッキンソン社（カタログ番号 
212750）より購入した。 

2.2.20 β-Glycerophosphate 

メルク社（カタログ番号 35675-50GM）より

購入した。 
2.2.21 Nicotinic Acid 

 メルク社（カタログ番号 481918-100GM）よ

り購入した。 
2.2.22 Nicotinamide 

メルク社（カタログ番号 481907）より購入し

た。 
2.2.23 Thiamine Hydrocholoride 

 メルク社（カタログ番号 5871）より購入した。 
2.3パンソルビン相当品の自家調製プロトコル 

 Kessler の方法 20)を参照したが，現在では入手

不可能な試薬については代替品を用いた。 
2.3.1 培地 

 「抗生物質培地 3」 52.5 g，「Bacto Casitone」 
15 g ， 「 Bacto Yeast Extract 」  7.5 g ，

「β-glycerophosphate」 7.5 g を蒸留水 3 L に溶

解し，121℃で 15 分間高圧滅菌した後冷却した。

別に「Nicotinic Acid」 0.1 g，「Nicotinamide」 0.1 
g，「Thiamine Hydrocholoride」 0.2 g を蒸留水

100 mL に溶解して，シリンジフィルターにて濾

過滅菌したものを 3 mL，上記の培地 3 L に添加

した。 
2.3.2 前培養 

 2.3.1 で調製した培地 5 mL を試験管に入れ，

黄色ブドウ球菌 Cowan I 株を接種したものを 2
本，37℃で一晩震盪培養した。 
2.3.3 本培養 

 三角フラスコに培地を 1 L 入れ，そこに前培

養液 5 mL を加えたものを 2 本（合計 2 L）調製

し，37℃フラン室内にてマグネティックスター

ラーで攪拌しながら 48 時間培養した。 
2.3.4 黄色ブドウ球菌の菌体処理 

 図 1 に示した手順に従って，菌体の回収・ホ

ルマリン固定・熱処理を行った。 
 
2.4 パンソルビン・トラップ法の全体の手順 

 基本的な操作の流れを図 2 に示した。なお，

ウイルスと抗体の反応性を確認するための試験

（表 1）では，超音波処理と α-Amyrase 前処理

は省略した。 
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2.5 ウイルスの検出 

 図 2 で得られた抽出液（60 μL）から 8.5 μL を

取り，DNaseⅠ及びα-Amylase Ultrapureを各1 μL，
RNase inhibitor を 0.25 μL ，5×逆転写 buffer （添

付）を 4 μL 加えた後，蒸留水で反応量を 15.5 μL
とし，37℃ 10 分，65℃ 5 分のインキュベーショ

ンを行った。その後，ウイルス特異的プライマー

（後述の Real-time PCR と同一のもの），dNTP，

RTmate，及び逆転写酵素を追加して cDNA を合成

した（反応容量 20 μL）。合成した cDNA 溶液を

5 μL 取り，Kageyama らの方法 21)による Real-time 
PCR によりウイルスを検出した。使用した機器は 
ロシュ製「LightCycler 350S」，及び「LightCycler 
480」で反応容量は 20 μL である。 
 
 

80℃ 5 分 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

PBS 100 mL, 懸濁 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

PBS 100 mL, 懸濁 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

1.5% ﾎﾙﾏﾘﾝ/PBS 100 mL 

室温 90 分, 攪拌 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

PBS 100 mL, 懸濁 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

PBS 100 mL, 懸濁 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

PBS 100 mL, 懸濁 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

PBS 100 mL 
 懸濁 

左上へ続く 

続き 

PBS 10 mL に懸濁し、 
15 mL チューブに移す。 

チューブの目盛から沈澱量を読み、16%に

なるように、0.1%アジ化ﾅﾄﾘｳﾑ添加 PBS に

懸濁する。 
 

完成。4℃で保存する。 

8,000×g, 10 分 

沈澱 

1,870×g, 10 分 

沈澱 

本培養 2 L 

図 1 パンソルビン相当品の自家調製手順 
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3. 結果 

3.1自家調製したパンソルビン相当品と市販品     

との比較 
パントラ法の根幹を成すパンソルビンのメーカ

ーはメルク社のみであるため，品薄や在庫切れに

よって入手困難となる局面にしばしば遭遇した。

また，将来的にメーカーの都合によって製造中止

となるリスクも考慮しておく必要があった。そこ

で，黄色ブドウ球菌を培養してホルマリン固定と 
熱処理を加えることで相当品を自家調製するプロ

トコルについて検討した。基本的な手順は Kessler
の文献 20)に記載があるが，現在では入手不可能な 

食品 10 g 

糞便遠心上清 
100 μL 

汚染させる 

洗滌液 50 mL （食品処理袋中で行う） 

1,870×g, 30 分 

上清 

抗体* 
パンソルビン** 

37℃15 分 静置 

1,870×g, 20 分 

沈澱 
再懸濁液 250 μL 

TRIzol-LS  750 μL 
クロロホルム 200 μL 

13,000×g, 15 分 

激しく震盪 

水層 

エタノール （水層の 0.8 倍量） 

QIAamp Viral RNA Mini Kit のカラムにアプライして RNA 抽出 
各ウイルス特異的プライマーにより cDNA を合成し、リアルタイム PCR 

超音波処理 15 分 

α-Amylase 粉末 0.125 g 

*抗体添加量 
ウサギ抗血清： 5 μL 

 ヒト血清： 500 μL 
 15% ｶﾞﾝﾏｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤： 50 μL 
 10% ｶﾞﾝﾏｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤： 75 μL 
  5% ｶﾞﾝﾏｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤： 150 μL 
 
**パンソルビン添加量 
 ウサギ抗血清の場合： 300 μL 
 その他の場合： 1.0 mL 

図 2 パンソルビン・トラップ法の操作手順 

秋田県健康環境センター年報　2012

－74－



 

 

培地もあるため同等の成分となるように市販品

を調合した。例えば，原法に記載のある

「Penassay Broth」は入手不可能であることから，

「抗生物質培地 3」（耐性試験の基礎培地）で

代用した。図 1 に示したプロトコルに従ってパ

ンソルビン相当品を自作したところ，図 3 に示

すとおり市販品と外見上は同一のものを得るこ

とができた。この自家調製品を用いて 2.51×106

コピーの NoV を含む洗滌液 50 mL からの回収

試験を行ったところ，ウサギ抗血清，ヒトプー

ル血清，各種ガンマグロブリン製剤のいずれを

添加した場合でも，市販品と同等以上の回収率

が得られた（表 1）。また，2L の培養スケール

におけるパンソルビン相当品の収量は約 20 mL 
（20 検体分）であった。 
 
3.2自家調製したパンソルビン相当品を用いた   

食品からの NoV の回収 

  NoV で汚染させたポテトサラダと焼きそば

から，自家調製したパンソルビン相当品を用い

てウイルス検出を試みた結果を図 4Aと図 4Bに

示した。ポテトサラダにおける回収率はウサギ

抗血清を添加した場合で，55.2%，Gammagard
を添加した場合で 22.9%であった。同様に焼き

そばにおける回収率は，それぞれ 71.7%と 31.8%
であった。 

  

 

ウイルスの回収率 

添加抗体 市販品（％） 自家調製品（％） 
相対比 

（自家調製品／市販品） 
ウサギ抗血清 56 94 1.7 

ヒトプール血清 12 40 3.3 

ガンマグロブリン「化血研」 16 39 2.4 
ガンマグロブリン「日本製薬」 19 41 2.2 
Bharglob (BSV Ltd.) 17 43 2.5 
Gammagard (Baxter) 19 57 3.1 

左：市販品 
右：自家調製品 

左：市販品（チューブ統一） 
右：自家調製品 

図 3 パンソルビン市販品と自家調製品の外見比較 

表 1 パンソルビン市販品と自家調製品を用いた場合の回収率の比較 
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4. 考察 

本研究事業を進める過程において，パンソルビ

ンが品薄・在庫切れの理由によって入手困難とな

る局面にしばしば遭遇した。また，この試薬はメ

ルク社１社でのみ製造・販売されているため，将

来的にメーカーの都合で製造中止となる可能性も

否定できず，あらかじめ対応策を準備しておく必

要があった。そこで，黄色ブドウ球菌を培養して

菌体を回収し，ホルマリン固定と熱処理を加えて

相当品を自家調製するプロトコルについて検討し

た。黄色ブドウ球菌は株によって，プロテイン A
を産生しないか，含有量の非常に少ないものも存

在するため，プロテイン A の生産用として確立し

ている Cowan I 株を用いた。図 1 に示すプロトコ

ルにてパンソルビン相当品を自家調製したところ，

外見上，市販品と全く同一のものを得ることがで

きた（図 3）。また，表 1 に示したとおり，パント

ラ法に使用した場合の回収率は市販品と同等以上

ポテトサラダ 

NoV-GII/4 糞便ｵﾘｼﾞﾅﾙ 
ウサギ抗血清添加 
（回収率: 55.2%） 

Gammagard添加 
（回収率: 25.9%） 

抗体無添加 

DW 

焼きそば 

NoV-GII/4 糞便ｵﾘｼﾞﾅﾙ 

ウサギ抗血清添加 
（回収率: 71.7%） 

Gammagard添加 
（回収率: 31.8%） 

抗体無添加 

DW 

図 4A 自家調製したパンソルビン相当品を用いたポテトサラダからの NoV回収 

図 4B 自家調製したパンソルビン相当品を用いた焼きそばからの NoV 回収 
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であることが証明された。実際の食品検体を用い

た回収試験では，ウサギ抗血清と Gammagard とも

に良好な増幅曲線が認められた（図 4A，図 4B）。
回収率の数値としてはウサギ抗血清を添加したも

のの方が高いが，ガンマグロブリン製剤の汎用性

はそれを上回るメリットを有していることはすで

に確認されている 14-18)。また，防腐剤であるアジ

化ナトリウム存在下で 1 年間は保存可能であるた

め，時間的余裕のある時季（流行期外）に大量に

調整しておくことで，在庫切れ等の問題に対応す

ることができると考えられる。さらに，市販品の

パンソルビンを用いると食品 1 検体あたり約

1,500 円が必要であるが，自家調製することで数十

円にまでコストを圧縮することができるため費用

対効果の面でも有利である。また，実際の事例に

適用する場合に備えて食品衛生検査指針への収載

が予定されている。 
 

5. まとめ 

パントラ法の根幹となる試薬であるパンソルビ

ンの品薄・在庫切れ・将来的な製造中止のリスク

に対応するため，各試験研究機関で相当品を自家

調製するプロトコルを構築した。自家調製された

相当品をパントラ法に用いたところ，市販品と同

等以上の回収率が得られ，十分に実用に耐えるも

のと考えられた。また，市販品では一検体当たり

1,500 円のコストを要していたが，自家調製するこ

とで数十円まで圧縮できることから経費節減に役

立つものと考えられた。 
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廃水処理施設における 1,4-ジオキサン最適処理条件の検討（平成 23～24 年度） 

 
1,4-ジオキサンを含む埋立処分場地下水等の 

 
効率的な処理に関する検討 

 

 小林貴司  菅原 剛  小川千春  八柳 潤 

 

 

 埋立処分場跡地の地下水等に含まれる 1,4-ジオキサンを効率的に処理するための検討を行っ

た。水に無制限に溶解し，難分解性である 1.4-ジオキサンは，一般的な廃水処理施設では，除去

できないとされていたが，この埋立処分場跡地の廃水処理施設では，冬季を除き，効率よく処理

されていた。除去されている工程は，好気条件での生物処理工程であり，1,4-ジオキサン分解菌

が存在していると考えられた。より効率的に 1.4-ジオキサンを処理する対策として，高濃度地点

と低濃度地点の地下水等を区別して処理施設へ流入させたこと，冬季も水温を維持できるように

加温設備を整備したことにより，3 か所すべての水処理施設において，一年を通じて排水基準を満

たす処理が可能となった。 
 

1. はじめに 

 平成 21 年 11 月に公共用水域及び地下水の水

質環境基準項目として，平成 24 年 5 月に排水基

準項目として 1,4-ジオキサンが追加された 1～3）。

1,4-ジオキサンは，環境中で難分解性であり，水

にも溶剤にも無制限に溶解する 4）ため，一般的

な廃水処理施設では処理できない 5,6）とされて

いたが，県内の埋立処分場跡地の廃水処理施設

において，一般的な処理工程にも関わらず効率

よく 1,4-ジオキサンが処理されていることがわ

かってきた 7）。  
 この埋立処分場跡地は，昭和 62 年頃からベン

ゼンやトリクロロエチレン等の VOC（揮発性有

機化合物）による高濃度汚染が確認されていた

敷地である。そのため県では，敷地を深さ 10～
20 ｍの鉛直遮水壁で囲むことで汚染物質の場

外への拡散を防止し，汚染地下水を汲み上げ 3
か所の水処理施設により処理することで汚染区

域を浄化する対策を講じてきた。その結果，VOC
については，地下水や敷地外への滲出水の汚染

は徐々に改善されており，一定の成果を上げて

いる状況であった。しかし，新たな規制物質で

ある 1,4-ジオキサンについて汚染状況を調査し

たところ，地下水に 1～20 mg/L 程度含有してい

ることが判明したため，浄化対策の見直しが必

要となり，1,4-ジオキサンの適正な処理の実現を

目指している。  

本報では，この埋立処分場跡地からの 1,4-ジ
オキサン含有地下水等を適切に処理するため，

県が講じた対策とその結果について報告する。  
 

2. 方法 

2.1 埋立処分場跡地水処理施設の概要と 1,4-ジ

オキサン対策としての取り組み 

埋立処分場跡地の地下水及び滲出水は，場内

3 か所に設置されている水処理施設で浄化処理

され，市の下水処理場へと排水される。3 か所

の水処理施設 A，B，C それぞれの処理工程を図

1 に示す。3 つの施設で共通しているのは，VOC 
の除去を目的とした揮散による処理，沈殿処

理，砂ろ過，活性炭吸着処理の工程である。異

 

図 1 水処理施設の処理工程 
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なる工程は生物処理の工程であり，A（活性汚

泥法），B（脱窒－硝化），C（生物処理無し）

となっている。  
1,4-ジオキサンを適切に処理するために県が

現在までに講じた対策は，次の 3 つである。  
① 1,4-ジオキサン高濃度地点と低濃度地点

の地下水等を区別し，水処理施設への流

入配管を変更  
② B 施設の水温調節ヒーターを冬季に連続

運転し，水温を調節  
③ A 施設への水温調節ヒーター新設  
これら 3 つの対策による処理状況の変化を確

認するため，水処理施設への流入水及び処理水

中の 1,4-ジオキサン濃度を継続的に調査した。 

 

2.2 場内の配管流路の変更 

各水処理施設で 1,4-ジオキサンの処理能力が

大きく異なるため，敷地内の 1,4-ジオキサン高

濃度地点と低濃度地点の分布を整理し，高濃度

地点の地下水等は B 施設へ，低濃度地点の地下

水等は C 施設へ流入するように配管流路の変更

を行った。  
 

2.3 冬季の流入水加温による効果 

A，B 施設では 1,4-ジオキサンが処理されてい

るが，水温が低下する冬季には，まったく処理

できなくなる。そこで，B 施設の水温調節ヒー

ターを作動し水温を上げ，処理能力の変化を確

認した。  
 

2.4 各処理工程での 1,4-ジオキサン濃度の調査 

1,4-ジオキサンが処理されている A，B 施設内

での濃度推移を把握するために，各処理工程毎

の 1,4-ジオキサン濃度を調査した。調査は，平

成 22 年 10 月と平成 23 年 1 月に行った。調査時

の流入水温度は，10 月（A：19.5℃，B：21℃），

1 月（A：5.5℃，B：3.2℃）であった。  
 

2.5 分析方法 

水試料の分析には，ヘッドスペースオートサ

ンプラーTurboMatrix HS-40（パーキンエルマー）

を使用し，キャピラリーカラム DB-624（J &W）

を取り付けたガスクロマトグラフ質量分析計

GCMS-QP5000（島津製作所）により測定を行っ

た。測定試料は 22 ml バイアルに試料水 10 mL
と塩化ナトリウム 3.0 g 及び内標準液として 4-
ブロモフルオロベンゼンを入れ，アルミキャッ

プで密封することで調製した。表 1 に測定条件

を示す 8,9）。  
 

表 1 ヘッドスペース－GC/MS 測定条件 

ヘッドスペースオートサンプラー　TurboMatrix HS-40

気液平衡温度 60 ℃
気液平衡時間 30 min
ニードル温度 120 ℃
トランスファーライン温度 120 ℃
加圧時間 3 min
インジェクション時間 0.15 min

ガスクロマトグラフ質量分析計　GCMS-QP2010

キャリアーガス He　120kPa
カラム DB-624　60ｍ×0.32mm　1.8μm
カラム温度 40℃(1min)－10℃/min－200℃(10min)

 
 

3. 結果及び考察 

3.1 水処理施設での 1,4-ジオキサン処理状況 

 表 2 に平成 19 年 11 月から平成 25 年 2 月まで

の各水処理施設流入水及び処理水中 1,4-ジオキ

サン濃度測定結果を示す。表中にはその他の情

報として，1,4-ジオキサン除去率，生物処理槽（好

気）の水温，そして各施設での 1 日当たりの処

理水量を示した。生物処理槽（好気）の水温は，

A 施設（接触ばっ気槽），B 施設（硝化槽）の

水温である。また，3 施設の処理水は 1 か所に

集められ，混合した後に下水道へと放流されて

いる。3 施設へ流入する 1,4-ジオキサン濃度は 1 
～7.6  mg/L の範囲であり，1 年を通じて比較的

同じ濃度域で施設へと流入している。  
平成 22 年 7 月以前の 1,4-ジオキサン除去率を

見ると，A,B 施設では冬季を除くと 90％程度と

効率よく除去されており，C 施設では除去率 0
～30％とほとんど除去されていない状況であっ

た。A,B 施設と C 施設で異なる点は，生物処理

工程の有無であり，この工程で 1,4-ジオキサン

が除去されていると考えられた。  
  
3.2 C 施設流入水の配管流路変更の効果  
 平成 22 年 7 月 28 日，低濃度地点の廃水だけ

が C 施設へと流入するように流路を変更した。

それ以後，C 施設での流入水中 1,4-ジオキサン

濃度は，ほぼ排水基準（0.5 mg/L）以下の濃度で  
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推移している。1,4-ジオキサン高濃度地点の廃水

は B 施設へと流入させたため，3 施設処理水の

合計である下水道放流水の濃度は，冬季を除く

と排水基準を満たすように改善することができた。 
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図 2 生物処理槽の水温と 1,4-ジオキサン除去率の関係 

 
3.3 冬季の B 施設流入水加温による効果  
 平成 22 年 2 月 4 日の B 施設での 1,4-ジオキサ

ン除去率は 8％であり，冬季に水温が低下する  
と除去率は顕著に低下していた。そこで，2 月 4
日から 2 月 9 日までの間，試験的に B 施設の水

温調ヒーターを作動させた。2 月 9 日には水温

16℃まで上昇したが，1,4-ジオキサン除去率は

23％とそれほど変化は見られなかった。5 日間

程度の加温では効果がほとんど無いことから，

水温上昇に伴う揮発による減少の割合は少ない

と考えられる。その後，1,4-ジオキサンを分解す

る菌についての知見がいくつか報告されている
10～13）ことがわかり，ラボでの培養試験等を経

て，この水処理施設においても 1,4-ジオキサン

分解菌が存在している可能性は非常に高くなっ

た。 
そこで，水温の低下により分解菌が活動を休

止しないように，冬が近づき水温が低下し始め

る平成 22 年 11 月 20 日から継続的に水温ヒータ

ーを作動させた。水温を維持すると順調に 1,4-
ジオキサンは処理されており，B 施設では冬季

間も排水基準を満たすことができるようになっ

た。 図 2 に A,B 施設の生物処理槽の水温と 1,4-
ジオキサン除去率の関係を示す。水温が 13～15
℃を下回ると顕著に除去率が低下する傾向であ

った。一年を通じて適切に 1,4-ジオキサンを処

理するために，水温は 15℃以上に保つ必要があ

ると考えられる。  
 
3.4 各処理工程での 1,4-ジオキサン濃度推移  
 図 3 に A，B 施設における各処理工程毎での

1,4-ジオキサン濃度推移を示す。Ａ施設 10 月の

結果を見ると，1,4-ジオキサン濃度は VOC 除去，

凝集沈殿の工程でまったく減少せず，接触ばっ

気の工程で急激に減少していた。そして，その

後の沈殿，砂ろ過，活性炭処理の工程では，ま

ったく減少していないことから，生物処理工程

でのみ除去されていることがわかる。一方，冬

季の A 施設 1 月の結果では，全工程を経てもほ

とんど減少はしていない。 
 B 施設の場合は，冬季も加温しているため，

10 月と 1 月の濃度推移はほぼ同じ傾向であっ

た。VOC 除去，凝集沈殿の工程でまったく減少

していないのは A 施設と同様で，次の脱窒槽（嫌

気）で約 1/2 に，そしてその次の硝化槽（好気）

で約 1/10 の濃度まで減少している。一見すると

嫌気条件においても除去されているように見え

るが，硝化槽 3 から脱窒槽 1 へ常時 1/2 量の処

理水が返送されていることから，1,4-ジオキサン

の除去は好気条件の生物処理工程でのみ進行し

ていると考えられる。その他にも B 施設の硝化

槽の後に，再ばっ気の工程があり，ブロワーの

ばっ気により好気条件となっているが，ここで

は 1,4-ジオキサンはまったく除去されていなか

った。  
 
3.5 A 施設での 1,4-ジオキサン処理状況  
 A 施設には加温設備が無いため，水温は外気

温に左右され，1,4-ジオキサンの除去が確認され

るのは，5 月上旬頃からであった。ところが，

平成 24 年 4 月から 6 月には，水温が 25℃にな

っても除去されていない時期があった。結果と
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して，活性が落ちた原因はブロワーからの通気

量不足によるものと考えられたが，いくつかの

検討により，短期間で活性を高めるにはリン酸

の添加が非常に効果的であることがわかってい

る。平成 24 年 11 月から平成 25 年 1 月の期間は，

加温設備の設置のために運転を停止していた

が，2 月 7 日から運転を再開している。2 月 12
日の除去率は 93％であり，今後，A 施設におい

ても，一年を通じて 1,4-ジオキサンが処理でき

るようになった。  
 

4. まとめ 
 VOCs 汚染地域として浄化対策を講じていた

埋立処分場跡地地下水等から，難分解性の 1,4-
ジオキサンが検出された。一般的な廃水処理施

設では，除去が困難とされている 1,4-ジオキサ

ンだが，この埋立処分場跡地の廃水処理施設の

生物処理工程では，特異的に効率よく処理され

ていることがわかった。1,4-ジオキサンを適切に

処理する対策として，C 施設へ流入していた 1,4-
ジオキサン高濃度廃水を B 施設へ流入するよう

に配管変更したこと，冬季でも処理が可能なよ

うに A，B 施設の加温設備を運転，新設したこ

とにより，3 か所すべての水処理施設において，

一年を通じて排水基準を満たす処理が可能とな

った。  
 今回の検討を通して，水温以外にも処理能力

を維持するための条件について知見が得られて

おり，円滑な施設運転のため，より最適な処理

条件の提示を目指している。また，水処理の安

 

図 3 各水処理工程毎での 1,4-ジオキサン濃度の推移 
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定化と不測の事態への対応のため，1,4-ジオキサ

ン分解菌の単離，培養，保存条件の検討を行う

予定である。  
 更に，1,4-ジオキサン対策として促進酸化施設

の導入も計画されており，より確実な 1,4-ジオ

キサン処理体制が構築されると考えている。  
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環境放射能測定事業 

東日本大震災後の秋田県における環境放射能調査 

 
玉田将文  菅原 剛 

 
 
 福島第一原子力発電所事故（以降，原発事故）による秋田県内への放射能の影響を把握するため，

当センターでは県内の空間放射線量率の監視体制を強化し，雨やちりなどの降下物，水道水，及び環

境試料等に含まれる放射性物質を測定してきた。本調査の結果，福島第一原子力発電所事故前後で空

間放射線量率に大きな変化は確認されなかった。また当センター内で採取した定時降下物及び水道水

からは，事故直後に一時的に人工放射性核種が検出されたが，その濃度は微量であり，健康への影響

を問題にするレベルには至らなかった。環境試料に含まれる人工放射性核種は，ほとんど検出されず，

検出されたものでも国が定めた基準等と比較して十分低い値であった。さらに東日本大震災の復興支

援として，岩手県宮古市及び野田村の災害廃棄物広域処理に協力し，関連する環境試料の測定も実施

した。その結果，全ての試料で放射能濃度は各種基準値を下回っており，処理施設周辺環境への放射

性物質の拡散を懸念する必要はないと考えられる。 
 

1.はじめに 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平

洋沖地震及びそれに伴う巨大津波により，深刻

な原発事故が発生し，大量の人工放射性核種が

環境中に放出された。当センターでは昭和 30
年代から定期的に環境放射能調査を実施して

きたが 1)，今回の事故による県内への影響を把

握するため，放射能に係るモニタリング体制を

強化した。具体的には，空間放射線量率の監視

を強化したほか，当センターで採取した定時降

下物及び水道水の人工放射性核種を毎日測定

するとともに，食品試料 2)や環境試料について

調査を実施した。また，東日本大震災の復興支

援として，岩手県宮古市及び野田村の災害廃棄

物広域処理 3)に協力し，関連する環境試料の測

定も実施した。本稿では，平成 23 年 3 月から

平成 25 年 3 月までの当センターにおける環境

放射能調査結果について報告する。 
 
2.調査方法 

2.1 空間放射線量率 

 大気中の空間放射線量率の変化を把握する

ため，当センター屋上（秋田市千秋久保田町 6-6，
地上高 23 m，図 1）のモニタリングポスト（日

立アロカメディカル社製 MAR-22，図 2）によ

り，空間放射線量率を 24 時間連続測定し，そ

の結果を 1 時間毎に報告した。また，当センタ 

 

   
図 1 当センター屋上の 

モニタリングポスト検出器 

 
ー敷地内及び雄勝地域振興局福祉環境部敷地

内の地上 1 m において，NaI シンチレーション

サーベイメータ（日立アロカメディカル社製

TCS-171B，図 3）による空間放射線量率の測定

を行った。平成 23 年 6 月からは，当センター

敷地内（地上 1 m，50 cm 及び 1 cm）の空間放

射線量率を毎日午前 10 時に測定し，併せて結 
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果を報告した。平成 24 年 4 月からは，新モニ

タリングポストシステムを導入し，当センター

を含む県内 6 地点（鹿角，山本，秋田市，仙北，

由利，雄勝）にて測定を開始した。この測定デ

ータは 10 分毎に原子力規制庁のサーバへ自動

的に送信・集積され 4)，国及び秋田県のウェブ

サイト（図 4）にて公開されることで 5)，測定

結果を迅速に把握するとともに県民への情報

提供を速やかに行うことが可能となった。なお，

県内 6 地点の測定データは，当センター内の専

用サーバにも集積されており，そのサーバには

県庁内担当課からアクセス可能となっている。

また異常発生時には担当者へメールで連絡さ

れる体制が構築されているため，異常値観測時

等への対応を早急に行うことができる。 

 

 

2.2 環境試料概要 

 表 1 に，原発事故後の環境試料中の人工放射

性核種測定概要を示した。平成 24 年 3 月から

は，災害廃棄物関連の試料採取及び測定も実施

している。  
 

2.3 放射性核種分析 

  採取した試料は，ゲルマニウム半導体検出器

付きガンマ線スペクトロメーター（図 5）によ

り，原発事故由来の人工放射性核種の指標とな

る放射性ヨウ素（131I），放射性セシウム（134Cs
及び 137Cs）等を分析した。前処理操作は「緊急

時におけるガンマ線スペクトロメトリーのた

めの試料前処理法」 6)に，測定操作は「ゲルマ

ニウム半導体検出器によるガンマ線スペクト

ロメトリー」7)に準じた。 

 

図 2 モニタリングポスト計測器 

（日立アロカメディカル社製 MAR-22） 

 

図 3 エネルギー補償型 

NaI シンチレーションサーベイメータ 

（日立アロカメディカル社製 TCS-171B） 

図 4 秋田県空間放射線量測定結果 

公表ウェブサイト  

 
図 5 ゲルマニウム半導体検出器付き 

ガンマ線スペクトロメーター 1 号機 

（SEIKO EG&G 社製） 
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表１ 環境試料中の人工放射性核種測定概要（平成 23 年 3 月～平成 25 年 3 月） 

試料種類  測定数  測定容器  測定時間（秒）  備 考  
定時降下物   299 U-8 容器  21600 環境水準調査  
水道水   299 2L マリネリ容器  21600 環境水準調査  
プール・水浴場   34 2L マリネリ容器  3600, 7200  
河川水    4 U-8 容器  72000 環境水準調査, 100L 採水  
土壌   4 U-8 容器  21600, 72000 環境水準調査,  秋田市内土壌 

土壌  10 U-8 容器  3600, 21600 当センター敷地内土壌 2 検体含む, 
校庭等  

牧草  10 2L マリネリ容器  2000  
稲わら   13 2L マリネリ容器  1000, 2000 県外産 10 検体含む  
落葉   9 2L マリネリ容器  2000  
腐葉土    4 U-8 容器  1000 県外産製品  
水田土壌   25 U-8 容器  21600 県内 25 地点  
地下水・放流水   55 2L マリネリ容器  3600 

一般廃棄物・  
産業廃棄物関連  

汚泥  22 U-8 容器  2000 
土壌   8 U-8 容器  2000 
焼却灰   82 U-8 容器  2000 
地下水・放流水  210 2L マリネリ容器  3600 

災害廃棄物広域処理関連  

河川水   43 2L マリネリ容器  3600 
汚泥  52 U-8 容器  2000 
土壌 103 U-8 容器  2000 
底質  9 U-8 容器  2000 
焼却灰   22 U-8 容器  2000 
がれき等    5 2L マリネリ容器  1000, 2000, 3600 
 
3.結果 

3.1 空間放射線量率（環境水準調査） 

 図 6 に秋田市（当センター屋上）における空

間放射線量率の経日変化を示した。原発事故後

のモニタリングポストの空間放射線量率は，原

発事故前の測定値範囲内（0.022 ～0.086 Sv/h） 1)

にあり，原発事故前後で大きな変化は確認でき

なかった。また地上付近の空間放射線量率を測

定した結果，原発事故由来と考えられる異常値

は測定されず，モニタリングポスト測定値と地

上付近の測定値を比較しても，大きな違いは認

められなかった。  
 
 

3.2 定時降下物 

 原発事故の影響により地表付近に降下した

人工放射性核種を調査するため，当センター屋

上の降下物採取装置により，平成 23 年 3 月 19
日から 12 月 28 日にかけて 1 日分（前日 9 時か

ら当日 9 時まで）の雨・塵等の降下物を毎日採

取し，人工放射性核種を測定した。その結果， 
平成 23 年 3 月 21 日から 4 月 28 日にかけて，

原発事故由来の放射性ヨウ素及び放射性セシ

ウムが検出された（図 7）。検出された日はいず

れも雨天であるため，上空及び大気中の粒子に  
付着し浮遊していた人工放射性核種が，雨と共 
 
 

 
 

図 6 秋田市（当センター屋上）における空開放射線量率の推移（平成 23 年 1 月～12 月） 
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に降下したものと考えられる。放射性ヨウ素の

最大値は 89 Bq/m2，放射性セシウムの最大値は

170 Bq/m2であった。この値を空間放射線量（Sv）
に換算すると，平常時の 1/100 程度であるため，

放射線被曝量としてヒトへの健康影響を懸念

する必要はないと考えられる。なお同年 5 月以

降は，放射性ヨウ素及び放射性セシウムは検出

されなかった。

3.3 水道水

原発事故による飲料水への影響を調査する

ため，平成 23 年 3 月 18 日から 12 月 27 日まで

当センターの水道水（雄物川水系）を毎日採取

し，人工放射性核種を測定した。その結果，放

射性セシウムは検出されなかった。放射性ヨウ

素は 3 月 22 日から 4 月 1 日までの間で連続し

て検出され，原発事故の影響と考えられたが，

4 月 2 日以降は検出されなかった（図 8）。放射

性ヨウ素の最大値は，3 月 23 日の 2.0 Bq/kg で

あり，この値は，飲料水中の放射性ヨウ素の暫

定規制値であった 300 Bq/kg を大きく下回って

いる。平成 24 年以降は，月 1 回の採取・測定

を継続しているが，放射性ヨウ素及び放射性セ

シウムは検出されていない。

3.4 公立学校のプール水及び水浴場環境水

県内の公立学校 8 ヶ所のプール水及び水浴場

4 ヶ所の環境水における人工放射性核種の汚染

状況を把握するために，試料採取・測定を行っ

た。その結果，全ての試料から人工放射性核種

は検出されなかった。

3.5 河川水（環境水準調査）

秋田市旭川上流にて河川水 100 L を採取し，

人工放射性核種を測定した（図 9）。その結果，

原発事故以前の調査では殆ど検出されなかっ
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図 7 定時降下物中の人工放射性核種濃度の推移（平成 23年 3月～12月） 
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た放射性セシウムが，平成 23 年度調査では検

出されたが，平成 24 年度調査では不検出であ

った（図 10）。  
 
3.6 土壌（環境水準調査） 

 秋田市内の草地土壌試料（表層 0～5 cm, 下
層 5～20 cm，図 11）を採取し，人工放射性核

種を測定した。その結果，原発事故以前の調査

では殆ど検出されなかった 134Cs が，表層から

2.5～3.2 Bq/Kg の濃度で検出された（図 12）。  
 
3.7 土壌（校庭） 

 平成 23 年 10 月 28 日及び 11 月 1 日に，県内

公立学校 8 カ所の校庭土壌の試料採取及び人工

放射性核種を測定した。その結果，全ての試料

から人工放射性核種は検出されなかった。  
 
3.8 牧草 

 県内産牧草の安全性を確認するため，平成 23
年 5 月 14 日及び 6 月 17 日に，県内 5 カ所で採

取した牧草を測定した。放射性ヨウ素は 5 月の

調査では，県南部の湯沢市で 4.5 Bq/kg 検出され

た。放射性セシウムは全地点で微量に検出され 

たが，湯沢市では 5 月，6 月共に他の地点より

も高い値を示した。このことは，半減期が短い

放射性ヨウ素の検出及び 134Cs と 137Cs が約 1:1
の比率で検出されたことから，福島第一原発事

故の影響を反映していると考えられる 8, 9, 10, 11)。

ただし，検出値は牛用飼料として使用した場合

の暫定許容値 12)である 100 Bq/kg 以下であった。 
 
3.9 稲わら 

 県内産稲わら 3 検体（大館市，大潟村及び湯

沢市）及び県外産稲わら 10 検体中の人工放射

性核種を測定した。その結果，放射性セシウム

は，県内産では不検出であったが，県外産では 
134Cs は不検出～20000 Bq/Kg,137 Cs は不検出～

23000 Bq/Kg の濃度で検出した 13)。  
 また、稲わらから 1cm の距離における Nal シ
ンチレーションサーベイメータによる空間放

射線量率は，0.42 µSv/h であった。これら県外

産稲わらは，宮城県等で生産され原発事故によ

る影響を受けた後，秋田県内へ販売されたもの

である。なお，粗飼料の暫定許容値（300 Bq/Kg）
を超える稲わらについては，牛への給与自粛と

給与された飼育牛の出荷が自粛された。  
 

 

図 11 土壌の採取（環境水準調査） 
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図 9 河川水の採取（環境水準調査） 

 

図 10 河川水の測定結果（環境水準調査）  図 12 土壌の測定結果（環境水準調査） 
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3.10 落葉 

 県内山間部における人工放射性核種の沈着

量を把握するため，平成 23 年 11 月に県内山間

部 8 カ所及び秋田市郊外の秋田県森林技術セン

ターの広葉樹落葉を採取し，人工放射性核種を

測定した。その結果，5 地点で放射性セシウム

が 2.6～18 Bq/Kg の濃度で検出された。このう

ち県南部 3 地点において，比較的高い傾向を示

した。牧草と同様に 134Cs と 137Cs が約 1: 1 の比

率で検出されたことから，原発事故の影響を反

映していると考えられた。また，落葉採取時に

Nal シンチレーションサーベイメータにより，

山間部における 1 m 高さの空間放射線量率を測

定した結果，0.03 - 0.06  Sv /h であり，県内に

おける平常時の範囲内であった。  
 

3.11 腐葉土   
  平成 23 年 7 月下旬，県内で販売されている  
栃木県産腐葉土製品から比較的高い空間放射

線量率が検出されたとの県民からの通報を受

け 14)，腐葉土中の人工放射性核種を測定した。

その結果，490～9100 Bq/Kg の放射性セシウム

を検出した。134Cs と 137Cs が約 1:1 の比率で検

出されたことから，本製品は栃木県内で原発事

故による影響を受けたものと考えられる。なお，

これらの腐葉土については，販売が自粛された。 
 
3.12 水田土壌 

 平成 24 年 4 月～5 月にかけて，県内 25 地点

の水田土壌試料中の人工放射性核種を測定し

た。その結果，3.6～28 Bq/Kg の放射性セシウ

ムを検出した 15)。当センターでは，平成 4 年～

22 年にかけて秋田市内の表層土壌中 137 Cs 濃度

を測定しており，12～57 Bq/Kg の濃度であった。

今回の結果は，過去の測定値以下であり，原発

事故による影響は殆ど無いと考えられた。  
 
3.13 災害廃棄物受け入れに伴う環境調査 

 県内の可燃物焼却施設等及び廃棄物最終処

分場等周辺環境にて，各種環境試料を採取し

（図 13, 図 14），人工放射性核種を測定した。

その結果，放射性ヨウ素は全ての試料において

検出されなかった。放射性セシウムは，地下

水・放流水，土壌，底質及び焼却灰等試料で検

出されたが，いずれも各種基準値を大幅に下回

った。各媒体試料における検出濃度は，地下

水・放流水が 0.43～0.84 Bq/L ，土壌が 6.2 ～ 42 
Bq/Kg，底質が 5.9 Bq/Kg 及び焼却灰等が 8.1～
58 Bq/Kg であった 3)。  
 
4.まとめ  

  県内の空間放射線量率は，原発事故前後で大

きな変化は確認できなかった。定時降下物，水

道水及び環境試料を調査した結果，複数試料か

ら原発事故由来と考えられる人工放射性核種

が検出されたが，いずれもごく微量であり，ほ

とんどの検体から人工放射性核種は検出され

なかった。  
また災害廃棄物受け入れに伴う事前・事後調

査において，地下水・放流水，河川水，汚泥，

底質試料からは，人工放射性核種はほとんど検

出されなかった。土壌試料では放射性セシウム

が検出されたが，その濃度は事前調査時と同レ

ベルであることから，施設外部環境への放射性

セシウムの飛散を懸念する必要はないと推察

された。  
これらの結果から，原発事故による県内環境

への放射能の影響は，福島県及び隣接自治体と  
 

 
図 13 地下水の採取（災害廃棄物）  

 
図 14 焼却施設周辺土壌の採取（災害廃棄物）  
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比較して小さかったものと考えられる。放射能

の環境への影響は長期に及ぶことから，県民の

安全・安心を確保するため，今後も引き続き調

査を実施するとともに，速やかに測定結果等の

情報を提供していく予定である。  
 

参考文献 

 

1）珍田尚俊，柳田知子，松田恵理子(2009)秋田

   県における空開放射線量率の連続測定結果，

   秋田県健康環境センター年報，Vol5, p88-92. 
2）菅原剛，珍田尚俊，高橋知子，高嶋司，松

田恵理子 (2011) 福島第一原子力発電所事

故に伴う秋田県における放射能調査，秋田

県健康環境センター年報，Vol7, p91-95. 
3）秋田県生活環境部環境整備課（2012）災害

廃棄物の広域処理支援  
http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000
000000/1326263109418/index.html 

4）原子力規制庁（2012）放射線モニタリング

情報 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/index.html 
5）秋田県生活環境部環境管理課（2012）秋田

県空間放射線量測定結果公表ウェブサイト  
  http://common.pref.akita.lg.jp/rimonitoring/ind
   x.php 
6）文部科学省（1992）緊急時におけるガンマ

線スベクトロメトリーのための試料前処理

法,文部科学省測定シリーズ No.24 
7）文部科学省（1992）ゲルマニウム半導体検

出器によるガンマ線スベクトロメトリー, 
文部科学省測定シリーズ No.7 

8）河田燕，山田崇裕（2012）原子力事故によ

り放出された放射性セシウムの 134Cs/137Cs
の放射能比について，Isotope News，Vol5， 
p16-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9）小森昌史，小豆川勝見，野川憲夫，松尾基

之（2013）134Cs/137Cs 放射能比を指標とした

福島第一原子力発電所事故に由来する放射

性核種の放出原子炉別汚染評価，分析化学，

Vol62，No6，p475-483. 
10）東京電力（2011）プレスリリース 3 月 26

日福島第一原子力発電所付近の海水からの

放射性物質の検出について（第六報）.http://
www.tepco.co.jp/cc/press/11032602-j.html 

11）T.Watanabe, N.Tsuchiya, Y.Oura, M.Ebihara,
C.Inoue, N.Hirano, R.Yamada, S.Yamasaki, 
A.Okamoto, F.Nara and K.Nunohara (2012) 
Distribution of artificial radionuclides (110mA
g, 129mTe, 134Cs, 137Cs) in surface soils from
Miyagi Prefecture, northeast Japan, following
the 2011 Fukushima Dai-ichi nuclear power 
plant accident, Geochemical Journal, Vol. 46,
p279-285. 

12）農林水産省（2011）通知消安発第 2444 号，

生産第 3442 号，林政産第 99 号，水推第 418
号:放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資

材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につい

て，平成 23 年 8 月 1 日（平成 24 年 2 月 3
日，平成 24 年 3 月 23 日一部改正）  

13）秋田県農林水産部 畜産振興課（2011）肥

育牛農家への再調査結果について  
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1312
958849761/files/kekka.pdf 

14）秋田県生活環境部環境管理課（2011）栃木

県産腐葉土等からの放射性物質の検出につ

いて http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/
1313541715957/files/kannri.pdf 

15）秋田県農林水産部水田総合利用課（2012）
水田土壌の放射性物質の調査結果について  
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1369
877065895/index.html 
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1. 学会発表 

 

BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）を用

いた高血圧対策のための食パターン分析 

 
栗盛寿美子  

 
第 59 回日本栄養改善学会 

2012 年 9 月，愛知県  
 
 日本人の 3 大死因のうち，心疾患と脳血管疾

患には高血圧が大きな危険因子として関与して

いる。秋田県は高血圧症有病者の割合が高く，

「健康秋田 21 計画」では，平成 24 年度までに

高血圧症有病者を 10％以上減少（平成 18 年度

比）することを目標に掲げている。本調査では，

血圧と食パターンとの関連性を明らかにし，高

血圧予防のための食生活改善方法を検討するこ

とを目的に，BDHQ（簡易型自記式食事歴法質

問票： Brief-type self-administered Diet History 
Questionnaire）による食習慣調査を行い，解析し

た。調査は，平成 21 年度と 22 年度に実施した。 
平成 21 年度は，県内 11 事業所に勤務する 20～
80 歳代の男女 495 名，平成 22 年度は地域の特

定健診受診者 779 名の計 1,274 名を対象とした。 
本調査で，血圧「正常群」と「要指導群」では，

女性で食塩摂取量に有意な差が見られ，更に男

性では「主食」，女性では「副菜（野菜を主と

したおかず）」の摂取量に差が見られた。「食

塩摂取量」は，エネルギー摂取量との相関がみ

られるとの報告もあり，「要指導群」は「正常

群」に比べて BMI が有意に高いことからも，肥

満改善と減塩を合わせた食生活が高血圧対策に

有効であると推察された。しかし，頻度調査で

は高齢層が若年層に比べ食品の摂取頻度が高い

傾向にあり，「要指導群」と「正常群」に見ら

れた差は，年齢の差の影響を受けている部分も

あるものと思われた。BDHQ による調査は，対

象者の負担が少なく簡便に食事傾向を把握する

方法としては優れているものの，今回の調査か

ら高血圧に直接関連すると思われる食パターン

を見つけることには限界があった。  
 
 

牛レバー及び胆汁中の腸管出血性大腸菌 

汚染 

 
齊藤志保子  八柳 潤  品川邦汎*1 

 
第 103 回日本食品衛生学会 

2012 年 5 月，東京都  
  
 平成 23 年 4 月～5 月，焼き肉チェーン店で発

生した腸管出血性大腸（EHEC）集団事件を契機

に生食用食肉の規格基準が定められた。一方，

牛レバー刺などによる EHEC 食中毒も数多く報

告されており，その予防対策の確立が急がれて

いる。しかし，レバー（肝臓）の EHEC 汚染実

態については十分明らかにされていない状況で

ある。このことから全国 16 カ所の食肉衛生検査

所において，牛肝臓等における EHEC（O157 等），

大腸菌，大腸菌群の汚染状況調査を実施した。

同一牛から採取した糞便（173 検体，各 1 g ），

胆汁（186 検体，5 ml），肝臓内部（173 検体，

25 g ），肝臓表面（193 検体，>100 cm2 のふき

取り）の各検体を検査に供した。また胆汁（数

頭の大腸菌陰性胆汁のプール）中の EHEC O157
（2 株）と O26（1 株）の増殖性試験を実施した。 

その結果，牛肝臓内部 2 検体から EHEC O157
が分離され，胆汁 1 検体からも VT 遺伝子が検

出された。また，胆汁中で EHEC が十分増殖す

ることが明らかとなった。更に，肝臓内及び胆

汁からも大腸菌（群）が高率に検出された。こ

れらのことから，EHEC は腸管内から胆嚢（胆

管）を経由し，肝臓内を汚染する可能性が示唆

された。  
なお，本調査は，秋田市，山形県内陸，埼玉

県，さいたま市，東京都芝浦，神奈川県，静岡

県西部，岐阜県，大阪市，兵庫県,岡山市，鳥取

県，徳島県，愛媛県，大分県及び宮崎県都城食

肉衛生検査所の共同研究によって行なわれた。  
*1：岩手大学 
 
Virulence Traits of Shiga Toxin-producing 
Escherichia coli O121 

 
Yatsuyanagi, J., Konno, T., Takahashi, S., 
Kumagai, Y., Eriko Wada, Machiko Chiba, and 
Shioko Saito 
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8th International Symposyum on Shiga Toxin 
(Verocytotoxin) Producing Escherichia coli 
Infections (VTEC 2012), Amsterdam, The 
Netherland, 6-9 May, 2012. 
 

Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) 
O121 has been implicated in several outbreaks of 
diarrhea in Japan and is the only non-O157 STEC 
serotype to have been implicated in hemolytic 
uremic syndrome (HUS) in AKITA prefecture.   
The virulence characteristics, however, underlying 
the higher pathogenicity of this particular STEC 
serotype are still not fully understood.   In this 
study, we examined among the different serotypes 
the distribution of virulence-associated genes 
commonly associated with both HUS and epidemic 
disease, including stx, eaeA, norV, and genomic 
island (OI) -122 and OI-51 genes identified in 
STEC serotypes, such as STEC O157.  
Twenty-three STEC O121 isolates from diarrhea 
patients (13 diarrhea, 8 bloody diarrhea and 2 
HUS), 2 STEC O157 (stx-2+, stx-1-) isolates from 
HUS patients, STEC O157 EDL931, and 2 STEC 
O174 (OX3) isolates from asymptomatic carriers 
were employed.   stx, eaeA, norV, and genes 
comprising OI-122 and -51 were detected by PCR.   
stx-2 subtyping was performed by PCR-RFLP and 
sequencing.   Augmentation of Stx-2 production 
by mitomycin C induction was assessed by using 
commercially available RFLP kit (Denka Seiken 
Co.).   All of STEC O121 and HUS-associated 
STEC O157 isolates were positive for the stx2, 
eaeA, norV, and genes comprising OI-122, and 
OI-51.  STEC O157 EDL931 was also positive for 
all of these genes, but a deletion was found in its 
norV gene.   Two STEC O174 (OX3) isolates 
were also positive for the stx-2 and norV, but they 
were negative for the eaeA, OI-51, and 3 of 4 genes 
comprising OI-122 being examined.  Subtyping of 
the stx-2 gene revealed all of STEC O121 and 
STEC O157 ED931 possessed stx-2, while both of 
the 2 HUS-associated STEC O157 possessed both 
of stx-2 and stx-2c, and 2 STEC O174 possessed 
stx-2d and stx-2c, respectively.  Stx-2 production 
of STEC O121 was drastically augmented in most 

of the isolates by mitomycin C induction, ranging 
from 64 times to more than 32,768 times in RPLA 
titer comparison.   Stx-2 production by 2 HUS 
associated STEC O157 (both 128 times) and 2 
STEC O174 (64 and 512 times, respectively) was 
also augmented by mitomycin C induction, but to a 
lesser extent than most of STEC O121 isolates.   
Our present results suggest that STEC O121 strains 
share similar virulence gene distribution with STEC 
O157 strains.  It has been proposed that a high 
level of Stx-2 induction in response to mitomycin C 
is characteristics of isolates that cause HUS.   
Present results, thus, suggest that similar 
distribution of virulence-associated genes with 
STEC O157, and a high level augmentation of 
Stx-2 production induced by mitomycin C are 
involved in the higher pathogenicity of STEC 
O121, and that the different level of Stx-2 
augmentation by mitomycin C induction may be 
involved in strain to strain difference of virulence. 
 

秋田県における CTX-M 型 ESBL 産生菌分離状

況と，CAZ 耐性 CTX-M15 遺伝子保有株の侵淫

実態 

 
八柳 潤  

 
衛生微生物技術協議会第 33 回研究会  

2012 年 6 月，横浜市  
 
 基質特異性拡張型β -ラクタマーゼ（ESBL）
のうち，CTX-M 型 ESBL 産生菌の分離頻度が全

国的に増加している。今回は秋田県において  

2003 年 1 月から 2011 年 8 月までの CTX-M 型

ESBL の分離状況等について報告する。  
 2003 年 1 月 24 日から 2011 年 8 月 29 日まで

に秋田県内の医療機関から送付された 1,112 株

の ESBL 疑い株について TEM，SHV，CTX-M 遺

伝子を標的とする PCR を実施した。また，2010
年 9 月 13 日から 2011 年 8 月 1 日に同定した 181
株の CTX-M 遺伝子陽性株について，CTX-M1，
CTX-M2，CTX-M9 各グループの型別を実施し，

CTX-M1 グループの株についてはシークエンス

解析により CTX-M 遺伝子の型を決定した。  
 1,112 株の ESBL 疑い株のうち 816 株（73.4％）
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が CTX-M 型 ESBL 遺伝子陽性であった。その

411 株中 268 株（65.2%)が尿由来株であり，

CTX-M 型 ESBL 遺伝子陽性株が尿路感染に関与

する頻度が高いことが示された。また，21 株が

血液由来であり，CTX-M 型 ESBL 遺伝子陽性株

による重篤な感染症が発生していることも伺わ

れた。  
CTX-M 遺伝子陽性株 181 株のうち CTX-M9

グループが 69 株と最も多く，CTX-M2 グループ

が 68 株と続き，CTX-M1 グループが 36 株であ

った。CTX-M1 グループ 36 株のうち 35 株が

CTX-M15，1 株が CTX-M61 であった。CTX-M15
は D240G 変異により CAZ 加水分解能を獲得し

た CTX-M 型 ESBL であり，近年，ヨーロッパ等

において問題となっている。CTX-M15 型 ESBL
遺伝子保有株が秋田県内の医療機関に侵淫して

いることが示されたことから，今後，健常人に

おける侵淫実態調査，そして鶏肉などを対象と

した感染源調査が課題となる。  
 

食 中 毒 疑 い 事 例 検 査 で の 新 規 病 原 菌

Escherichia albertii の検出 

 
今野貴之  八柳潤  髙橋志保  熊谷優子  

和田恵理子  千葉真知子  齊藤志保子  
 

第 66 回日本細菌学会東北支部総会  
2012 年 8 月，仙台市  

 
Escherichia albertiiは，バングラデシュの小児

の下痢便から初めて分離され，2003年に新種と

して正式に発表された菌種である。2011年11月
に秋田県内における食中毒疑い事例発生に伴い

検査を実施したところ，対象とした食中毒原因

菌及びノロウイルスとは別に，この新規の下痢

原性病原菌とされるE. albertii（EC15062）を患

者1名より分離した。 
EC15062 は，各病原大腸菌の主要な病原因子

のうち eae のみ（＋）であり，当初，EPEC と

予想された。しかしながら，その生化学的性状

はインドール（＋），リジン（＋），運動性（－），

乳糖（－），キシロース（－）であり，大腸菌

と し て は 極 め て 非 定 型 的 性 状 で あ っ た 。

EC15062 の 16S rRNA 遺伝子は，E. albertii とし

て登録されている配列と 100%一致したものの，

多くの大腸菌の配列とも高い相同性を示し，

16S rRNA 遺伝子の相同性解析では同定できな

かった。次に，stx，eae に加えて，uidA，lysP，
mdh 及び cdtB の検出を PCR 法により行った。

EC15062 は，EPEC と同じく stx（－），eae（＋）

である一方，EPEC とは対照的に，大腸菌に特

徴的な uidA が（－），E. albertii 特異的に設計

された lysP と mdh が（＋）であり，また，E. 
albertii の病原因子の一つとして報告されてい

る cdtB に関しても（＋）であった。これらの結

果から，EC15062 を E. albertii と同定した。E. 
albertii は，通常の検査では見過ごされたり，違

う菌に同定される。今回，病原因子の探索に加

えて，uidA や lysP 及び mdh といった菌種特異

的若しくは菌種により多型性を持つ遺伝子の

PCR を併用することで E. albertii の同定が可能

であった。ただし，本事例において E. albertii
が検出された患者からはノロウイルスも検出さ

れており，病原性や臨床症状に対する本菌の関

与は不明であった。  
 

血液から分離されたインフルエンザ菌の 

莢膜型別及び薬剤耐性遺伝子の検出 

 
今野貴之  

 
第 61 回感染症学会東日本地方会  

2012 年 10 月，東京都 

 

インフルエンザ菌（Haemophilus influenzae）
は，1×0.3 μm ほどの多形性のグラム陰性桿菌で，

菌体の表面に莢膜と呼ばれる構造を持つ菌と持

たない菌が存在し，莢膜は血清学的に a～f の 6
型に分けられる。インフルエンザ菌は気管支炎，

肺炎，中耳炎，副鼻腔炎といった市中感染症の

起因菌となるが，特に莢膜 b 型（Hib）は小児の

細菌性髄膜炎等の侵襲性感染症の起因菌として

知られており，本菌による感染症の動向を把握

する上で莢膜の血清型を明らかにすることは極

めて重要である。また，本菌は β-ラクタマーゼ

の産生やペニシリン結合タンパク質（PBP）の

変異による薬剤耐性化が進行しており問題とな

っている。 
平成 24年 1月に秋田県内の医療機関において，

肺炎患者の血液からインフルエンザ菌が分離さ
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れた。分離株の莢膜の血清型を市販の抗血清及

びPCR法を用いて調査したところ，莢膜の型の

中でも比較的まれなe型であることを確認した。

更に，薬剤耐性に関与する遺伝子としてペニシ

リナーゼ（blaTEM，blaROB）及びPBPのアミノ酸

変異の検出をPCR法により行ったところ，分離

株はblaTEM，blaROBに関しては両者とも（－）で

あったがβ-lactamase-negative ampicillin-resistant 
H. influenzae (BLNAR) group IIIに該当するPBP
の変異が検出され，薬剤耐性菌と考えられた。 

e 型が分離される症例はまれであるが，その

臨床的な特徴は Hib と同様と考えられている。

また，BLNAR の場合，治療に難渋することが

多いため，本菌による感染症の動向については

莢膜の血清型のみではなく，薬剤耐性の状況も

併せて注視していくことが必要と思われる。  
 

子宮頸がん検診受診率向上を目指した若い

女性の意識に関するフォーカスグループイ

ンタビュー法を用いた検討 

 

田中貴子  村山力則  齋藤志保子 

 

第 10 回秋田県公衆衛生学会 
2012 年 10 月，秋田市 

 

子宮頸がん検診受診率向上を目指して，若い

女性の意識を把握する方法としてフォーカスグ

ループインタビュー法を用いて調査を行った。

対象は県内の20歳～30歳代（平均年齢26.0歳)の
女性28名で，子育てママグループ，会社員グル

ープ，大学生グループであった。 
今回の結果から，1.集団検診の更なる充実が

重要であり，若い女性が受診しやすい工夫や社

会環境を整えることが必要である。2.啓発普及

・広報の強化では，中高生の早い時期，あるい

は結婚や妊娠期を契機に，若い女性が関心を持

ち受診につながるような働きかけが必要であ

る。3.無料クーポン券の継続・充実では，確実

な活用とそれを意識の醸成の機会とする等が考

えられた。現代はプライバシーが尊重される時

代でありながら，3 グループともに集団検診を

望んでいることは意外な結果であった。しかし，

対象が異なるグループから同様の結果が得られ

たことは，より強く住民の意識を反映している

ことが示唆された。今後は既存の検診を今一度

見直し，若い女性に焦点をあてたサービスのあ

り方や工夫を検討し，実現に向けた取り組みを

していくことで，若い女性がより気軽に受診で

きるのではないかと考えられた。  
フｫーカスグループインタビューにより子宮

頸がん検診に対する若い女性の意識を深く探る

ことができた。限られた時間の中で企画側が求

める情報を得るためには，事前の調整や準備段

階から綿密な計画を立てることが大切であり，

更に実施後の解析では多くのデータを系統的に

整理することで，地域で生活している住民の立

場に立ったサービスについての課題を明らかに

することができたと思われる。 

 

パンソルビン・トラップ法による食品中の

ウイルス遺伝子検出における血液製剤と感

染者血清の利用 

 
斎藤博之  須藤恒久*1  田中智之*2 

野田 衛*3 

 
第 53 回日本臨床ウイルス学会  

 2012 年 6 月，大阪市  
 

ウイルス -抗体 -黄色ブドウ球菌の複合体とし

てウイルス粒子を回収し，Real-time PCRによっ

て遺伝子を検出するパンソルビン・トラップ法

（パントラ法）は，食品検体からノロウイルス

（NoV）に代表される食品媒介ウイルスを検出

するための実践的な手法である。しかし，本法

の実用化には抗体の安定供給が障壁となってい

た。本研究では，ウイルス特異的抗体の代替え

品として，ガンマグロブリン製剤，更には感染

者の血清を用いた検討を行ったので報告する。  
NoV，サポウイルス，アデノウイルス41型，

又はA型肝炎ウイルス（HAV）をモデルウイル

スとして用い，市販のポテトサラダと焼きそば

1g当たり105-106コピーを加えて添加回収試験

を行った。ウイルストラップのために，ウイル

ス特異的ウサギ免疫血清，国内外4社のガンマグ

ロブリン製剤，及び感染歴のあるヒト血清を用

い，添加回収率を比較検討した。  
NoV-GII/4を添加したポテトサラダは，ウイル

ストラップにNoV-GII/4特異的ウサギ免疫血清
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を添加した場合78.3±10.8%，国外製ガンマグロ

ブリン製剤であるGammagardの場合24.4±3.6%
の回収率をそれぞれ示した。焼きそばにおいて

もほぼ同様な結果であった。4社のガンマグロブ

リン製剤の中では，Gammagardが上記のウイル

ス全てにおいて安定した回収成績を示した。ガ

ンマグロブリン製剤は，特異抗体の代替えとし

て有用である。一方，標的ウイルスに感染経歴

をもつ患者血清を利用した場合も優れた添加回

収率を示した。上記手法は，将来ヒトに感染す

る未知のウイルスが出現した場合でも，確実に

ウイルスをトラップすることができる有効な手

法であると思われた。  
*1：秋田大学  
*2：堺市衛生研究所  
*3：国立医薬品食品衛生研究所 
 
自家調製したパンソルビン相当品を用いた

食品中の病原ウイルス検出法の検討 

 
斎藤博之  東方美保*1  岡智一郎*2 

片山和彦*2  田中智之*3  野田 衛*4 
 

第 33 回日本食品微生物学会学術総会  
 2012 年 10 月，福岡市  

 
ウイルス性食中毒の対策として二枚貝の汚染

実態調査や，調理従事者への衛生教育等が進め

られてきているが，原因として疑われる食品か

らのウイルス検出は困難であった。我々は食品

中の病原ウイルスを検出するための実践的な手

法としてパンソルビン・トラップ法を開発し，

実事例への適用を視野に検討を重ねてきた。実

用化に向けての問題点の一つとして，検査の根

幹となる試薬であるパンソルビン（ホルマリン

固定された黄色ブドウ球菌）の製造メーカーが

1 社しかなく，在庫切れや製造中止のリスクを

はらんでいることが挙げられた。この問題に対

処するため本研究では，黄色ブドウ球菌を培養

することで相当品の自家調製を試み，市販品と

の比較検討を行った。  
黄色ブドウ球菌（Cowan I 株）は理化学研究所

バイオリソースセンターより提供を受けた。菌

はベクトンディッキンソン社製「抗生物質培地

3」2 L で 48 時間振とう培養し，8,000×g，10 分

の遠心によって回収した。菌体ペレットを PBS 
100 mL に再懸濁し，8,000×g，10 分の遠心によ

って沈澱させる洗滌操作を 2 度行った後，1.5%
ホルマリンを含む PBS 100 mL に懸濁し，撹拌し

ながら室温で 90 分処理した。8,000×g，10 分の

遠心によって回収した菌体を，前述の方法で 1
度洗滌し，PBS 100 mL に懸濁後，80℃ 5 分処理

した。その後，8,000×g，10 分の遠心によって菌

体を回収し，2 度洗滌を行って，最終的に 16%
となるように，0.1%アジ化ナトリウム添加 PBS
に懸濁した。  

2 L の培養スケールで得られた相当品は約 20 
mL（食品 20 検体分）であった。NoV-GII/4 特異

的ウサギ抗血清を用いた場合の回収率は，市販

のパンソルビンで 56%であったのに対し，自家

調製した相当品で 94%と 1.7 倍であった。また，

各種ガンマグロブリン製剤を用いた汎用化プロ

トコルにおいても，相当品は市販品に対して 2.2
～3.1 倍の回収率を示した。以上のことから，パ

ンソルビンの相当品は有用であり，費用（市販

品は食品 1 検体当たり約 1,000 円）の面でもメ

リットがあるものと考えられた。  
*1：福井県衛生環境研究センター  
*2：国立感染症研究所  
*3：堺市衛生研究所  
*4：国立医薬品食品衛生研究所  
 

パンソルビン・トラップ法によって食品検

体から検出されたノロウイルスの遺伝子解

析法の開発 

 

斎藤博之  東方美保*1  岡智一郎*2 

片山和彦*2  田中智之*3  野田 衛*4 

 

第 60 回日本ウイルス学会学術集会  
 2012 年 11 月，大阪市  

 

パンソルビン・トラップ法（パントラ法）は，

食品検体からノロウイルス（NoV）を検出する

ための実践的な手法である。これまでに，ガン

マグロブリン製剤を用いた汎用プロトコールが

完成し，実用化への目途を付けることができた。 
 一方，実際に食品からウイルスが検出された

場合には，より詳細な情報を得るために塩基配

列を確認できるようにする必要があった。本法
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はホルマリン固定された黄色ブドウ球菌を用い

ることから，菌由来の RNA が大量に混入すると

いう性質があり，これまでの RT-PCR の手法で

は塩基情報を得ることは困難であった。本研究

は，パントラ法で得た RNA 試料から，シークエ

ンス可能な NoV 由来増幅断片を得る方法を検討

することを目的としている。 
NoV-GI/4 又は NoV-GII/4 を含む糞便を段階希

釈して市販のポテトサラダに添加し，汚染レベ

ルの異なる被検体を調製した（105，35，10，3
コピー /g）。次に，ガンマグロブリン製剤を用

いたパントラ法によって RNA を得た。得られた

RNA から，ランダムプライマー，PCR と共通の

プライマー，あるいは新規にデザインした逆転

写 反 応 専 用 プ ラ イ マ ー （ PANR-G1 ， 又 は

PANR-G2）を用いて cDNA を合成した。その後，

semi-nested PCR を行い，ゲル電気泳動で予想位

置にバンドが認められた場合は切り出してシー

クエンスを試みた。  
ランダムプライマーを用いて逆転写反応を行

った場合には，NoV 特異的な増幅が認められな

かった。PCR と共通のプライマーを用いた場合

は，NoV 遺伝子の増幅が認められたものの，シ

ークエンスは困難であった。逆転写反応専用プ

ライマーを用いると，35 コピー/g の汚染レベル

まで増幅バンドが認められ，シークエンスを確

認したところ添加したウイルスと同一の配列で

あった。以上のことから，シークエンス可能な

増幅断片を得るためには，逆転写専用プライマ

ーを用いた cDNA 合成が有効であり，他の食中

毒起因ウイルスにも応用できるものと考えられ

た。 
*1：福井県衛生環境研究センター  
*2：国立感染症研究所  
*3：堺市衛生研究所  
*4：国立医薬品食品衛生研究所  
 
 

黄色ブドウ球菌から自家調製したパンソル

ビン相当品による食品中の病原ウイルス検

出法の検討 

 
斎藤博之  東方美保*1  岡智一郎*2 
片山和彦*2  田中智之*3  野田 衛*4 

 

第 21 回秋田応用生命科学研究会  
 2012 年 12 月，秋田市  

 
黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）は，

化膿性疾患などの原因となることから有害微生

物として認識されている。一方で細胞壁中に含

まれる Protein A は IgG と強固に結合する性質を

持つため，ホルマリン固定された菌体はパンソ

ルビンという試薬として市販されている。我々

は，上記のパンソルビンを利用することで，固

形・液状・練り物・油物など多種・多様な食品

からノロウイルス（NoV）に代表される食中毒

起因ウイルスを検出する技術（パンソルビン・

トラップ法： 以下パントラ法と略）を開発した。

一方で，検査の根幹となる試薬であるパンソル

ビンの製造メーカーが 1 社しかなく，在庫切れ

や製造中止のリスクをはらんでいることが課題

として挙げられた。この問題に対処するため本

研究では，黄色ブドウ球菌を培養することで相

当品の自家調製を試み，市販品との比較検討を

行った。  
黄色ブドウ球菌（Cowan I 株）は理化学研究所

バイオリソースセンターより提供を受けた。菌

はベクトンディッキンソン社製「抗生物質培地

3」2 L で 48 時間振とう培養し，8,000×g，10 分

の遠心によって回収した。菌体ペレットを PBS 
100 mL に再懸濁し，8,000×g，10 分の遠心によ

って沈澱させる洗滌操作を 2 度行った後，1.5%
ホルマリンを含む PBS 100 mL に懸濁し，撹拌し

ながら室温で 90 分処理した。8,000×g，10 分の

遠心によって回収した菌体を，前述の方法で 1
度洗滌し，PBS 100 mL に懸濁後，80℃ 5 分処理

した。その後，8,000×g，10 分の遠心によって菌

体を回収し，2 度洗滌を行って，最終的に 16%
となるように，0.1%アジ化ナトリウム添加 PBS
に懸濁した。  

2 L の培養スケールで得られた相当品は約 20 
mL（食品 20 検体分）であった。NoV-GII/4 型特

異的ウサギ抗血清を用いた場合の回収率は，市

販のパンソルビンで 56%であったのに対し，自

家調製した相当品で 94%と 1.7 倍であった。ま

た，各種ガンマグロブリン製剤を用いた汎用化

プロトコルにおいても，相当品は市販品に対し

て 2.2～3.1 倍の回収率を示した。以上のことか

ら，パンソルビンの相当品は有用であり，費用
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（市販品は食品 1 検体当たり約 1,000 円）の面

でもメリットがあるものと考えられた。  
*1：福井県衛生環境研究センター  
*2：国立感染症研究所  
*3：堺市衛生研究所  
*4：国立医薬品食品衛生研究所  
 
秋田県の Shimokoshi 型つつが虫病 13 症例

の臨床疫学像と確定診断における問題点 

 
佐藤寛子  斎藤博之  安部真理子  

藤田博己*1  須藤恒久*2 
 

第 53 回臨床ウイルス学会 
2012 年 6 月，大阪市  

 
 Orientia tsutsugamushiの代表的な血清型のう

ち，未だベクターが不明であるShimokoshi型は，

症例報告が少なく，感染例は稀であるとされて

いるが，2009年～2011年の間に秋田県では4症例

が確認された。そこで，過去（1992年～2008年）

の疑い例を含めたつつが虫病症例を血清学的に

再検査したところ，新たに9症例を確認し得たた

め，診断上の問題点と併せて報告する。  
各症例の発生地域は県北部3例，県央部3例，

県南部7例で，発生時期は春季9例と秋季4例であ

った。13例中にDIC併発などの重症化例はなく，

発熱は多くが38℃台で無熱例もあった。また，

刺し口がなく40℃の高熱，発疹の症例が当初，

抗体陰性と判定されていた。 
つつが虫病の確定診断は，抗体検査やPCR検

査により行われている。抗体検査は多くの検査

機関がGilliam，Karp及びKatoの標準3抗原を汎用

しているが，これらはShimokoshi型との交差反

応性が低いため，抗体陰性と判定されることも

ある。また，PCR検査は，利便性に優れる特異

的プライマーが普及していないため，判定に時

間と費用を要する。今後は病原性の再評価とベ

クター解明に向けた調査の進展に加え，検査体

制の改善が望まれる。  
*1：馬原アカリ医学研究所，*2：秋田大学  
 

秋田県の Shimokoshi 型つつが虫病 15 症例

の臨床疫学像と確定診断における考察 

 

佐藤寛子  柴田ちひろ  斎藤博之  
藤田博己*1  須藤恒久*2 

 
第 20 回ダニと疾患のインターフェース  

2012 年 7 月，阿南市  
 

Shimokoshi 型 Orientia tsutsugamushi の感染例

は稀であり，概して軽症であるとされている。

この Shimokoshi 型が 2009 年～2012 年の間に秋

田県では 5 症例が確認された。そこで，過去

（1992 年～2008 年）の疑い例を含めたつつが虫

病症例を血清学的に再検査したところ，新たに

10 症例を確認した。  
1992 年以降，15 症例の発生地域は県北部 3 例，

県央部 3 例，県南部 9 例で，発生時期は春季 11
例と秋季 4 例であった。また，DIC 併発などの

重症化例はなく，11 例は軽症傾向であったが，

4 例は軽症とは言い難い傾向にあった。   
Shimokoshi 型は他の型との交差反応性が低い

ため，この型を用いない抗体検査では，つつが

虫病を否定する結果ともなり得る。また，PCR
検査は現在 Shimokoshi 型に対応できていない検

査機関が少なくないようである。Shimokoshi 型

が稀であるという従来の認識は，この型の感染

症例に対する適切な検査が実施されて来なかっ

たことの反映とも思われる。今後は Shimokoshi
型の人に対する病原性の再評価とベクター解明

に向けた調査に加え，検査体制の整備が必要で

ある。  
*1：馬原アカリ医学研究所，*2：秋田大学  
 

秋田県の夏季発症のつつが虫病患者から 

分離された Orientia tsutsugamushi の性状  

 
佐藤寛子  柴田ちひろ  斎藤博之  

 門馬直太*1  藤田博己*2  須藤恒久*3 
 
第 58 回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会  

北日本支部合同大会  
2012 年 10 月，旭川市 

 
日本国内において，つつが虫病患者から検出

あ る い は 分 離 さ れ て い る Karp 系 Orientia 
tsutsugamushi (Ot）は，JP-1 型と JP-2 型に大別

される。媒介種はそれぞれアラトツツガムシ，
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フトゲツツガムシとされ，患者発生はこれら 2
種の幼虫の消長にあわせて春と晩秋に多い。し

かし，2010 年 8 月，秋田県において発生したつ

つが虫病患者の血清抗体価は，Karp が最も高か

った。次いで，患者から分離された株（Ono 株）

を含め，患者の血清抗体価を比較したところ，

Karp，JP-1，JP-2 に対するよりも分離株に対す

る抗体価のほうが 4 倍以上の高値を示した。ま

た，系統樹解析において Ono 株は従来の Karp，
JP-1，JP-2 にも属さない Karp 系の Ono 型（仮称）

とでも呼ぶべき新たな型別であることが強く示

唆され，MLST 法による解析では，Kato 型に属

することが判明した。  
夏季のつつが虫病は Kato 型 Ot 感染によるも

のという認識が強いが，秋田県では過去の調査

においてフトゲツツガムシ幼虫が夏季にも活動

していることが確認されている。本症例におけ

る媒介種がフトゲツツガムシかどうかは不明で

あるが，患者は発症の 5 日前に雄物川河川敷で

釣りをしていることから，夏季の河川敷におけ

るアカツツガムシ以外のツツガムシ種の活動性

の再調査が必要と思われる。 
*1：福島県衛生研究所，*2：馬原アカリ医学研究

所，*3：秋田大学  
 
Shimokoshi 型ツツガ虫病症例及び分離株と

臨床検体を用いた検査診断の検討 

 
佐藤寛子  柴田ちひろ  斎藤博之  

 門馬直太*1   藤田博己*2  須藤恒久*3 
 

第 5 回日本リケッチア症臨床研究会・  
第 19 回リケッチア研究会合同研究発表会  

2012 年 12 月，大津市 
 

1992 年～2012 年の間に発生した Shimokoshi
型 Orientia tsutsugamushi（Ot）感染症例数は 15
例であった。これらの患者発生域は県北部 3 例，

県央部 3 例，県南部 9 例で，発生時期は春季 11
例と秋季 4 例であった。Shimokoshi 型は，概し

てヒトに対する病原性が低いと推測されてお

り，15 例中に DIC などの重症例はなく，11 例

は軽症傾向にあった。しかし，残る 4 例は，軽

症とは言い難い傾向にあったことから，今後，

Shimokoshi 型のヒトに対する病原性の再評価が

必要と思われる。また，15 例中 1 例から細胞培

養において Shimokoshi 型 Ot 株を分離すること

ができた。Shimokoshi 型は抗体検査において，

他の型との交差反応性が低いため，病日が 10 日

未満での抗体検査においては Shimokoshi 型抗原

の使用が推奨される。また，PCR 検査は日常検

査において Shimokoshi 型に非対応である検査機

関が少なくない。そこで，国内で汎用されてい

る 56kDa を標的とした Furuya ら（1993）の Primer
との組み合わせで Shimokoshi 型を特異的に検出

する Primer 設計を試みたところ，分離株 DNA
と秋田及び福島両県の患者血液，痂皮由来 DNA
を全て増幅し，他型 DNA は増幅されなかった。 

 

マツ林に散布されたネオニコチノイド系農

薬の挙動 

 
小林貴司  松渕亜希子  松田恵理子  

菅原冬樹*1  阿部実*1 
 

第 21 回環境化学討論会  
2012 年 7 月，松山市  

 
 松くい虫による松枯れ病を防止するために，

秋田県日本海沿岸の松林では 6 月下旬から 7 月

上旬にかけてネオニコチノイド系農薬のアセタ

ミプリド，チアクロプリドが散布されている。

これらの農薬は，急性毒性が低く，ミツバチに

対する毒性も低いとされているが，自然環境中

での挙動に関する知見は少ない。そこで，平成

21～23 年の 6～11 月の期間，農薬散布後の松林

の土壌について農薬含有量を継続的に調査し，

マツ林への残留状況を評価した。  
林中土壌が落葉で被覆されている状況を考慮

し，深さ別（落葉などの被覆物，表土～5cm，5
～7cm 土壌）で 3 分画し，農薬濃度を測定した

結果，アセタミプリド，チアクロプリド及びそ

のアミド体とも，ほとんどが表層の被覆物中に

残留していた。被覆物中濃度の経時変化を見る

と，6 月下旬から 7 月上旬に散布されたアセタ

ミプリド，チアクロプリドともに散布日から徐

々に増加し，1～13 日後に最大濃度で約  1000 
ng/g-dry を示したのち，秋に向けて徐々に減少

する傾向を示した。チアクロプリドの分解物で

あるアミド体の濃度が最大になるのは，母体の
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チアクロプリドよりもやや遅れて，散布後 13～
30 日であった。  
*1： 秋田県農林水産技術センター森林技術セン

ター 
 

1,4-ジオキサンを含む埋立処分場浸出水の

効率的な処理に関する検討 

 
小林貴司  小川千春   
菅原 剛  八柳 潤  

 
第 47 回日本水環境学会  

2013 年 3 月，大阪市  
 
 水にも溶剤にも無制限に溶解し，かつ難分解

性である 1,4-ジオキサンは，一般的な排水施設

では処理できないとされていたが，県内の埋立

処分場跡地地下水を処理する廃水処理施設にお

いて，特異的に効率よく処理されている。この

施設での水処理工程のうち，1,4-ジオキサン濃度

が減少するのは，好気条件での生物処理のみで

あり，揮散による VOC 除去や沈殿，活性炭での

処理工程では，1,4-ジオキサン濃度はまったく減

少していなかった。また，冬季に生物処理槽の

水温が低下すると生物処理工程においても，1,4-
ジオキサンは減少しなくなるが，ヒーターで 15
℃以上に加温すると冬季でも 90％以上の除去効

率を保つことが可能であった。  
 

ヘッドスペース－GC/MS 法による水中 1,4-

ジオキサン分析方法の検討 

 
小川千春  小林貴司  木口 倫* 

 
第 21 回環境化学討論会  

2012 年 7 月，松山市  
 
 平成 24 年 5 月，1,4-ジオキサンの排水基準設

定と同時に，新たにヘッドスペース－GC/MS 法

が排水及び環境水中 1,4-ジオキサン分析の公定

法として定められた。以前からの公定法である

固相抽出－GC/MS 法は，高感度であるが操作が

煩雑な方法である。一方，ヘッドスペース－

GC/MS 法は，前処理操作が簡便で，多数の検体

の分析や複数の揮発性有機化合物との一斉分析

も可能な方法である。そこで，排水及び環境水

中 1,4-ジオキサン分析を迅速に効率よく行うた

め，ヘッドスペース－GC/MS 法による水中 1,4-
ジオキサン分析方法を検討した。  

定量範囲を確認するため，1,4-ジオキサン濃度

0.005～2 mg/L の 8 段階の標準液をそれぞれ 5 回

繰り返し測定した結果，一番低い濃度の 0.005 
mg/L で再現性が低かった。0.01～2 mg/L の濃度

範囲においては，再現性（変動係数が 10%以内）

・正確さ（標準液濃度との適合率の差が±10%
以内）ともに良好であり，この範囲での定量が

可能であった。  
このヘッドスペース－GC/MS 法と固相抽出

－GC/MS 法により，実試料 48 検体（排水 7 検

体，地下水 27 検体及び公共用水域 14 検体）を

測定し比較した結果，0.01 mg/L 以上の 22 検体

について，二法の定量値はよく一致していた。  
検討結果から，ヘッドスペース－GC/MS 法で

の 1,4-ジオキサンの定量下限値は 0.01 mg/Lであ

り，ヘッドスペース－GC/MS 法は排水試料（排

水基準：0.5 mg/L）の分析に適用できると考えら

れた。また，地下水や公共用水域などの環境試

料（環境基準：0.05 mg/L）の分析についても，

スクリーニング法として適用可能と考えられ

た。 
*：秋田県立大学  
 
玉川源泉から湧出する鉄及びアルミニウム

のイオン成分が関与する源泉下流域及び 

田沢湖の pH 低下機構 

 
成田修司  佐々木純恵  
布田 潔*1  宮田直幸*2 

 
第 47 回日本水環境学会  

2013 年 3 月，大阪市  
 

秋田県仙北市に位置する玉川源泉の大噴は世

界的にも珍しい硫酸-塩酸，鉄（Fe）（Ⅱ）を主

成分とし，pH 約 1.2 の強酸性水 9000 L･min-1 を

湧出している。この酸性水は，玉川に流入する

ことによって下流の土壌や河川に影響を与えて

きた。この対策として，平成 3 年から現在の玉

川中和処理施設が運転を開始することにより，

下流の pH が改善されてきた。同処理施設には，
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源泉の大部分が導入され，pH 約 3.5 まで石灰中

和した後，玉川支流の渋黒川に放流されている。

この渋黒川の pH2.9～3.9 の流域では，源泉由来

の Fe（Ⅱ），硫酸イオン（SO4
2-）等が結合し，

非晶質水酸化鉄が形成され，源泉中のヒ素（As）
が取り込まれることによる河川水中での As 濃

度の減少が報告されている 1)。前述の反応条件

で生成する非晶質水酸化鉄と考えられる茶褐色

の堆積物を，我々は同処理施設放流口で発見し

た。そこで本研究では，上記堆積物の同定を行

うと共に Fe, As, クロム（Cr）等の成分を定量し，

中和処理との関係を明らかにすることを目的と

した。  
中和処理施設放流口にみられた堆積物の

XRD，FT-IR の結果より，オキシ酸化鉄硫酸塩

鉱物の一種であるシュベルトマナイトを主成分

とするシュベルトマナイト様化合物（Sch 様化

合物）であることを明らかにした。また，源泉，

中和処理水，堆積物（Sch 様化合物）の Fe，As，
Cr の組成分析結果を表に示す。  

 

  
 源泉中に 150 mg･L-1含まれていた Feは中和処

理によって 55 mg･L-1 まで減少した。それに伴い

源泉中の As 及び Cr も 2.8，0.093 mg･L-1 からそ

れぞれ 0.75， 0.025 mg･L-1 に減少した。また，

堆積物（Sch 様化合物）には Fe,，As， Cr をそ

れぞれ 39， 1.7， 0.020 (wt.%)で含有していた

ことから，中和処理によって上記 Sch 様化合物

が上記元素を取り込みながら形成し，放流口に

堆積したと考えられる。これらの結果は，源泉

の Fe，SO4
2-成分や pH 約 3.5，中和温度約 60℃

など同処理条件が一般的な Sch 様化合物の生成

条件と類似していること，Sch が As，Cr のオキ

ソニウムイオンを取り込む性質を有することに

よって，もたらされたと考えられる。以上の結

果から，中和を目的とした同処理施設の副次的

効果として，下流域の水環境保全への寄与が明

らかとなった。  
*1：秋田大学大学院工学資源学研究科  
*2：秋田県立大生物資源学部  
参考文献 1）佐藤比奈子ら（2005），NMCC 共

同利用研究成果報文集，13，128-134. 
 
もみ殻を原料としたリン回収材の開発と 

それを活用した八郎湖高濃度リン対策への

展開 

 
成田修司  石垣 修  鈴木忠之  

第 39 回環境保全・公害防止研究発表会  
2012 年 11 月，熊本市 

 
「米どころ」秋田では，収穫後「もみ殻焼き」

が行われ，大気汚染及び健康被害の原因として，

長年の懸案事項となっている。秋田県健康環境

センターでは，この課題を受け，県民の健康を

守るため，もみ殻を未利用資源として有効利用

するため，水中に溶存しているリンを除去・回

収する素材開発を行い，当センターでは初の特

許（特許第 4840846 号：カルシウムもみ殻炭）

を取得した。発表者らは，この素材の効果的な

利活用を目指し，次に示す 2 つの実証試験を行

った。一つは本県の八郎湖における富栄養化の

一因である大潟村南部の方上地区から湧出する

高濃度リン湧出水の除去回収，もう一つは「リ

ンを回収したもみ殻炭」の肥効試験※である。  
リンの除去・回収試験は，リン湧出水をカル

シウムもみ殻炭を充填したリン除去・回収装置

（図）に引き込むことにより実施し，その試験

結果を次に示す。リン湧出水のリン濃度は

PO4-P mg/L で約 1.8 mg/L であるが，処理後の濃

度は約 0.5 mg/L と約 1/4 の濃度に減少した。ま

た，水質汚濁の指標である COD（化学的酸素要

求量）についても同時に調査したところ，湧出

水では約 5 mg/L であったが，4 mg/L 程度まで減

少していたことから，20％ほどの除去が確認さ

れた。つまり，この回収装置はリンの除去・回

収のみの削減を狙ったものであったが，副次的

な効果として COD も削減できることが明らか

となった。  
また，ブロッコリー栽培において，リン吸着

後の「もみ殻炭」と化成肥料の 888 を施肥した

場合について肥効試験※を行った。この試験結果

表  源泉，中和処理水，堆積物の Fe, As, Cr 組成  

元 素  

平均値  

源  泉

(mg･L-1) 

中和処理水  

(mg･L-1) 

堆積物  

(wt.%) 

Fe 150 55 39 

As 2.8 0.75 1.7 

Cr 0.093 0.025 0.020 
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から，初期生育における葉の大きさに著しい違

いが見られ，化成肥料と比べ，リン吸着後のも

み殻炭を施肥したものが良好な生育であること

がわかった。更に，化成肥料の施肥試験時にお

ける，栄養塩の溶脱によると考えられる幼葉，

若葉が紫色化は，もみ殻を用いた場合には見ら

れなかった。また，この技術が現在，長崎県の

諫早湾の水質浄化対策で活用されることについ

ても報告した。  

 

※リン以外の窒素成分及びカリ成分については，

化成肥料 888 と同量添加し，施肥を行った  
 

図 フィールドに設置したリン除去・回収装置 
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2．他誌掲載論文 

 

食 中 毒 疑 い 事 例 の 検 査 で 検 出 さ れ た

Escherichia albertii について  

 

今野貴之  八柳潤  髙橋志保  熊谷優子  

和田恵理子  千葉真知子  齊藤志保子  

三浦聡子*1  小山真人*1  金 和浩*1 
 
Infectious Agents Surveillance Report,33, 5, 2012, 

133-134. 
 

平成 23 年 11 月 13 日（日）Y 市の飲食店にお

いてスポーツ少年団の大会終了後の慰労会を開

催した 3 校の児童及び保護者等 170 名のうち，

22 名が 13～15 日にかけて嘔吐，下痢，腹痛，

発熱等の食中毒様症状を呈した。  
施設従業員便 16 検体，患者便 19 検体，施設

内ふきとり 10 検体に関して食中毒原因菌及び

ノロウイルスを調査した。その結果，腸管病原

性大腸菌Ｏ抗原型別不能が患者 1 名から，ノロ

ウイルスが患者 2 名から検出された。また，E. 
albertii がノロウイルスの検出されたうちの１名

から，病原大腸菌の検査に関連して検出された。 
今回，病原大腸菌の病原因子の探索に加えて，

uidA や lysP 及び mdh といった菌種特異的，若し

くは菌種により多型性を持つ遺伝子の PCR を併

用することで E. albertii の同定が可能であった。

ただし，本事例において E. albertii が検出された

患者からはノロウイルスも検出されており，病

原性や臨床症状に対する本菌の関与は不明であ

った。E. albertii の病原性や疫学，臨床症状との

関連については知見が不足しており，その解明

のためには今後も更なる事例の集積が必要と考

えられる。また，衛生研究所等においては，今

後このような非典型的な下痢原性病原菌によっ

て食中毒等が発生した場合であっても，原因不

明となって衛生改善指導等に支障をきたすこと

のないよう確実に分離同定することが重要と考

えられる。  
*1：由利本荘保健所環境・食品衛生班  
 
 
 

血 液 か ら 分 離 さ れ た Haemophilus 

influenzae e 型について  

 

今野貴之  八柳潤  髙橋志保  熊谷優子  
和田恵理子  千葉真知子  齊藤志保子  
佐藤謙太郎*1  奈良昇悦*1  三浦浩子*1 

太田和子*1  高橋義博*1  大本直樹*2 
 
Infectious Agents Surveillance Report, 33, 6, 2012, 

164-165. 
 

76 歳男性の患者において，誤嚥性肺炎から菌

血 症 に 至 る 中 で 血 液 培 養 よ り Haemophilus 
influenzae を確認した。  

分離株の莢膜の血清型を市販の抗血清及び

PCR 法を用いて調査したところ，莢膜型の中で

も比較的まれな e 型であることを確認した。更

に，薬剤耐性に関与する遺伝子としてペニシリ

ナーゼ（blaTEM，blaROB）及び PBP のアミノ酸

変異の検出を PCR 法により行ったところ，分離

株は blaTEM，blaROB に関しては両者とも（－）

で あ っ た が ， β-lactamase-negative ampicillin- 
resistant H. influenzae (BLNAR) group III に該当

する PBP の変異が検出され，薬剤耐性菌と考え

られた。  
e 型が分離される症例はまれであるが，その

臨床的な特徴は Hib と同様と考えられている。

また，BLNAR の場合，治療に難渋することが多

いため，本菌による感染症の動向については莢

膜の血清型のみではなく，薬剤耐性の状況も併

せて注視していくことが必要と思われる。  
*1：大館市立総合病院 *2：大館市立扇田病院  
 

髄膜炎菌同定検査 2 件における検査結果の

比較  

 

今野貴之  八柳潤  髙橋志保  熊谷優子  
和田恵理子  千葉真知子  齊藤志保子  

齋藤 敦*1  佐々木志緒*1  
深井聡子*1  三浦美奈子*1 

 
Infectious Agents Surveillance Report, 33, 12, 

2012, 338. 
 

髄膜炎菌（Neisseria meningitidis）は，0.6～0.8 
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μm のグラム陰性の双球菌で，くしゃみなどによ

る飛沫感染により伝播し，気道を介して血中に

入り菌血症（敗血症）を起こし，更に髄液にま

で侵入することにより髄膜炎を起こすことが知

られている。今回，2012（平成 24）年 2 月と 7
月の泌尿器科領域の検体から髄膜炎菌を疑う菌

株が分離され，その同定を ctrA と sodC を対象

にした TaqMan Real-time PCR 及び 16S rRNA 遺

伝子の相同性解析により行った。  
2 件の髄膜炎菌同定検査のうちの 1 件におい

て，ctrA を対象にした Real-time PCR による偽陰

性と考えられる事例を経験した。ctrA は，PCR
による髄膜炎菌の検出に最もよく利用される遺

伝子であるが，遺伝子の多型性による偽陰性の

報告が数例あるほか，ctrA を含む莢膜遺伝子群

は再構成されやすく，ctrA を欠く場合がある。

ctrA のように菌株によって配列に違いの多い遺

伝子を対象にした場合，陰性と誤判定してしま

う可能性があり注意が必要である。今回，我々

は Real-time PCR に加え，16S rRNA の相同性解

析を平行して行っていたことにより誤判定をせ

ずに済んだ。また，sodC を対象にした Real-time 
PCR は ctrA で同定できなかった菌株にも有効で

あったことから，sodC は ctrA に代わる髄膜炎菌

検出の対象遺伝子として有用であると考えられ

る。 
*1：秋田県総合保健事業団児桜検査センター  
 
Isolation and identification of 

Escherichia albertii from a patient in an 

outbreak of gastroenteritis 

 
Takayuki Konno, Jun Yatsuyanagi,  

Shiho Takahashi, Yuko Kumagai, Eriko Wada, 
Machiko Chiba, Shioko Saito 

 
Jpn J Infect Dis, 65, 3, 2012, 203-207. 

 
 A microbial strain harboring the eae gene, which 
is known as the virulence gene of enteropathogenic 
Escherichia coli (EPEC) and most 
enterohemorrhagic E. coli, was isolated from a 
patient in a gastroenteritis outbreak that occurred in 
22 patients in Akita Prefecture, Japan, in November 
2011. The biochemical characteristics of the isolate 

were more similar to those of a novel Escherichia 
sp., E. albertii than E. coli. Partial 16S rRNA gene 
sequences of the isolate were identical to those of a 
certain E. albertii strain, but also showed a high 
degree of similarity to those of E. coli strains. 
Finally, we identified this isolate as E. albertii by 
performing PCR analysis that targeted the uidA, 
lysP, mdh, and cdtB genes in addition to stx and eae 
genes to differentiate between the EPEC and E. 
albertii strains. 
 

アカツツガムシ親和性 Kato 型つつが虫病患

者の確認を受けての秋田県雄物川流域にお

ける調査成績（2009） 
 

佐藤寛子  柴田ちひろ  斎藤博之  
佐藤了悦  齊藤志保子  高橋 守*1 
藤田博己*2  角坂照貴*3  高田伸弘*4 
川端寛樹*5  高野 愛*5  須藤恒久*6 

 
衛生動物, 64, 1 , 2013 , 21-25 

 
 1993 年以降，国内において高病原性 Kato 型

Orientia tsutsugamushi 感染例の報告がなかった

ことから，媒介種であるアカツツガムシは絶滅

したとも言われていた。しかし，2008 年 8 月，

秋田県大仙市において発生したつつが虫病患者

は，その血清抗体価と感染時の状況から Kato 型

Orientia tsutsugamushi 感染であることが強く示

唆された。これを受け，翌 2009 年，感染推定地

における調査を開始したところ，アカツツガム

シの生息を確認し，捕獲野鼠から Kato 型

Orientia tsutsugamushi の分離に成功した。更に，

アカツツガムシの生息は，毎年 8 月に大仙市の

雄物川河川敷で行われる全国的に有名な花火大

会会場においても確認された。地元住民及び観

光客を健康被害から守るため，今後も調査を継

続し，夏季発生のつつが虫病に関する啓発を地

元自治体のみならず全国的にも広める必要があ

ると思われる。  
*1 埼玉医科大学 *2 大原綜合病院附属大原研

究所 *3 愛知医科大学医学部 *4 福井大学医学

部 *5 国立感染症研究所 *6 秋田大学  
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神頼みと人頼み～ツツガムシ対策～ 

 
佐藤寛子  

 
ダニ研究, 第 7 号, 2013, 10-15 

 
アカツツガムシが媒介する Kato 型 Orientia 

tsutsugamushi によって発症するつつが虫病は，

新潟，山形，秋田の特定河川流域で発生する風

土病だったが，近年，患者発生とアカツツガム

シが確認されるのは，秋田県のみである。つつ

が虫病対策は，行政機関が中心となる啓発活動，

医療機関が中心となる早期治療・診断の両面で

行われており，前者の一翼を担う私たちは，よ

り効果的な啓発を行うためにツツガムシの分布

域や季節的消長等を調査し，その結果を患者情

報と併せて発信している。 
しかし，過去には別の両面対策が存在した。  

第 1 の対策：神頼み  
雄物川沿いの各地域にはケダニ防除のため，

あるいは犠牲者を弔うためのケダニ地蔵や神

社，祠が点々とあり，我々は今年までに 3 市 1
町に神社 4 か所，寺 1 か所，祠 4 基，地蔵 5 体，

石碑 2 基，計 16 箇所確認した。それぞれの建立

年は異なるが，江戸時代後期～大正のものがほ

とんどである。秋田のつつが虫病関連の史跡は

防水や水神に係るものと一緒に祭られているも

のが多く，地元住民は，水の神とケダニの神に

恐れを抱きつつ，祈りを捧げていたのであろう。 
第 2 の対策：人頼み  
神頼みの一方で行われた対策は，特殊な技術

を持った人（医師とは限らない）によって行わ

れた「毛掘り」である。人見蕉雨がその著書に

「さされて除かされは…死す」と記し，大友玄

圭が「沙蝨ヲ摘除スレバ予防ニ効アルコトヲモ

教へリタ」（秋田県史より抜粋）と記録してい

るように，ツツガムシを摘出することが有効と

されていた時代があった。昨年，この毛堀りが

昭和 40 年頃まで有効であると一部地域で信じ

られ，実際に行われていたことと，その道具が

現存していることが我々の調査で確認された。

この道具は，現在，持ち主から秋田県立博物館

に寄贈され，保管されている。  
 

男性泌尿器科受診者における尿中ヒトパピ

ローマウイルス遺伝子検出の検討  

 
柴田ちひろ  佐藤寛子  斎藤博之  

安部真理子  千葉真知子*1  能登 彩*2 
能登 舞*3  能登宏光*4 

 
医学検査, 61, 3 , 2012, 585-589. 

 
ヒトパピローマウイルス（HPV）は子宮頸がん

の原因ウイルスとして知られているが，男性の

尿路・性器がんへの関与も指摘されている。し

かし，男性の HPV 感染状況については女性ほど

研究が進んでおらず，その実態はほとんど分か

っていない。そこで，秋田県内の泌尿器科受診

者を対象に男性における HPV 感染状況につい

て調査した。  
 平成 21 年 6 月～平成 22 年 5 月に秋田泌尿器

科クリニックを受診した尿路・性器感染症の自

覚症状のある患者 103 名，自覚症状の無い患者

13 名の計 120 名を対象に，インフォームドコン

セントを得た上で初尿検体を採取した。検査は，

検体から DNA を抽出した後，内部標準物質であ

る β-globin が検出された場合のみを有効検体と

して nested-PCR による HPV の検出を行った。

HPV 陽性検体はダイレクトシークエンスにより

genotype を判定した。  
 120 検体中，β-globin が検出された有効検体は

98 検体であった。このうち HPV は 8 検体から

検出され（検出率 8.2%），いずれも自覚症状の

ある患者から検出された。Genotype はハイリス

ク型が 6 例（16 型 2 例，18 型 1 例，33 型 1 例，

52 型 1 例，58 型 1 例），中間リスク型が 1 例（66
型），ローリスク型が 1 例（11 型）であった。 
 今回，男性からも HPV が検出されたことで，

今後は女性だけではなく男性も対象とした HPV
感染予防の啓発が必要であると考えられた。  
*1：前健康環境センター *2：かづの厚生病院  
*3：秋田大学医学部付属病院 *4：秋田泌尿器科

クリニック  
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